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第
二
章

将
軍
在
職
期
の
花
押
文
書

第
一
節

年
代
確
定
・
推
定
の
諸
前
提

年
紀
の
あ
る
文
書

現
在
収
集
し
え
た
家
光
関
孫
文
書
の
う
ち
、
家
光
の
花
押
が
据
え
ら
れ
か
つ
年
紀
の
あ
る
文
書
は
、
公
帖
四
O
通
、
領
知
宛
行
状
六
通
、

一
字

状
一
通
、
柳
生
宗
矩
宛
一
通
、
計
四
八
通
で
あ
る
。
表
ー
は
そ
の
一
覧
で
あ
る
。

そ
こ
に
据
え
ら
れ
た
家
光
の
花
押
は
、
一
疋
和
九
年
(
一
六
二
三
)
、
寛
永
一
冗
年
(
一
六
二
回
)
、
寛
永
二
年
、
寛
永
三
年
と
刻
々
と
変
化
を
み
せ

る
が
、
寛
永
七
年
四
月
一
日
以
降
の
公
粘
か
ら
寛
永
十
三
年
三
月
五
日
ま
で
の
公
帖
ま
で
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る

(図
1
参
照
)
。
敢
え
て
区
別
す

れ
ば
、
寛
永
八
年
の
六
月
か
ら
十
月
ま
で
の
公
帖
の
花
押
は
下
隷
部
が
僅
か
に
長
い
。
こ
こ
で
は
前
者
を

A
型
、
後
者
を

K
型
と
す
る
。
こ
れ

ら
の
花
押
の
す
べ
て
を
採
す
し
え
て
は
い
な
い
が
、

A
型
は
お
お
よ
そ
経
三
・
七
セ
ン
チ
、
横
六
・
一
セ
ン
チ
、

K
型
は
お
お
よ
そ
縦
一
二
・
七

セ
ン
チ
、
横
六
・
五
七
ン
チ
前
後
で
あ
る
。

こ
の
花
押
が
大
き
く
変
化
す
る
の
は
、
寛
永
十
六
年
四
月
二
十
九
呂
の
公
帖
以
降
で
、
正
保
三
年
(
一
六
四
六
)
十
二
月
十
七
日
付
の
三
河
瀧

山
寺
宛
の
領
知
宛
行
状
に
据
え
ら
れ
た
花
押
を
除
け
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
花
押
の
差
異
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
む
し
ろ
な
ん
ら
か
の
型

取
り
を
も
っ
て
花
押
が
据
え
ら
れ
た
こ
と
を
予
想
さ
せ
、
そ
う
し
た
日
で
こ
れ
ら
の
花
押
を
観
察
す
る
と
型
取
れ
ソ
の
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

こ
の
型
の
花
拝
を

B
型
と
す
る
が
、
こ
の
大
き
さ
は
お
お
よ
そ
縦
四
・
四
セ
ン
チ
、
横
九
・
四
セ
ン
チ
で
あ
る
。
同
様
に
寛
永
七
年
か
ら
寛
永
十

二
一
年
ま
で
の
公
帖
に
据
え
ら
れ
た

A
型
の
花
押
を
観
察
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
花
押
も
ま
た
型
取
り
を
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。



表 1 家光花押文書(年号)

年号 月 日 主左ヨ主 出 し 名乗 罪、 花押 宛 名 出 呉
冗和 9 8 5 高禅寺住持職事 内大臣 j京 40 x 109 !部外和尚 東福寺文書
疋和 9 8 10 賀折、i安国寺住持職事 内大臣 思 40x 105 明宗首座 東福寺文書
疋和 9 8 20 真如寺住持職之事 内大臣 原)37X 110 明宗西堂 1東福寺文書

元和 9 8 21 参ナ1'1長興寺住持職事 内大豆 民47x 112 見恕首座 東福寺文書

瓦和 9電; 5 真如寺住持職之事 内大臣 原 41x 110 見恕西堂 東福寺文書
寛永 I12 14 摂ナトi福厳寺住持職之事 内大臣 影 57X96 元竹言座 南禅寺文書
寛永 2 1 I 11 禅興寺住持職事 内大臣 主王手主/ノ 63 x 109 冗竹西堂 南禅寺文書

寛永 2 3 10 東福寺住持職事 内大臣 原 53x91 恵宥西堂 東福寺文書
寛永 2 6 14 童謡寺住持職事 内大臣 京 55X89 玄豊西堂 近松寺文書
寛永 3 9 27 真知寺住持職事 左大臣 京 42x69 龍保西堂 東福寺文書
寛永 3 10 1勢十H安養寺住持職事 左大臣 原 40x 71 i青堅首座 十東福寺文書
寛永 310 25 真如寺住持職事 左大臣 原 39x67 清堅西堂 東福寺文書
寛永 4 8 26 光寛永田八月廿六 ナ ン 主Jjl主;ノン 花押影 松平安芸守とのへ i斉美録

寛永 7 4 1二聖寺住持職事 左大臣 車 A 花崇古堅 承天寺文書
寛永 7 5 4 承天寺住持職事 左大臣 }京 A !7じ崇言座 承天寺文書
寛永 8 4 20 景徳寺生持職之事 左大臣 京 A' 時紹言座 天龍寺文書

寛永 8 5 3臨J1I寺住持職之事 左大臣 京 A 号詔西堂 天龍寺文書

寛永 8 6 2 景笹寺住持職事 左大臣 原 A' 思廉首産 天龍寺文書
寛永 8 6 15 臨JlI寺住持職之事 左大臣 !京 A' 国房長西堂 :天龍寺文書

寛永 8 7 11 景態寺{主持職之事 左大臣 原 l'¥' 昌信首座 天龍寺文書

寛永 8 7 30 臨JlI寺住持職之事 左大垣 原 A' 昌倫茜堂 天龍寺文書

寛永 8 8 10雲チトi美哉寺住持職事 左大臣 原 A 恵、玉吉堅 東福寺文書

寛永 8 9 3 真如寺住持職之事 左大臣原 A' 恵、五西堂 東福寺文書

寛永 8 9 30 円覚寺住持職之事 左大臣 原 A' 寿伯酉堂 天龍寺文書

寛永 810 10 永福寺住持職事 左大臣 原 A' 善忠吉座 東福寺文書

寛永11 8 41 陸実国桃生小鹿流西岩 家光i原 A <1山台〉中納言語a伊達家文書

寛永11 8 4 陸奥国白JlI郡石河郡井 家光 原 T A く白Jll)宰相弘 丹羽家所義史科

案永11 8 4 現時国弐拾万弐千七百 ナ こ/ 原 A 長門少将本 防廃毛利家文書
寛永11 8 4 安芸国生東住西山県品 ナ ン 豆京/ノ A 安芸侍従とのへ 済美録

寛永11 8 4 土佐国弐拾万弐千六百 ナ ン 原 A 土生侍従とのへ 山内家文書

寛永12 9 9 景語;寺住持職事 従一位 E尽t~ A 党昌吉座 南禅寺文書

寛永12 9 29 禅興寺住持犠事 従一位 EEFZノ〆 A 党昌酉堂 南禅寺文書
寛永1211 15 景笹寺住持職事 従一位 1原 A 恵簡古座 品成寺文書

寛永12I 12 6 真如寺住持議事 j従」位 原 A 恵簡西堂 品成寺文書

実永13 つ... 9 安養寺住持職事 1従一一{立1原 A 永寝苦堅 東福寺文書

寛永13 3 b 真如寺住持職事 従一一位 原 A 永田西堂 東福寺文書

寛永16 4129 南禅寺住持職事 従一位 原 B 玄英和尚 天龍寺文書

寛永16 6112 南禅寺住持職事 従一位 原 B 業陰和尚 東福寺文書

寛永16 7127 景徳寺住持殺事 昨i従是ーイ立 原; B 冗松首窪 天龍寺文書

寛永16 8120 臨J1I寺住持職事 原! B 瓦松西堂 天龍寺文書

寛永171_829 天龍寺住持職事 従一位l原 B 守F1司1叔和尚 天龍寺文書

寛永17110 17 東福寺住持職事 従一位i原 B 旦酉堂 東福寺文書

正保 2i 3 9 景徳寺住持職事 従一位1影 B l~主詮首座 高禅寺文書

正保 2 4 7弾興寺住持職事 従一位 E尽~~ノ B 党詮西堂 i南禅寺文書

正採 2 4111 建長寺住持職事 従-{立 原 B 玄豊西堂 J近松寺文書
正保 2 6129 円覚寺住持職事 従一位 原 B 等移西堂 天龍寺文書

正保 3 4 6銅術蕪双奉仕 東照大;j従悪事一耳位
臣 原i B 

間!参
itfE謀長柳生文書

正保 3112!17東照宮御領当国額田郡!従一位 原 1 B' i可国瀧Llj寺 !瀧IJI寺文書

注.原の構の原;ま[京本、影は影写本、写は写本を長している{以下の去同じ)。
花押の捕の数字は花押の縦横の、h去をmmて、ノJ~ Lたものであり、 A!ま縦37mmx横61mm、A'Iま縦
37mmx横65mm、BIま縦47mmx横95mmの花.jItlをぶしている(以下の去同じ)• 
。数字;まi翌月を去す(以 Fの去[i司じ人



四

こ
こ
で
は
、
遅
く
と
も
寛
永
七
年
四
月
一
日
以
蜂
に
型
取
り
の
あ
る
花
押
が
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
花
押
が
少
な
く
と
も
寛
永
十
三
年
三
丹
五
日
ま

で
は
使
用
さ
れ
、
次
い
で
大
型
化
し
た
花
押
が
遅
く
と
も
寛
永
十
六
年
四
月
二
十
九
日
以
降
に
は
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
年
代
確

定
一
推
定
の
一
つ
の
規
準
と
す
る
。

LM  
『・・F 一一 一一司剛田町・・・・・
元和 9年8月 58公結

(東福寺文書}

、
寛永 7年 5月48公粘

〈承天寺文書)

凶
寛永 1年12月14日公粘

(南禅寺文書)
寛永 8年7丹11自公帖

(天龍寺文書)

、
包 a

案永 2年 6月14日公粘
(近松寺文書)

h あー

案永11年8月 4日領知特物
〈毛利家文書)

‘Jp; 
正保2年 6}i29自公粘

〈東福寺文書)

家光花搾の変遷(将軍襲職以降)図 1



奉
者
の
変
遷

家
光
の
御
内
査
一
日
に
お
げ
る
奉
者
は
、
前
艇
に
お
い
て
、
一
冗
和
九
年
毘
丹
二
十
二
日
以
降
、
酒
井
忠
利
・
青
山
忠
俊
か
ら
酒
井
忠
世
へ
と
交
替

す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
以
降
の
家
光
御
内
書
に
み
ら
れ
る
主
要
な
奉
者
三
人
、
酒
井
忠
世
・
土
井
利
勝
・
酒
井
忠
勝
、

の
交
替
時
期
を
確
定
す
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
奉
者
は
酒
井
忠
世
、
土
井
利
勝
、
酒
井
忠
勝
の
頗
で
交
替
を
み
せ
る
が
、

い
つ
ど
の
よ
う

な
契
機
で
そ
の
交
替
が
な
さ
れ
た
か
は
従
来
の
研
究
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

広
島
浅
野
家
の
「
済
美
ん
舎
に
は
、
浅
野
光
一
候
宛
の
家
光
一
御
内
書
(
黒
印
状
)
四
五
通
が
そ
れ
ぞ
れ
の
年
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
年
紀
の
な
い

御
内
書
を
「
済
美
録
」
が
各
年
に
収
め
る
の
は
、
た
と
え
ば
寛
永
十
年
五
月
の
御
内
書
に
は
「
案
す
る
に
此
御
内
書
御
上
包
紙
に
完
永
十
年
と
あ

る
ゆ
ゑ
愛
に
挙
く
、
重
陽
ノ
御
内
書
も
こ
れ
と
毘
(
レ
)
」
と
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
お
り
、
信
を
置
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
寛
永

「済美録jの奉者変遺

年 端午 重揚 議暮

寛永10 忠世 忠世

寛永11 忠世

寛永12 利勝

寛永13 利勝 利勝

寛永14 初勝 利勝 利勝

寛永15 利勝 利勝 利勝

寛永16 利勝 利勝

寛永17 科勝 手IJ勝 利勝

寛永18 利勝 利勝 利勝

寛永19 利勝 利勝 利勝

寛永20 利勝 手Ij勝 利勝

寛永21 利勝 忠勝

正保 2 忠勝 忠勝 忠勝

正保 3 忠勝 忠勝 忠勝

正保 4 忠勝 忠勝 忠勝

慶安 1 忠勝 忠勝 忠勝

慶安 2 志欝 忠勝 忠勝

慶安 3 忠勝 忠勝

表 2

十
年
以
誇
慶
安
三
年
(
一
六
五

O
)
ま
で
の
奉
者
の
一
覧
を
作
成
し
た
の
が
表
2
で

あ
る
。こ

の
表
に
よ
れ
ば
、
忠
世
が
奉
者
で
あ
る
下
限
は
寛
永
十
一
年
五
月
、
利
勝
が
奉

者
で
あ
る
上
限
は
寛
永
十
二
年
五
月
、
下
援
は
寛
永
二
十
一
年
五
月
、
忠
勝
が
奉
者

で
あ
る
上
限
は
寛
永
二
十
一
年
九
月
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
忠
世
か
ら
利
勝
へ

の
交
替
は
寛
永
十
一
年
五
月
以
降
寛
永
十
二
年
五
月
以
前
、
利
勝
か
ら
忠
勝
へ
の
交

替
は
寛
永
二
十
一
年
五
月
以
蜂
再
年
九
月
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
c

ま
ず
酒
井
忠
世
か
ら
土
井
利
勝
へ
の
交
替
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
土
井
利
勝
が

家
光
付
の
老
中
と
な
る
の
は
寛
永
九
年
一
月
十
日
の
こ
と
で
あ
る
が
、
同
年
一
月
二

五



家売の調内書発給可能数

期 間 奉者 端午 重揚 歳暮

冗和 9年重揚-寛永 3年端午 忠世 3 3 3 
寛永 3年重陽一寛永11年端午 忠世 8 8 8 
寛永11年重陽一寛永21年端午 利勝 10 10 10 
寛永21年重揚一慶安 3年最暮 忠勝 6 7 7 

計 27 28 28 

表 3え
る
。

徳、JlI頼宣・蜂須賀忠英・山内忠義宛御内書

忠世
忠世
利勝
忠勝

一一
一
3
7
9
6
一塁
3
5
9
5
一時一
1
4
7
4
一日

.J.-

ノ、

注. r~持内書写J r蜂須賀家文書Jr土佐山内家文書」によ
り作成。

十
四
日
に
秀
忠
が
死
去
す
る
ま
で
は
秀
忠
付
の
老
中
と
し
て
活
動
し

一切一

3
5
m
8
2
2
5
9
8
一お一

0
2
8
8
一路

奉者|端午

忠世 I3 
忠世 I 8 
Ij勝 I9 

忠勝 I 6 
23 

7 
10 
6 
23 

G 
3 
7 
5 
15 

宛名

紀伊中納言(徳川頼宣)
紀伊大納言( ク ) 

紀伊大納言( タ ) 

紀伊大納言( ク ) 

大納言宛の計

松平阿波守(蜂須賀忠英)
阿波侍従(蜂須賀忠英)
阿波侍従( 'l 

阿波侍従(

侍従宛の計

松平土生守(山内忠義)
土佐侍従(山内忠義〉
土佐侍従( 'l 

土佐侍従( ク 〉

侍従宛の許

表 4

忠埜
忠世
利勝
忠勝

て
お
り
、
利
勝
が
奉
者
と
な
る
可
詑
控
は
早
く
と
も
寛
永
九
年
一
月

二
十
四

E
以
降
で
あ
る
。
ま
た
、
酒
井
忠
世
ほ
、
寛
、
水
十
一
年
間
七

月
二
十
三
日
の
江
戸
城
西
丸
失
火
以
降
、
老
中
連
署
奉
書
に
加
判
す

る
こ
と
も
な
く
な
り
、
老
中
の
地
位
を
退
い
て
お
り
、
こ
の
事
件
以

後
に
奉
者
で
あ
る
可
龍
性
誌
ほ
誌
な
い
c

利
勝
が
忠
世
失
脚
直
後
の

寛
永
十
一
年
九
月
の
重
陽
の
御
内
書
か
ら
奉
者
と
な
っ
た
す
る
に
は

な
お
十
分
で
は
な
い
が
、

ひ
と
ま
ず
こ
の
忠
世
の
失
脚
が
奉
者
交
苔

利
勝
か
ら
忠
勝
へ
の
交
替
期
と
さ
れ
る
寛
永
二
十
一
年
五
月
か
ち
九

月
の
関
に
お
け
る
利
勝
の
動
向
を
み
る
と
、
寛
永
二
十
一
年
七
月
十
日
に
利
勝
が
死
去
し
て
お
り
、
利
勝
の
死
が
奉
者
交
替
の
契
機
と
み
な
し

の
契
機
と
な
っ
た
と
み
て
お
こ
う
。

忠
世
失
脚
後
の
家
光
付
筆
頭
老
中
の
地
位
に
は
利
勝
が
就
く
が
、

こ
う
し
た
点
を
念
頭
に
お
い
て
、
家
光
の
御
内
書
が
比
較
的
多
く
残
さ
れ
て
い
る
文
書
群
か
ら
、
こ
の
表
2
の
信
頼
性
の
確
認
と
一
冗
和
末
年
・

寛
永
前
期
を
も
含
め
た
端
午
・
重
陽
・
歳
暮
の
御
内
書
の
奉
者
を
確
定
し
て
い
く
。

端
午
・
重
陽
・
歳
暮
の
御
内
書
は
同
一
人
に
対
し
て
同
一
年
に
は
一
通
し
か
出
さ
れ
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
家
光
が
将
軍
と
な
っ
た
元

和
九
年
七
月
二
十
七
日
以
降
死
去
す
る
慶
安
四
年
四
月
二
十
日
以
前
に
端
午
・
重
陽
・
歳
暮
の
御
内
書
の
発
給
可
能
な
通
数
は
、
表
3
に
示
し
た

と
お
り
、
端
午
二
七
通
(
内
寛
永
三
年
八
月
以
降
二
回
通
)
、
重
揚
二
人
通
(
内
寛
永
三
年
八
月
以
誇
二
五
通
)
、
歳
暮
二
八
通
(
内
寛
永
三
年
八



月
以
降
二
五
通
)

で
あ
る
c

こ
こ
で
寛
永
三
年
八
月
と
い
う
年
月
を
区
分
と
し
て
取
上
げ
た
の
は
、
こ
の
年
の
秀
忠
・
家
光
の
上
洛
に
供
奉
し
た

大
名
の
多
く
が
、
寛
、
水
三
年
八
月
十
九
日
に
位
階
・
(
日
識
を
上
昇
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

表
4
は
、
こ
の
時
期
の
御
内
書
を
比
較
的
多
く
合
む
文
書
群
に
つ
い
て
、
宛
名
と
奉
者
の
違
い
を
前
提
に
、
端
午
・
重
陽
・
歳
暮
の
残
さ
れ
た

御
内
主
自
の
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
の
数
字
と
発
給
可
能
な
通
数
と
を
比
較
す
る
と
、
端
午
に
つ
い
て
は
、
寛
永
三
年
八
月
十
九
日
に

大
納
言
と
な
っ
た
怒
川
頼
宣
の
中
納
言
時
代
の
も
の
が
三
通
あ
り
、
寛
永
三
年
端
午
ま
で
の
可
能
数
三
通
と
一
致
し
、
か
つ
奉
者
は
す
べ
て
忠

世
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
同
一
人
物
年
一
面
発
給
と
い
う
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
三
通
が
一
冗
和
九
年
、
寛
永
元
年
、
二
年
い
ず
れ
か
の
年

の
も
の
で
あ
り
、
か
っ
こ
の
三
年
間
の
奉
者
は
忠
世
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

同
様
の
手
続
き
で
み
て
い
く
と
、
奉
者
が
忠
世
で
「
紀
伊
大
約
二
一
一
口
」
宛
の
端
午
の
御
内
書
、
奉
者
が
忠
世
で
「
紀
伊
大
納
言
」
宛
の
御
内
書
の

通
数
試
可
能
通
数
と
同
数
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
寛
、
水
四
年
以
降
寛
永
十
一
年
間
七
月
二
十
三
日
の
忠
世
失
脚
ま
で
の
八
年
間
八
回
に
わ
た
っ
て

忠
世
が
御
内
童
日
の
奉
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
一
示
し
、
ま
た
正
保
一
一
年
以
降
慶
安
三
年
四
月
二
十
日
の
家
光
死
去
ま
で
の
六
年
間
六
回
に
わ
た
っ
て
忠

勝
が
奉
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
c

奉
者
が
利
勝
で
「
紀
伊
大
納
言
」
宛
の
御
内
書
は
九
通
と
可
能
通
数
を
一
通
下
回
る
が
、
表
2
で
示

し
た
浅
野
光
最
宛
の
も
の
、
「
阿
波
侍
従
」
宛
の
も
の
が
一

O
通
あ
り
、
寛
永
十
二
年
以
降
寛
永
二
十
一
年
七
月
十
日
の
利
勝
死
去
ま
で
の
一

O

年
間
一

O
回
に
わ
た
っ
て
利
勝
が
奉
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
上
明
ら
か
に
し
た
各
奉
者
の
最
大
値
を
合
計
す
る
と
議
午
の
御
内
書
は
二
回
通
と
な
り
、
そ
の
通
数
は
可
能
数
と
一
致
し
、
端
午
の
御
内
書

が
毎
年
出
さ
れ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
と
と
も
に
、
寛
永
十
一
年
の
端
午
ま
で
は
忠
置
が
、
寛
永
十
二
年
以
降
寛
永
二
十
一
年
ま
で
は
利
勝
が
、
正

保
二
年
以
蜂
慶
安
三
年
ま
で
は
忠
勝
が
奉
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
定
す
る
。

重
陽
の
御
内
書
に
つ
い
て
は
、
「
紀
伊
中
納
言
」
宛
で
忠
世
が
奉
者
で
あ
る
も
の
が
三
通
あ
り
、
頼
宣
の
大
納
言
任
官
が
寛
永
三
年
八
月
十
九

日
で
あ
る
こ
と
、
忠
世
の
奉
者
就
任
が
一
元
和
九
年
四
月
二
十
二
日
以
後
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
御
内
書
は
元
和
九
年
、
寛
永
元
年
、
二
年

七



J¥、

の
い
ず
れ
か
の
年
の
も
の
と
な
り
、
こ
の
間
の
奉
者
は
忠
世
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
定
す
る
。
寛
、
水
三
年
以
蜂
に
つ
い
て
は
、
忠
世
が
奉
者
で
あ
る

も
の
に
つ
い
て
は
可
能
通
数
と
残
さ
れ
た
も
の
が
一
致
す
る
例
は
な
い
。
奉
者
が
利
勝
の
も
の
は
「
紀
伊
大
納
言
」
宛
の
も
の
が
一

O
通
あ
り
可

能
通
数
と
一
致
し
、
先
の
忠
世
か
ら
利
勝
へ
の
奉
者
交
替
を
忠
世
の
失
騨
し
た
寛
永
十
一
年
間
七
月
と
す
る
根
拠
と
な
る
。
忠
勝
が
奉
者
で
あ
る

も
の
は
、
既
に
触
れ
た
浅
野
光
歳
宛
の
も
の
が
七
通
と
一
致
す
る
が
、
「
紀
伊
大
納
言
」
宛
、
「
開
波
侍
従
」
宛
、
「
土
佐
侍
従
」
宛
の
も
の
い
ず

れ
も
が
可
能
数
よ
り
一
通
多
い
。
そ
こ
に
は
な
ん
ら
か
の
事
情
の
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
お
く
こ
と
に
す
る
。

歳
暮
の
御
内
書
に
つ
い
て
は
寛
永
三
年
以
前
の
も
の
に
つ
い
て
は
「
紀
伊
中
納
言
」
宛
で
奉
者
が
忠
世
で
あ
る
も
の
が
三
通
あ
り
、
可
語
通
数

と
一
致
し
、
こ
の
関
の
奉
者
が
忠
世
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
定
す
る
c

ま
た
正
保
元
年
以
降
慶
安
三
年
ま
で
は
浅
野
光
最
宛
の
も
の
の
奉
者
が
忠
勝

で
あ
る
こ
と
か
ら
奉
者
は
確
定
す
る
。
そ
れ
以
外
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
可
能
数
の
ほ
う
が
残
さ
れ
た
御
内
書
の
数
よ
り
い
ず
れ
も
多
く
、
こ
こ

か
ち
奉
者
を
確
定
し
え
な
い
。

一
先
ず
概
上
げ
に
し
て
い
た
重
陽
の
御
内
書
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
家
光
の
死
去
す
る
慶
安
四
年
四
月
二
十
日
ま
で
に
重
揚
の

御
内
書
に
忠
勝
が
奉
者
と
な
る
可
能
性
は
最
大
で
七
年
七
回
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
忠
勝
が
奉
者
で
「
紀
伊
大
納
言
」
宛
、
「
阿
波
侍
従
」
、
「
土

佐
侍
従
」
宛
の
重
陽
の
御
内
書
は
そ
れ
ぞ
れ
八
通
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
八
通
が
す
べ
て
こ
の
時
期
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
済
美
録
」

を
も
と
と
し
た
表
2
の
信
頼
性
は
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
「
島
津
家
文
書
」
に
は
次
の
よ
う
な
御
内
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
以
下
、
家
光
御
内
書
を
引
用
す
る
場
合
に
は
rー寸

内

に
引
用
し
た
御
内
書
の
通
番
号
を
記
し
、
そ
の
後
に
(

)
内
に
後
掲
表

7
1表
比
の
家
光
将
軍
襲
職
後
の
御
内
書
一
覧
の
番
号
を
付
し
た
。

[
御
内
書
I
]
(
島
津
ロ
)

(
志
藤
)

為
重
陽
之
嘉
祝
、
小
袖
五
被
相
送
之
、
欣
悦
之
至
候
、
猶
酒
井
讃
岐
守
可
申
候
、
護
言
、

九
丹
八
吾
家
光
(
花
押
A
)



(
島
津
家
久
)

護
摩

中
納
言
み

(
忠
勝
)

こ
の
御
内
書
の
奉
者
は
「
酒
井
讃
岐
守
」
で
あ
り
、
宛
名
で
あ
る
「
薩
摩
中
納
言
」
は
島
津
家
久
を
お
い
て
他
に
は
な
い
。
家
久
が
寛
永
十

五
年
二
月
二
十
三
日
に
死
去
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
寛
永
二
十
一
年
九
月
以
降
奉
者
と
な
る
忠
勝
が
家
久
宛
の
御
内
書
の
奉
者
で
あ
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
c

そ
こ
で
、
家
久
宛
の
こ
の
御
内
書
に
据
え
ら
れ
た
家
光
の
花
押
に
注
目
す
る
と
、
そ
れ
は
、
忠
勝
が
奉
者
と
な
っ
て
以
降
の

花
押

(
B
型
花
押
)
と
は
大
き
く
異
な
り
、
寛
永
三
年
以
降
遅
く
と
も
寛
永
十
五
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
先
述
し
た
よ
う
に
寛
永
十
一
年

以
蜂
寛
永
二
十
一
年
ま
で
の
重
陽
の
御
内
書
の
奉
者
は
す
べ
て
土
井
利
勝
で
あ
る
こ
と
が
確
定
し
て
い
る
の
で
、
島
津
家
久
宛
の
御
内
書
の
年
代

は
寛
永
十
年
以
前
の
も
の
と
な
る
c

こ
う
し
た
事
実
を
整
合
的
に
説
明
す
る
た
め
に
は
、
寛
永
十
年
以
前
の
い
ず
れ
か
の
年
に
な
ん
ら
か
の
事
靖

で
忠
勝
が
忠
世
に
替
っ
て
奉
者
を
勤
め
た
と
み
る
こ
と
が
最
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
寛
、
水
三
年
か
ら
十
年
ま
で
の
関
の
家
光
と
志
世
の
居

所
を
-
調
べ
て
み
る
と
、
九
月
初
旬
に
家
光
と
忠
世
の
居
所
が
大
き
く
異
な
る
年
が
一
年
だ
け
み
つ
か
る
。
『
本
光
国
師
日
記
』
寛
永
七
年
九
月
四

あ
酒
井
忠
世
)
(
土
井
科
勝
)

日
条
に
で
っ
た
殿
・
お
温
い
殿
迎
一
一
、
日
間
迄
出
ル
、
京
衆
・
腕
組
庵
各
同
道
、
行
器
樽
以
下
持
ス
ル
」
と
あ
り
、
寛
永
七
年
九
月
西
日
に
は
、

忠
世
は
土
井
利
勝
と
と
も
に
山
科
日
間
で
京
都
に
い
た
崇
伝
の
出
迎
え
を
受
け
て
い
る
c

こ
の
時
の
上
洛
は
、
後
水
尾
天
皇
譲
位
後
の
仕
置
の
た

め
の
も
の
で
あ
り
、
こ
と
の
終
っ
た
十
月
二
十
九

E
に
京
都
を
離
れ
て
い
る
。
こ
の
問
、
家
光
は
江
戸
を
動
い
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

年
忠
世
は
在
京
の
た
め
重
陽
の
御
内
書
の
奉
者
を
勤
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
の
時
点
で
家
光
付
年
寄
で
志
世
に
次
ぐ
地
位
に
あ
っ
た
忠
勝
が
奉

者
と
な
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

島
津
家
久
宛
と
同
様
の
事
例
が
、
「
松
平
少
将
(
毛
利
秀
就
こ
宛
の
重
湯
の
御
内
書
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。

(
御
内
書
2
〕
(
毛
利
弘
)

(
忠
勝
)

為
重
陽
之
住
節
、
小
袖
五
到
来
、
歓
入
候
、
猶
酒
井
讃
岐
守
可
申
候
・
也
、

九



家光錦内書の奉者変遷

年慶 端午 重陽 歳暮

冗和 9 忠世 忠世
元和10 忠世 忠世 忠世
寛永 2 忠世 忠世 忠世
寛永 3 忠世 (忠世) (忠世)
寛永 4 忠世 (忠世) (忠世)
寛永 5 忠世 (忠世) (忠世)
寛永 6 忠世 (忠世) (忠世)
寛永 7 忠世 忠勝 (忠世)
寛永 8 忠世 (忠世) (忠世)
寛永 9 忠世 (忠世) (忠世)
寛永10 忠世 (忠世) (忠世)
寛永11 忠世 利勝 (利勝)
寛永12 手Ij勝 利勝 (利勝)
寛永13 利勝 利勝 (利勝)
寛永14 初勝 利勝 (利勝)
寛永15 利勝 利勝 (利勝)

寛永16 利勝 利勝 (利勝)
寛永17 季!J勝 利勝 (利勝)
寛永18 利勝 利勝 (利勝)
寛永19 利勝 利勝 (利勝)
寛永20 季IJ勝 利勝 (利勝)
正保 1 利勝 忠勝 忠勝
正保 2 忠勝 忠勝 忠勝
正保 3 忠勝 忠勝 忠勝
正保4 忠勝 忠勝 忠勝
慶安 1 忠勝 忠勝 忠勝
襲安 2 忠勝 忠勝 忠勝
襲安 3 忠勝 忠勝 忠勝
慶安 4

一
O

九
月

長孟入
門寺Ij日
少主家
将き光
& ~ 花

押
A 

毛
利
秀
就
は
寛
、
水
三
年
八
月
十
九
日
少
将
に
任
官
す
る
の

で
、
こ
の
御
内
書
は
そ
れ
以
蜂
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
後

述
す
る
が
少
将
へ
の
書
札
札
が
寛
永
九
年
一
月
二
十
四
日
以

蜂
、
花
押
か
ら
黒
印
へ
と
薄
礼
化
す
る
。
こ
の
二
点
か
ら
こ

の
御
内
書
は
寛
永
三
年
以
降
寛
永
八
年
以
前
の
も
の
で
あ
り
、

本
来
で
あ
れ
ば
忠
世
が
奉
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
島
津
家
久
宛
の
御
内
書
と
同
様
に
、
忠
世
が
不
在
で
あ
っ
た
た
め
忠
勝
が
奉
者
を
一
時

表 5的
に
勤
め
た
寛
永
七
年
の
も
の
と
み
な
し
え
る
。

こ
の
よ
う
に
寛
永
七
年
の
重
陽
の
御
内
書
の
奉
者
が
忠
勝
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
先
に
指
摘
し
た
「
紀
伊
大
納
言
」
宛
、
「
河
波
侍

従
」
宛
、
「
土
佐
侍
従
」
宛
の
御
内
書
の
数
が
一
通
多
す
ぎ
る
と
い
う
問
題
点
も
、
徳
川
頼
官
一
の
大
納
言
任
官
、
蜂
須
駕
忠
英
・
山
内
忠
義
の
侍

従
在
官
が
と
も
に
寛
永
三
年
八
月
十
九
日
で
あ
り
八
通
の
う
ち
一
通
を
寛
、
水
七
年
の
も
の
と
す
る
に
支
障
の
な
い
こ
と
か
ら
、
解
泊
す
る
。
さ
ら

に
、
入
通
の
う
ち
い
ず
れ
の
御
内
書
が
寛
永
七
年
の
も
の
か
は
後
述
す
る
侍
従
へ
の
書
札
礼
の
変
化
か
ら
特
定
し
う
る
が
こ
こ
で
は
内
一
通
が
寛

永
七
年
の
も
の
で
あ
る
こ
と
の
み
指
摘
す
る
に
止
め
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
他
の
七
通
の
重
陽
の
御
内
書
は
寛
永
二
十
一
年
以
蜂
の
も
の
で
あ
り
、

忠
勝
が
少
な
く
と
も
寛
、
水
二
十
一
年
以
降
慶
安
三
年
ま
で
の
七
年
間
の
重
陽
の
御
内
書
の
奉
者
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
と
な
る
。
以
上
の
検
討
結

果
を
表
化
し
た
の
が
表
5
で
あ
る
。
な
お
(

)
内
の
奉
者
名
は
推
定
で
あ
る
。

以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
、
奉
者
の
忠
世
か
ら
利
勝
へ
の
交
替
が
寛
永
十
一
年
間
七
月
二
十
三
日
の
忠
世
の
失
脚
、
利
勝
か
ら
忠
勝
へ
の
交
替
が

寛
永
二
十
一
年
七
月
十
日
の
利
勝
の
死
を
契
機
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
の
結
論
と
し
、
御
内
書
の
年
代
確
定
・
推
定
の
一
つ
の



前
提
と
す
る
。

寛
永
九
年
の
書
札
礼
の
薄
礼
化

家
光
の
書
札
礼
の
全
貌
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
で
分
析
す
る
が
、
こ
こ
で
は
、
年
代
確
定
・
推
定
の
作
業
の
た
め
に
、
寛
永
九
年
に
み
ら
れ
る

書
札
礼
の
薄
礼
化
の
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
。

ま
ず
奉
者
が
忠
世
で
「
少
将
」
宛
の
書
札
礼
を
検
討
す
る
。
表
6
辻
、
各
少
将
ご
と
に
家
光
御
内
書
の
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

得
内
主
日
は
、
奉
者
が
忠
世
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
べ
て
元
和
九
年
四
月
二
十
二
日
以
蜂
寛
永
十
一
年
間
七
月
二
十
七
日
以
前
の
も
の
で
あ
る
c

と
す

れ
ば
「
米
沢
少
将
」
は
寛
永
三
年
八
月
十
九
日
に
少
将
に
任
じ
ら
れ
た
上
杉
定
勝
、
「
豊
前
少
将
」
は
同
年
月
日
に
少
将
に
任
じ
ら
れ
た
組
問
忠
利
、

「
長
門
少
将
」
は
同
年
月
日
に
少
将
に
在
じ
ら
れ
た
毛
利
秀
就
で
あ
る
。
「
肥
後
少
将
」
は
寛
永
九
年
十
月
四
日
に
肥
後
熊
本
を
拝
領
し
た
細
川
忠

利
の
こ
と
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
少
将
任
官
が
寛
永
ゴ
一
年
八
月
十
九
日
で
あ
っ
た
こ
と
よ
り
、
こ
れ
ら
の
錦
内
書
は
そ
れ
以
詳
の
も
の
と
な
る
。
さ

ら
に
、
細
川
忠
利
が
「
豊
前
少
将
」
か
ら
「
肥
後
少
将
」
に
呼
称
を
変
え
る
の
は
、
肥
後
熊
本
拝
領
日
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
「
把
後
少
将
」
宛

表6 奉者が忠世でf少将j宛家元御内書

宛 名 i員数i花押黒印

米沢少将(上杉定勝)1 6 1 5 1 1 
豊前少詩(細川忠利)I 14 I 12! 2 
把後少将(細川忠孝Ij)j2 j 0 I 2 
長門少詩(毛利秀就)118 1 10 1 8 

の
二
通
は
い
ず
れ
も
寛
永
九
年
十
月
四
日
以
降
の
も
の
と
な
る
c

と
こ
ろ
で
、
こ
の
表
に
示
し
た
よ
う
に
同
一
官
職
・
再
一
人
物
で
あ
っ
て
も
花
押
が
据
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
黒
印
が
捺

さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
書
札
礼
で
は
一
般
に
花
押
使
用
の
方
が
黒
印
使
用
の
も
の
よ
り
厚
礼
で
あ
る
。
発
給
者
と
受
給

者
の
い
ず
れ
か
の
地
位
の
変
動
に
よ
れ
リ
書
札
札
は
変
化
す
る
。
と
す
れ
ば
、
書
札
札
に
お
け
る
札
の
厚
薄
を
一
不
す
花
押
使
用

と
黒
印
使
用
の
御
内
書
の
存
在
は
、
将
軍
家
光
あ
る
い
は
各
「
少
将
」
の
い
ず
れ
か
に
地
位
の
変
動
が
生
じ
た
こ
と
を
一
不
し

て
い
る
。

そ
こ
で
、
寛
永
一
二
年
か
ら
寛
永
十
一
年
の
間
に
お
け
る
両
者
の
地
位
を
変
化
を
み
て
み
る
と
、
家
光
は
一
貫
し
て
将
軍
の



地
位
に
あ
り
、
官
位
も
従
一
位
左
大
臣
と
変
化
は
な
い
。
ま
た
、
上
杉
定
勝
・
細
川
忠
利
・
毛
利
秀
就
の
三
人
の
「
少
将
」
と
も
、
細
川
忠
利
が

豊
前
小
倉
三

O
万
五
か
ら
肥
後
熊
本
五
四
万
石
へ
と
領
知
を
増
し
た
ほ
か
は
、
位
階
・
官
職
と
も
変
化
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
往
階
・
官
職
の
面

で
の
変
化
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
は
書
札
礼
の
変
化
の
理
由
を
明
ら
か
に
は
し
え
な
い
。

次
に
、
寛
永
九
年
十
月
以
降
の
も
の
で
あ
る
「
肥
後
少
将
」
宛
の
も
の
に
注
目
す
る
と
、
二
通
す
べ
て
が
黒
印
で
あ
り
、
花
押
の
も
の
は
一
通

も
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
花
押
使
用
か
ら
黒
印
使
用
へ
と
変
化
し
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
、
書
札
礼
が
厚
礼
化
の
方
向
で
は
な
く
薄
礼
化
の
方
向
で

変
化
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
黒
印
の
捺
さ
れ
た
毛
利
秀
就
宛
の
御
内
書
に
は
端
午
の
も
の
が
三
通
、
重
陽
の
も
の
が
二
通
、
歳
暮
の
も
の
が
二
通
あ
る
が
、
こ
う
し

た
残
存

a

状
況
は
、
忠
世
の
奉
者
た
り
う
る
下
限
が
寛
永
十
一
年
間
七
月
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
少
な
く
と
も
寛
永
九
年
五
月
ま
で
に
は
花

押
か
ら
黒
印
に
変
化
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
推
定
が
蓋
然
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
と
そ
の
変
化
の
時
期
を
探
る
た
め
に
、
年
代
の
確
定
し
う
る
御
内
書
を
素
材
と
し
て

検
討
す
る
。

[
御
内
書
3
〕
(
細
川
家
文
書
)

(
忠
世
)

就
帰
国
、
使
者
、
殊
白
熊
三
十
頭
弁
巻
物
二
十
到
来
欣
覚
候
、
猶
酒
井
雅
楽
頭
可
述
候
也
、

五
丹
十
四
百
(
黒
印
)

O印
文
「
家
光
」

(
縮
問
忠
利
)

豊
前
少
将
ゑ

こ
の
御
内
書
は
、
忠
世
が
奉
者
で
あ
る
こ
と
、
細
川
忠
利
の
寛
永
三
年
八
月
十
九
日
の
少
将
任
官
、
寛
永
九
年
十
月
四
日
の
豊
前
小
倉
か
ら
肥

後
熊
本
へ
の
転
封
、
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
寛
永
三
年
八
月
十
九
E
以
降
寛
永
九
年
十
丹
四
E
以
前
の
も
の
と
な
る
。
つ
い
で
本
文
の
「
就
帰
国
」

と
あ
る
の
に
注
目
す
る
と
、
忠
利
の
帰
国
は
こ
の
間
に
三
度
あ
り
、
寛
永
四
年
は
十
二
月
八
日
、
寛
永
六
年
は
十
二
月
五
日
、
寛
永
九
年
は
三
月



四
日
に
小
倉
着
で
あ
り
、
こ
の
御
内
書
の
日
付
五
月
十
四
日
か
ら
す
れ
ば
、
寛
永
九
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
、
毛
利
秀
就
宛
の
御
内
書
の
残
存

状
況
か
ら
花
押
か
ら
黒
印
へ
の
変
化
法
遅
く
と
も
寛
永
九
年
五
月
以
前
と
し
た
点
と
も
矛
盾
し
な
い
。

つ
ぎ
に
、
上
援
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。
次
に
あ
げ
る
御
内
書
も
紹
肝
忠
利
宛
の
も
の
で
あ
る
。

[
御
内
書
土
(
細
川
8
)

(
忠
一
世
)

今
度
就
縁
辺
之
儀
、
護
者
、
殊
袷
十
到
来
、
歓
入
候
、
委
由
酒
井
雅
楽
頭
可
申
候
也
、

ノ、

月
豊品廿
前JII五
少早日
将 型 (
み花

押

こ
の
御
内
書
は
、
忠
世
が
奉
者
で
あ
る
こ
と
、
細
川
忠
利
の
寛
永
三
年
八
月
十
九
日
の
少
将
任
官
、
寛
永
九
年
十
月
四
日
の
豊
前
小
倉
か
ら
把

こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
寛
永
三
年
八
月
以
降
寛
永
九
年
以
前
の
も
の
と
な
る
。
つ
い
で
本
文
の
「
就
縁
辺
之
儀
」
と
、
寛
永
七

(
縄
問
先
尚
)
(
土
井
科
勝
)
(
酒
井
忠
勝
)
(
伊
丹
康
勝
)
(
内
藤
正
重
)

年
四
月
十
西
日
付
細
川
忠
興
宛
絹
川
忠
利
披
露
状
に
「
六
縁
辺
之
儀
、
大
炊
殿
・
讃
岐
殿
・
播
磨
殿
・
外
記
殿
へ
御
数
寄
な
さ
れ
候
処
、

(
秀
忠
・
家
元
)

両
上
様
御
感
被
或
相
済
候
由
、
叔
々
呑
議
も
満
足
も
無
申
計
候
」
と
あ
る
の
が
符
合
す
る
こ
と
か
ら
、

後
援
本
へ
の
転
封
、

こ
の
御
内
書
は
寛
永
七
年
の
も
の
と

推
定
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
寛
永
七
年
六
月
二
十
五
日
の
時
点
で
は
花
押
か
ら
黒
印
へ
の
変
化
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

書
札
札
の
薄
札
化
は
、
「
中
納
言
」
宛
の
も
の
で
も
み
ら
れ
る
。
名
乗
・
花
押
・
殿
書
に
お
い
て
は
変
化
が
み
ら
れ
な
い
が
、
物
を
送
ら
れ
た

こ
と
の
表
現
が
「
被
棺
贈
」
「
被
梧
送
」
か
ら
「
到
来
」

へ
と
変
化
す
る
。
島
津
家
久
宛
の
御
内
書
で
そ
の
点
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

(
御
内
書
5
〕
(
島
津
認
)

(

秀

忠

)

(

忠

世

)

今
度
相
国
様
就
御
不
例
之
議
、
袋
者
、
殊
品
々
如
自
録
被
梧
嬉
之
、
寒
個
意
之
段
歓
然
之
至
候
、
猶
酒
井
雅
楽
頭
可
申
候
、
謹
言
、

十
月
十
四
日
家
光
(
花
押
)



四

(
島
津
家
久
)

薩
摩中

納
言
ゐ

〔
御
内
書
G
]
(
島
津
お
)

所
労
然
与
無
之
由
加
熱
心
元
候
、
長
々
之
煩
候
之
問
、
能
々
保
養
肝
要
候
、
将
又
為
見
廻
差
越
使
者
、
井
伽
羅
十
斤
到
来
、
念
之
入
候
段
、
欣

(
利
勝
)

悦
候
、
猶
土
井
大
炊
頭
可
述
候
也
、
謹
ニ
一
一
口
、

九
月
七
日
家
光
(
花
押
)

(
島
津
家
久
)

護
摩中

納
言
ゐ

前
者
の
御
内
書
は
、
忠
世
が
奉
者
で
あ
る
こ
と
、
島
津
家
久
の
寛
永
三
年
八
丹
十
九
日
の
中
納
言
任
官
か
ら
寛
永
三
年
以
蜂
寛
永
十
年
以
前
の

も
の
と
な
り
、
か
っ
こ
の
間
の
秀
忠
の
「
不
倒
」
か
ら
寛
永
八
年
の
も
の
と
確
定
す
る
。
後
者
の
御
内
書
は
、
本
文
に
「
為
見
廼
差
越
使
者
、
井

(
島
津
家
久
)

調
羅
十
斤
到
来
」
と
あ
る
こ
と
、
「
江
戸
幕
府
日
記
」
寛
永
十
四
年
九
月
十
日
条
の
「
就
御
不
例
松
平
大
隅
守
ヨ
リ
島
津
図
書
差
越
井
伽
羅
十
斤

進
上
之
、
荻
之
被
或

斜
内
書
棚
一
鶴
一
肱
一
円
」
と
あ
る
記
事
と
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
寛
永
十
四
年
の
も
の
で
あ
る
。
前
者
で
は
「
被
栢
贈
」

と
相
手
へ
の
尊
敬
表
現
を
含
む
が
、
後
者
で
は
単
に
「
到
来
」
と
薄
礼
化
し
た
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

以
上
、
「
少
将
」
宛
と
「
中
納
言
」
宛
の
書
札
礼
に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、
「
少
将
」
宛
の
御
内
書
に
み
ら
れ
た
花
押
か
ら
黒
印
へ
の
書
札
礼
の

薄
礼
化
は
寛
永
七
年
六
月
以
鋒
寛
永
九
年
五
月
十
四
日
以
前
の
期
間
に
起
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
「
中
納
言
」
宛
の
「
被
担
贈
」
か
ら
「
弼
来
」

J¥ 

の
薄
礼
化
も
同
時
に
起
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
時
期
は
寛
永
八
年
十
月
十
四
日
以
降
の
こ
と
と
な
り
、
両
者
を
併
せ
考
え
れ
ば
、
書
札
礼
の
薄
礼

化
は
寛
永
八
年
十
月
十
四
日
以
蜂
、
寛
永
九
年
五
月
十
四
百
以
前
に
生
じ
た
こ
と
と
な
る
。
こ
の
間
に
少
将
で
あ
っ
た
上
杉
定
勝
・
絹
川
忠
利
・

毛
利
秀
就
の
地
位
、
中
納
言
で
あ
っ
た
島
津
家
久
の
地
位
は
下
降
し
て
は
い
な
い
の
で
、
こ
の
書
札
札
の
変
化
は
家
光
の
地
位
の
上
昇
に
よ
る
も



の
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
家
光
の
官
位
に
お
け
る
地
位
上
昇
は
こ
の
間
み
ら
れ
な
い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
こ
の
壁
か
の
間
に
お
け
る
家

光
の
地
位
の
変
化
は
、
寛
永
九
年
一
月
二
十
四
日
の
大
御
所
秀
忠
の
死
を
お
い
て
外
に
は
な
く
、
書
札
札
の
薄
札
化
の
契
機
は
秀
忠
の
死
と
そ
れ

ま
で
秀
忠
の
手
に
あ
っ
た
実
権
の
家
光
に
よ
る
掌
握
に
あ
っ
た
と
見
倣
し
て
よ
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
寛
永
九
年
一
月
二
十
四
日
の
秀
忠

の
死
を
機
に
書
札
礼
が
薄
礼
化
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。

西

A
型
B
型
花
押
の
成
立

年
記
の
あ
る
文
書
に
み
ら
れ
る
花
押
の
変
遷
、
奉
者
の
変
遷
、
寛
永
九
年
に
お
け
る
書
札
札
の
薄
札
化
を
念
頭
、
に
お
い
て
、
前
熟
年
号
の
花
押
が

据
え
ら
れ
た
御
内
書
を
お
お
よ
そ
年
代
願
に
な
ら
べ
る
と
、
端
午
・
重
陽
・
歳
暮
な
ど
恒
例
の
祝
儀
に
関
す
る
御
内
書
に
据
え
ら
れ
た
花
押
は
先

に
あ
げ
た
年
紀
の
あ
る
文
書
に
据
え
ら
れ
た
花
押
の
変
遷
と
対
応
す
る
の
に
対
し
、
恒
例
で
は
な
い
音
信
の
礼
状
、
靖
国
の
挨
拶
へ
の
返
書
、
薦

野
・
日
光
社
参
な
ど
の
見
舞
へ
の
返
書
な
ど
、
個
別
に
生
じ
た
用
件
へ
の
返
書
に
据
え
ら
れ
た
花
押
は
年
紀
の
あ
る
文
書
や
恒
例
の
御
内
書
に
据

え
ら
れ
た
花
押
と
基
本
的
な
構
成
に
は
違
い
な
い
が
、
概
し
て
大
き
き
ゃ
形
に
お
い
て
微
妙
な
差
を
み
せ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ

と
と
し
、
こ
こ
で
は
恒
例
の
御
内
書
に
主
と
し
て
据
え
ら
れ
た
A
-
K
型
の
花
押
の
成
立
時
期
と

A
-
K
型
か
ら

B
型
へ
の
変
化
の
時
期
を
明

ら
か
に
す
る
。

ま
ず
最
初
に
、
時
期
的
に
は
逆
と
な
る
が
A
-
K
型
か
ら

B
型
へ
と
変
化
す
る
時
期
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
c

家
光
が
将
軍
で
あ
っ
た

時
期
の
松
平
忠
呂
宛
の
御
内
書
は
一
四
通
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
年
代
を
特
定
で
き
る
も
の
が
二
通
あ
る
。
そ
の
一
通
は
、
十
二
月
二

十
八
日
付
の
議
暮
の
御
内
書
で
あ
る
。

[
御
内
書
7
]
(
松
平
7
)

(
利
勝
)

為
歳
暮
之
祝
儀
、
小
袖
五
到
来
、
悦
覚
候
、
猶
土
井
大
炊
頭
可
述
候
也
、
謹
ニ
一
一
口
、

一
五



一
六

十
二
月
廿
八
日
家
光
(
花
押
A
)

(
松
平
忠
昌
)

越
前宰

相
ゑ

「
越
前
宰
相
」
は
、
寛
永
三
年
八
月
十
九
日
に
正
西
位
下
参
議
に
叙
在
し
た
松
平
忠
昌
の
こ
と
で
あ
り
、
奉
者
が
利
勝
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
寛
永
十

一
年
以
誇
寛
、
水
二
十
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
が
、
書
札
札
や
官
位
等
か
ら
こ
れ
以
上
年
代
幅
を
縮
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
幸
い
な
こ
と
に
、

こ
の
御
内
書
の
包
紙
に
は
「
寅

御
歳
暮
ノ
御
奉
書

卯
二
月
期
日
高
屋
善
右
衛
門

2
請
取
」
と
あ
り
、
寛
永
十
一
年
か
ら
寛
永
二
十
年
の
間
で

「
寅
」
年
は
寛
永
十
五
年
を
お
い
て
弛
に
な
く
、
こ
の
御
内
書
は
寛
永
十
五
年
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
定
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
御
内
書
に
据
え
ら

れ
た
花
押
は
A
型
の
花
押
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
寛
永
十
五
年
十
二
月
の
歳
暮
の
御
内
書
ま
で
は
こ
の
A
型
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
確
定
す
る
。

一方、

B
型
花
押
の
初
見
は
表
1
に
あ
げ
た
よ
う
に
玄
英
和
尚
を
南
禅
寺
住
持
殺
に
補
し
た
寛
永
十
六
年
四
月
二
十
九
日
付
の
公
帖
で
あ
り
、

こ
の
二
点
か
ら
B
型
花
押
は
、
寛
永
十
五
年
十
二
月
二
十
八
日
以
蜂
寛
永
十
六
年
四
月
二
十
九
日
以
前
に
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
。

次
の
史
料
は
、
こ
の
期
間
を
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
縮
め
て
く
れ
る
。
「
近
衛
家
文
書
」
に
は
、

B
型
花
押
が
据
え
ら
れ
た
四
月
二
十
日
付
の
沢

庵
宛
の
次
の
よ
う
な
梅
内
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。

[
御
内
書
8
〕
(
近
禽
1
)

今
度
蟹
玉
柏
之
名
石
井
御
香
合
等
拝
受
、
殊
更
寝
輪
之
尊
詠
被
栢
添
被
下
之
議
、
寒
以
不
浅

叡
憲
之
段
、
悉
次
第
難
串
尽
令
存
候
、
以
使

者
御
礼
可
申
上
之
処
、
御
内
証
之
旨
承
候
之
捺
、
還
再
如
何
与
存
、
不
克
其
義
問
、
此
由
連
々
以
達

叡
需
侯
様
可
被
相
斗
侯
也
、
謹
ニ
一
一
口
、

四
丹
廿
日
家
光
(
花
押
E
)

沢
庵
和
尚

こ
の
御
内
書
に
使
用
さ
れ
て
い
る
花
押
は

B
型
の
花
押
で
あ
り
、
寛
、
水
十
五
年
十
二
月
以
降
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
前
後
の
沢
庵
の
居
所
を
み



る
と
、
寛
永
十
三
年
十
一
月
に
江
戸
を
発
ち
、
翌
十
四
年
間
三
月
江
戸
に
下
り
、
十
五
年
七
月
上
洛
、
翌
十
六
年
四
月
に
江
戸
に
一
戻
り
、
数
年
を

江
戸
に
過
ご
し
、
寛
永
一
一
十
一
年
六
月
上
洛
、
九
月
に
江
戸
に
戻
り
、
翌
正
保
二
年
十
二
月
十
一
日
に
死
去
し
た
。
こ
う
し
た
沢
賓
の
動
向
か

ら
す
れ
ば
、
こ
の
御
内
書
は
寛
永
十
三
年
か
十
六
年
の
ど
ち
ら
か
の
年
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
他
方
、
「
後
水
尾
院
御
集
」
に
「
寛
永
十
六
年
三

月

か
し
は
の
葉
乃
か
た
し
た
る
石
を
将
軍
家
光
公
に
つ
か
は
さ
る
と
て

色
に
こ
そ
あ
ら
ハ
れ
す
と
も
玉
か
し
ハ
か
ふ
る
に
あ
か
ぬ
こ
=
ろ
と

ハ
見
よ
」
と
寛
永
十
六
年
三
月
に
後
水
尾
上
皇
が
家
光
に
名
石
を
贈
っ
た
と
の
記
事
が
あ
り
、
本
文
に
「
今
度
蟹
玉
柏
之
名
石
井
御
香
合
等
拝
受

(
中
略
)
叡
慮
之
段
呑
次
第
」
と
あ
る
こ
と
と
符
号
し
、
本
御
内
書
が
寛
永
十
六
年
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
。
と
す
れ
ば
、

B
型
花
押

は
遅
く
と
も
寛
永
十
六
年
四
月
二
十
日
以
前
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、

B
型
花
押
使
用
開
始
時
点
を
特
定
で
き
な
い
も
の
の
、
こ
の
花
押
は
寛
永
十
五
年
十
二
月
一
一
十
八
百
以
蜂
寛
永
十
六
年
四
月
二
十

日
以
前
に
成
立
し
た
こ
と
が
明
か
と
な
る
。

つ
ぎ
に
A
型
の
花
押
の
成
立
時
期
を
検
討
し
よ
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
島
津
家
文
書
、
毛
利
家
文
書
中
の
忠
勝
が
奉
者
で
あ
る
重
揚
の
御
内
書

は
寛
、
水
七
年
の
も
の
で
み
る
。
こ
れ
ら
に
据
え
ら
れ
た
花
押
は
、
と
も
に
A
型
の
花
押
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
少
な
く
と
も
寛
永
七
年
九
月
八

日
以
前
に
こ
の
花
押
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
な
お
、
島
津
家
文
書
の
家
光
御
内
書
に
据
え
ら
れ
た
花
押
を
観
察
す
る
と
、

A 

型

-
K
型
の
花
押
と
も
に
花
押
の
外
郭
が
型
取
り
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

い
ま
そ
の
型
取
り
が
ど
の
よ
う
な
手
法
で
な
さ
れ

た
か
を
明
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
型
を
用
い
た
花
押
の
使
用
例
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
。
な
お
、
後
年
の
椀
か
ら
す
れ
ば
、
柘
植
を
素
材
と
し
た

縁
取
り
の
印
判
が
使
用
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
十
分
可
能
で
あ
る
。

次
に
、
毛
利
家
文
書
に
は
花
押
を
据
え
た
「
長
門
少
将
」
宛
の
重
陽
の
御
内
書
が
四
通
あ
り
、
先
の
志
勝
が
奉
者
で
あ
る
も
の
以
外
は
い
ず
れ

も
忠
世
が
奉
者
で
あ
る
。
ま
た
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
少
将
宛
の
御
内
書
は
寛
永
九
年
以
降
薄
札
化
し
黒
印
状
と
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

ら
の
御
内
書
は
、
寛
永
八
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
通
の
う
ち
A
型
の
花
押
が
据
え
ら
れ
て
い
る
錦
内
書
は
二
通
あ
り
、
寛
永
七
年
に

七



J¥ 

は
忠
勝
を
奉
者
と
し
て
重
陽
の
御
内
書
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
か
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
寛
永
六
年
九
月
に
は
こ
の
花
押

が
成
立
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
こ
と
を
前
提
に
恒
例
の
御
内
書
で
は
な
い
が
、
年
代
を
特
定
で
き
る
御
内
書
の
な
か
で
こ
の

A
型
花
押
を
使
用
し
て
い
る
併
を
拾
っ
て
み

る
と
、
次
に
あ
、
げ
る
絹
川
忠
利
宛
の
四
月
十
八
日
付
の
御
内
書
に
行
き
当
た
る
。

(
御
内
書
9
]
(
細
川
7
)

(
忠
世
)

就

5
光
社
参
、
使
者
、
殊
袷
五
到
来
、
悦
入
候
、
猶
酒
井
雅
楽
頭
可
申
候
・
也
、

四
月

豊語十
議出入
少詰日
将~
乏に 花

押
A 

こ
の
御
内
書
は
、
寛
永
三
年
八
月
十
九

E
の
忠
利
の
少
将
任
官
、
少
将
の
書
札
札
の
寛
永
九
年
一
月
二
十
四
日
以
降
の
花
押
か
ら
黒
印
へ
の
薄

札
化
と
か
ら
、
寛
永
西
年
以
降
八
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
本
文
に
「
就
日
光
社
参
、
使
者
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、
家
光
の
こ

の
間
の
日
光
社
参
は
寛
永
五
年
と
六
年
の
二
度
あ
り
、
寛
永
五
年
は
四
月
二
十
二
日
江
戸
発
、
五
月
一

E
還
錦
-
六
年
は
四
月
十
三
日
江
戸
発
、

四
月
二
十
一
日
還
御
で
あ
り
、
ど
ち
ら
と
も
決
し
が
た
い
。
し
か
し
「
使
者
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
忠
利
は
在
国
と
推
定
さ
れ
、
寛
永
五
年
は
在

国
、
六
年
は
在
府
で
あ
る
こ
と
か
ち
、
本
錦
内
書
は
寛
永
五
年
の
も
と
推
定
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
島
津
家
文
書
中
の
「
薩
摩
中
納
言
」
宛
の
四
通
の
端
午
の
保
内
書
は
、
島
津
家
久
の
寛
永
三
年
八
月
十
九
日
の
中
納
言
任
官
、
寛

永
九
年
の
書
札
札
の
薄
札
化
と
か
ら
、

い
ず
れ
も
寛
永
四
年
以
降
寛
永
八
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
図
通
の
う
ち
島
津
ロ
・
日
・

U
に
は
い

ず
れ
も
A
型
あ
る
い
は

K
型
の
花
押
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
島
津
立
は
大
き
さ
は
そ
れ
ほ
ど
か
わ
ら
な
い
が
、
上
線
の
起
筆
が
縦
に
入
る
花

押
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
と
紹
川
家
文
書
で
確
定
し
た
よ
う
に

A
型
花
押
の
成
立
が
寛
永
五
年
四
月
十
八
日
以
前
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら

に
恒
例
の
御
内
書
に
は

A
型
花
押
成
立
以
降
は
こ
の
花
押
が
使
用
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
島
津
日
は
寛
、
水
四
年
の
も
の
と
な
り
、

A
型
花
押
は



寛
永
四
年
五
口
月
三
日
以
降
寛
永
五
年
四
月
十
八
日
以
前
に
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
島
津
日
が
寛
永
四
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
島
津
ロ

-
u
-
Hは
寛
永
五
年
以
降
寛
永
八
年
以
前
の
も
と
な
る
。

つ
ぎ
に
、
細
川
家
文
書
の
三
通
(
細
川
1
・
細
川
2
・
細
川
3
)

の
年
頭
の
御
内
書
を
検
討
す
る
。
忠
利
の
寛
永
一
二
年
八
月
十
九
日
の
少
将
任

官
と
、
寛
永
九
年
一
月
二
十
四
日
以
降
の
少
将
宛
御
内
書
に
お
け
る
書
札
札
の
薄
札
化
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
銅
内
書
は
、
寛
、
水
四
年
以
降
寛
永
九

年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
細
川
1
と
細
川
2
は
A
型
花
押
を
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
と
、

A
型
花
押
成
立
以
韓
は
年
頭
の
御
内
書
に
お
い

て
も
A
型

(
K
型
)
花
押
が
使
用
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
二
通
の
御
内
書
は
寛
永
五
年
四
月
以
前
の
も
の
、
す
な
わ
ち
ど
ち
ら
か
が
寛
、
水
田

年
の
も
の
抱
が
寛
永
五
年
の
も
の
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、

A
型
花
押
が
寛
永
五
年
一
月
七
日
以
蜂
に
成
立
し
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、

A
型
花

押
の
成
立
は
寛
永
五
年
一
月
七
日
以
降
寛
永
五
年
四
月
十
八
日
以
前
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
島
津
家
文
書
の
端
午
の
御
内
書
、
細
川
家
文
書
の
年
頭
の
御
内
書
に
よ
る
年
代
推
定
に
は
、

A
型
-
U
A

型
花
押
の
成
立
以
時
、
年

頭
、
・
端
午
と
い
っ
た
恒
例
の
御
内
書
に
は
A
型
あ
る
い
は

K
型
が
使
用
さ
れ
た
と
い
う
前
提
が
あ
り
、
こ
の
点
が
崩
れ
れ
ば
こ
の
型
に
よ
る
年

代
推
定
は
こ
の
ま
ま
で
は
成
立
し
難
く
な
る
。

A
型
と

K
型
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
お
こ
う
。
両
者
は
、
高
さ
お
よ
び
縦
稼
左
右
の
彰
ら
み
の
点
で
は
誌
と
ん
ど
差
異
を
認
め
が
た
い
が
、

下
娘
の
長
さ
、
こ
と
に
右
下
部
の
膨
ら
み
と
下
隷
と
が
交
わ
る
点
か
ら
右
端
ま
で
の
長
さ
に
差
異
が
認
め
ら
れ
、

K
型
の
ほ
う
が
五
ミ
リ
前
後

長
い
c

ま
た
、
こ
の

K
型
は
寛
永
八
年
の
公
帖
に
特
設
的
に
み
ら
れ
る
が
、
同
一
の
包
紙
に
収
め
ら
れ
た
寛
永
八
年
六
月
二
日
付
局
廉
吉
盛
宛

の
公
帖
と
河
年
六
月
十
五
日
付
思
案
酉
堂
宛
の
公
帖
は
、
同
じ
時
に
発
給
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
前
者
の
花
押
は
縦
三
・
七
セ
ン
チ
、
横

六
・
七
セ
ン
チ
に
対
し
、
後
者
の
花
押
は
縦
三
・
七
セ
ン
チ
、
横
六
・
ゴ
一
セ
ン
チ
と
花
押
の
下
隷
の
長
さ
に
四
ミ
リ
程
度
の
差
が
み
と
め
ら
れ
る
c

こ
の
よ
う
に
花
押
の
変
化
を
云
々
す
る
に
は
そ
の
差
は
小
さ
く
、
こ
こ
で
は

K
型
の
花
押
が
寛
永
八
年
こ
ろ
に
み
ら
れ
る
こ
と
の
み
を
確
認
す

る
に
止
め
る
。

九



二
O

第
二
節

恒
例
の
御
内
書
を
中
心
と
し
た
年
代
推
定

表

7
1
日
は
、
端
午
・
重
陽
・
歳
暮
な
ど
の
恒
例
の
御
内
書
を
多
く
含
む
文
書
群
を
取
り
あ
げ
、
前
欝
で
の
年
代
確
定
・
推
定
の
諸
前
提
を
念

頭
に
お
き
つ
つ
作
成
し
た
将
軍
時
代
の
家
光
花
押
梅
内
書
の
宛
名
別
一
覧
で
あ
る
。
な
お
、
各
表
の
年
号
の
構
に
は
分
析
の
結
果
推
定
し
た
も
の

を
予
め
記
入
し
た
。

島
津
家
文
書
の
御
内
書

家
光
の
将
軍
襲
職
以
降
の
島
津
家
久
宛
家
光
御
内
書
は
、
三
三
通
残
さ
れ
て
い
る
(
表
7
)
。
こ
の
う
ち
六
通
が
「
薩
摩
宰
桔
」
宛
、
残
る
二

七
通
が
「
薩
摩
中
綿
一
言
」
宛
の
も
の
で
あ
る
。
家
久
の
宰
相
か
ら
中
納
言
へ
の
昇
進
が
寛
永
三
年
八
月
十
九
日
で
あ
る
こ
と
、
酒
井
忠
世
が
奉
者

で
あ
る
こ
と
と
か
ら
、
島
津
ー
か
ら
島
淳
8
ま
で
の
御
内
書
は
、
元
和
九
年
四
月
二
十
二
日
以
降
寛
永
三
年
八
月
十
九
日
以
前
の
も
の
と
な
る
。

[
御
内
書
問
]
(
島
津
1
)

(
息
苦
)

為
改
年
之
嘉
慶
、
被
差
越
使
者
、
殊
太
万
一
腰
馬
代
黄
金
二
十
両
被
相
送
之
、
政
然
之
至
候
、
尚
酒
井
雅
楽
頭
可
申
張
、
謹
一
一
一
一
口
、

正
月
八
日
家
光
(
花
押
)

(
島
津
家
久
)

薩
華宰

相
弘

[
御
内
童
日
日
]
(
島
津
2
)

(
忠
世
)

為
改
年
之
慶
賀
、
太
万
一
腰
高
代
黄
金
二
十
両
被
相
送
之
、
喜
悦
之
至
候
、
委
曲
酒
井
雅
楽
頭
可
申
候
、
謹
一
言
、

正
月
十
二
日
家
光
(
花
押
)



家元花押御内書(島津)

NO 年 子Z玄3 月 臼 書 出 し 尊 末 名豪f) 原'花押 奉者苑 名
島津 l〈寛永2) 11 8i為改年之嘉慶被差越使 被 言董 家光 悪 55x95 雅楽 1<寵車〉宰相主

島津 2(瓦和10) 1112 為改年之慶賀太万一腰 被 言韮 家光 京 42 x 112 雅楽 〈羅摩〉宰相主

島津 3(完永3) 51 4 就司本下着使者殊沈香 被 長重 家光 原 41 X72 雅楽 く謹牽〉宰相主

島津4(寛永2カ) 51 51為重五之札節雄子単物 被 長室 家元 原 52 x96 雅楽 護壁宰相私

島津 5(元和9) 11 281遠路被差越使者殊虎皮 被 三重 家元:写 花押 雅楽 〈護摩〉宰相弘

島津 8(寛永1カ) 12 25 為歳暮之嘉祥小袖十夜 被 謹 家光 j京53x90 雅楽 〈藷壁〉宰相弘

島津 7(完永4カ5) 11 7 為改年之嘉兆太刀一腰 被 言童 家光 房、 34x61 雅楽 〈薩摩〉中納言語通

島津s(寛永5-8) 11 8 為改年之嘉犠太万一腰 被 謹 家光 京 A 雅楽 〈龍摩〉中納言語ミ

島津 9(寛永4カ6) 21 7 其国之硫黄井両種如日 i被 謹 家元i顎 40x65 雅楽 1<薙摩〉中納言~
畠津10(寛永4カ6) 41 5 為音信使者殊赤貝之漬 被 謹 家光 震 37x67 雅楽 〈護軍〉中納昌~
島津11(寛永4) 51 3 為端午之嘉犠維子単物 被 長室 家光 掠 37x62 雅楽 〈薩摩〉中納言語ミ

島津12(寛永5-8) I 51 4 為端午之祝詩桂子単物 被 i董家克 原 A' 雅楽 〈露軍〉中納昌~
島幸13(寛永5・8) 51 4 為端午之嘉儀峰子単物 被 謹 家元 京 A 雅楽 〈護軍〉中納言~
島津14(寛永5-8) 51 4 為端午之嘉兆維子単物 被 三重 家元 原 A 雅楽 〈寵牽〉中納言語ユ

島港15(寛永4カ6) 7118 遠路使者殊虎皮一枚井 被 謹 家光 壕 38x59 雅楽 〈露草〉中納言語ミ

島津16(寛永5カGカ8) 91 7 為重陽之読儀小袖五被 被 三重 家光 原 A' 雅楽 〈羅牽〉中納言&

島津17(寛永7) 91 8為重陽之嘉祝小袖五被 被 三重 家元 原 A 讃岐 l〈薩牽〉中納言語三

島津18(寛永8) 10 14 今度相国様就i諒不例之 被;謹。家光 東 38x61 雅楽 〈薩華〉中納言語ユ

島幸四 (寛永3カ4) 12 28 為歳暮之祝儀小捨十被 被 i童家光 原 39x75 雅楽 〈寵華〉中納言語ミ

島津20(寛永5-8) 12 27 為歳暮之嘉儀小袖十被 被 i董家元 原 A 雅楽 〈寵華〉中納言ゐ

島津21(寛永5-8) 12 27:為歳暮之佳最小袖五重 被 三重 家光 原 A' 雅楽 〈寵牽〉中納言語2
島津22(寛永9カ10) 91 8 為重陽之祝犠小抽五封 flj 謹 家光i'京: A' 雅楽 〈羅牽〉中耕言~
島津23(寛永9カ10) 12 27 為歳暮佳麗小袖到来 至日 謹 家光 原 A 雅楽 i薩牽〉中執百~
島幸24(寛永12-14) 51 4 為端午之祝儀雑子単物 至2三重 家元 原 A 大炊 〈寵華〉中綿百~
島津25(寛永14) 91 7 所労然与蕪之由蕪心瓦 到 i重家光 原 40x61 大炊 (龍牽〉中納言語2
島津26(寛永11-14) 91 7 為重i場慶事小袖五到来 歪リ 言童 家光;写 花押 大炊i(薩牽〉中納言ゐ

島津27(寛永11.-14) 91 7 為重陽之祝儀小拍五到 至1三重 家光 写 花押 大炊 (薩華〉中納言語2
島津28(寛永11-14) 91 8 為重陽嘉犠小袖五到来;到 j重家光 原 A 大炊 (薩輩〉中納言語ミ

島津29(寛永13) 10 8所労之虫無心許{長就其 j重家光 原 40Xる2 ナシ 〈薩憲〉中納言語ミ

島津30(寛永11カ13カ註)10 25 為音信其昌之読黄ー十 安司 謹 家光&原 37x67 大炊i<護摩〉中納言語ユ

島津31(寛永14) ilO 29 長々所労如何蕪心許候 謹 家光 原 44x 76 I大炊 〈寵牽〉中執首~
島津32(寛永11-14) 12 27 為議暮之祝儀小袖十到1到 j重家光 原 A 大炊 (薩牽〉中納言語ミ

島津33(寛永11-14) 12 27 為歳暮嘉視小抽十到来到 三重 家光 原 A 1大炊 (薩摩〉中納言~

表 7

注.奉者の捕の雑奈は酒井忠世、大炊は土井利勝、讃岐は酒井忠勝のことである{以下の表河口 O

尊の醸の援は「被相送」、持は到来、給は送給を示したものである{以下の表向じ)0
末の欄の恐は恐々謹言、謹は謹言、虫は候告を示したものである〈以下の表罰じ)0 

f島津家文書Jr謹藩i日記雑誌Jtこより作成。

薩己
宰摩話
相子
ゑ c

島
津
1
お
よ
び
島
津
2
は
と

も
に
年
頭
の
御
内
書
で
あ
り
、

家
久
の
官
位
と
奉
者
か
ら
一
冗
和

十
年
、
寛
永
二
年
、
寛
永
三
年

の
い
ず
れ
か
の
年
の
も
の
で
あ

る
。
島
津
2
は
、
花
押
の
変
遷

か
ら
す
れ
ば
寛
永
一
克
年
十
二
月

以
降
の
花
押
と
は
大
き
く
異
な

り
、
一
元
和
九
年
間
八
月
以
前
の

花
押
に
極
め
て
近
く
、
一
元
和
十

年
の
も
の
と
見
倣
し
え
る
。

方
、
島
津
1
の
本
文
に
は

被

差
越
使
者
」
と
あ
り
、
家
久
の

在
国
が
知
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、

こ
の
三
年
の
一
月
時
点
で
の
家

久
の
居
所
を
み
る
と
、
元
和
十



年
は
国
一
充
、
寛
永
一
一
年
は
前
年
十
一
月
に
国
元
を
発
つ
が
途
中
の
海
上
が
荒
れ
よ
う
や
く
寛
永
二
年
四
月
十
二
日
に
江
戸
に
到
着
、
寛
永
三
年
は

一
月
初
め
江
戸
発
、
三
日
一
日
鹿
児
島
着
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
島
津
l
は
元
和
十
年
あ
る
い
は
寛
永
二
年
の
も
の
と
な
り
、
か
つ
島
津
2
が

一
瓦
和
十
年
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
加
え
同
一
年
に
二
度
年
頭
の
祝
議
に
関
す
る
御
内
書
が
出
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
と
か
ら
、
こ
の
御
内
書

は
寛
永
二
年
の
も
の
と
な
る
。

[
御
内
書
ロ
〕
(
島
津
3
)

(
忠
世
)

就
国
本
下
着
、
使
者
、
殊
沈
香
五
斤
井
其
国
之
茶
碗
焼
物
品
々
被
相
送
之
、
遠
路
入
念
之
段
、
欣
黙
之
至
候
、
猶
酒
井
雅
楽
頭
可
申
候
、
謹

一口、
五
月
四
百
家
光
(
花
押
)

(
島
津
家
久
)

薩
摩宰

相
弘

「
島
津
家
文
書
」
九
一
四
で
は
こ
の
御
内
書
を
寛
永
三
年
の
も
の
と
す
る
。
確
認
の
た
め
検
討
を
加
え
て
お
く
と
、
年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ら
、

一
瓦
和
十
年
、
寛
永
二
年
、
寛
永
三
年
の
い
ず
れ
か
の
年
の
も
の
で
あ
る
。
本
文
に
「
就
国
本
下
着
」
と
あ
る
こ
と
と
、
こ
の
間
家
久
は
、
一
冗
和
九

年
は
六
月
に
は
在
京
、
間
八
月
ま
で
に
帰
国
、
翌
寛
永
一
疋
年
は
十
一
月
に
国
元
発
、
寛
永
二
年
四
月
十
二
日
江
戸
着
、
寛
永
三
年
一
月
初
め
江
戸

発
、
一
二
月
一
日
鹿
児
島
着
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
御
内
書
は
寛
、
水
三
年
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
関
月
か
ら
寛
永
三
年
の
も
の
と
確
定
す
る
関
西

月
十
四
日
付
家
久
宛
秀
忠
御
内
書
に
「
就
帰
国
夜
者
、
殊
沈
香
五
斤
井
其
国
之
焼
物
色
々
被
相
送
之
候
」
と
あ
り
、
そ
の
贈
り
物
の
内
容
が
家
光

へ
の
品
と
ほ
ぼ
再
内
容
で
あ
る
こ
と
と
も
符
合
す
る
。

島
津
4
の
五
月
五
百
付
議
午
の
御
内
書
は
、
年
代
誰
定
の
諸
前
提
と
一
克
和
九
年
七
月
の
将
軍
任
官
後
の
止
め
文
言
の
恐
々
謹
ニ
一
一
口
か
ら
謹
一
マ
一
口
へ

の
薄
礼
化
と
か
ら
、
寛
永
元
年
、
二
年
、
寛
永
三
年
い
ず
れ
か
の
年
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
御
内
書
に
据
え
ら
れ
た
花
押
は
、
寛
永
三
年
五
月
の



島
津
3
に
据
え
ら
れ
た
花
押
の
大
き
さ
(
縦
四
・
一
セ
ン
チ
、
横
七
・
一
一
セ
ン
チ
)
に
比
べ
か
な
り
大
き
く
(
縦
五
・
二
セ
ン
チ
、
横
九
・
六
七

ン
チ
)
、
寛
永
三
年
の
も
の
で
は
な
く
、
寛
永
一
疋
年
あ
る
い
は
二
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
c

さ
ら
に
、
後
述
す
る
毛
利
輝
一
疋
宛
の
寛
永
元
年
五

月
三
日
付
端
午
の
御
内
書
に
据
え
ら
れ
た
花
押
と
は
上
線
・
下
隷
の
起
筆
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
に
注
自
す
れ
ば
寛
永
二
年
の
も
の
と
な
る
。

(
御
内
書
お
]
(
島
津
5
)

(
忠
常
)

遠
路
被
差
越
使
者
、
殊
完
皮
三
枚
井
境
活
一
壷
立
ハ
外
品
々
被
栢
送
之
、
被
入
念
之
段
、
欣
然
此
事
候
、
品
酒
井
雅
楽
頭
可
申
候
、
謹
二
一
一
口
、

十
一
月
廿
八
日
家
光
判

(
島
津
家
久
)

寵
摩宰

椙
弘

こ
の
錦
内
書
は
、
「
後
編
荘
地
藩
泊
記
雑
録
三
所
収
の
も
の
で
、
「
島
津
家
文
書
」

の
も
の
で
は
な
い
。
「
後
編
薩
藩
旧
記
雑
録
』
に
は
「
正
文
在

三
原
次
右
衛
門
」
と
あ
り
、
編
纂
時
の
所
在
が
注
記
さ
れ
て
い
る
c

「
後
編
謹
藩
担
記
雑
録
」
は
こ
の
御
内
書
の
年
代
を
元
和
九
年
と
し
て
い
る
。

確
認
の
た
め
検
討
を
加
え
て
お
く
c

年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ら
元
和
九
年
、
寛
永
一
冗
年
、
二
年
い
ず
れ
か
の
年
の
も
の
で
あ
る
。
本
文
に
「
遠
路

被
差
越
使
者
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
家
久
の
居
所
を
確
認
す
る
と
一
冗
和
九
年
間
同
八
月
中
に
国
元
に
埠
り
、
寛
、
水
元
年
十
一
月
に
国
一
冗
を
発
ち
、

翌
四
月
十
二
臼
に
江
戸
着
、
寛
永
二
年
は
在
宥
し
て
い
る
。
こ
の
居
所
か
ら
寛
、
水
二
年
で
は
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
ま
た
江
戸
参
勤
を
直
前

と
し
た
寛
永
元
年
と
す
る
の
も
蕪
理
が
あ
り
、
元
和
九
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
な
お
元
和
九
年
十
二
月
六
日
付
の
家
久
宛
酒
井
忠
世
書
状
に

「
貴
様
錦
帰
国
被
成
緩
々
与
御
在
国
付
市
桂
出
城
守
方
を
以
被
保
土
、
殊
将
軍
様
虎
皮
三
枚
焼
酒
一
壷
井
文
元
ニ
而
焼
申
候
茶
碗
御
そ
こ
と
り
は
い

の
ほ
う
ろ
く
八
被
成
御
進
上
候
」
と
あ
る
の
と
御
内
書
の
記
事
と
が
符
合
し
、
本
御
内
書
を
元
和
九
年
の
も
の
と
す
る
推
定
を
裏
付
け
て
く
れ

る
c島

津

6
の
十
二
月
二
十
五
日
付
歳
暮
の
御
内
書
は
、
前
記
の
条
件
か
ら
元
和
九
年
か
寛
永
元
年
か
寛
永
二
年
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
花
押

一
一一一一



二
四

の
大
き
さ
形
か
ら
寛
永
元
年
の
も
の
と
誰
定
し
て
お
く
。

島
津
7
か
ら
島
津
却
の
御
内
書
は
、
家
久
の
中
納
言
任
官
と
年
代
推
定
の
諸
前
提
と
か
ら
寛
永
三
年
八
丹
十
九
日
以
降
寛
永
九
年
一
月
二
十
四

日
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
島
津
7
の
一
月
七
日
付
年
頭
の
御
内
書
は
、
年
代
誰
定
の
諸
前
提
か
ら
寛
永
田
年
あ
る
い
は
寛
永
五
年
の
も
の
と
推

定
さ
れ
る
。
島
津
8
の
年
頭
の
御
内
書
は
、
年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ら
寛
永
六
年
以
降
寛
永
八
年
以
前
の
も
の
と
な
る
。

島
津
9
の
二
月
七
日
付
の
御
内
書
は
、
年
代
推
定
の
諸
議
提
か
ら
寛
永
四
年
以
降
寛
永
八
年
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
本
文
に
「
其
国
之
硫
黄
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
家
久
在
国
と
み
な
せ
ば
、
家
久
の
こ
の
間
二
月
こ
ろ
の
在
国
は
、
寛
永
四
年
と
六
年
で
あ
号
、
こ
の
御
内
書
も
い
ず
れ
か
の

年
の
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
島
津
ぬ
の
四
月
五
日
付
御
内
書
は
、
年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ら
寛
永
四
年
以
降
八
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
本
文

に
「
為
音
信
使
者
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
家
久
は
在
国
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
間
の
家
久
の
四
月
こ
ろ
の
在
国
は
、
寛
永
四
年
と
六
年
と
で
あ
り
、

しミ

ず
れ
か
の
年
の
も
の
で
あ
り
、
島
津
S
が
寛
永
四
年
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
本
御
内
書
は
寛
永
六
年
の
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
と
推
定
さ
れ
る
。

島
津
口
か
ら
島
津
日
ま
で
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
。

島
津
日
の
七
月
十
八
百
付
の
御
内
書
は
、
年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ら
寛
永
四
年
以
降
寛
永
八
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
本
文
に
「
遠
路
使
者
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
家
久
は
在
国
で
あ
る
。
そ
こ
で
各
年
七
月
こ
ろ
の
家
久
の
居
所
を
み
る
と
、
寛
永
四
年
、
六
年
、
八
年
が
在
国
中
で
あ
る
が
、

寛
永
八
年
は
七
月
五
日
に
鹿
児
島
に
到
着
し
て
お
り
、
音
信
を
送
る
条
件
は
な
く
、
こ
の
御
内
書
は
寛
永
四
年
か
六
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

重
陽
の
御
内
書
島
津
誌
は
寛
永
五
年
六
年
八
年
い
ず
れ
か
の
年
の
も
の
、
島
津
ロ
は
先
述
の
ご
と
く
寛
永
八
年
の
も
の
で
あ
る
。
歳
暮
の
御

(
組
)

内
書
島
津
回
・
問
・
却
は
、
前
記
の
条
件
か
ら
寛
永
三
年
以
降
寛
永
八
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
σ

島
津
mm
の
花
押
は

A
型
、
島
津
却
の
花
押
は

K
型
で
あ
る
が
、
島
津
誌
の
花
押
は
島
津
立
に
近
く
、
ま
た

A
型
花
押
の
成
立
が
寛
永
五
年
一
月
七
日
以
降
四
月
十
八
日
以
前
で
あ
る
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
島
津
認
は
寛
永
三
年
あ
る
い
は
四
年
の
も
の
と
な
る
。
結
果
、
島
津
mm
と
島
津
お
と
は
寛
永
五
年
以
降
寛
永
八
年
以
前
の
も
の
と
な

る。



島
津
包
と
島
津
訟
は
、
年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ら
寛
永
九
年
あ
る
い
は
十
年
の
も
の
で
あ
る
。
島
津
お
は
、
先
述
の
よ
う
に
寛
永
七
年
の
も

の
で
あ
る
。

島
津
M
か
ら
島
津
認
ま
で
は
、
家
久
の
中
納
言
任
官
、
奉
者
が
土
井
利
勝
、
家
久
の
死
去
が
寛
永
十
五
年
二
月
二
十
三
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

寛
永
十
一
年
七
月
以
降
寛
永
十
五
年
二
月
二
十
三
日
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
年
代
推
定
の
諸
前
提
以
外
の
根
拠
で
年
代
推
定
の
可
能
な

も
の
だ
け
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。

(
御
内
書
M

H

]

(

島
津
お
)

所
労
然
号
佳
…
之
由
無
心
元
侯
、
長
々
之
煩
侯
之
問
、
能
々
保
養
肝
要
候
、
将
又
為
見
廻
差
越
使
者
、
井
海
羅
十
斤
到
来
、
念
之
入
候
段
、
欣

(
利
勝
)

悦
候
、
猶
土
井
大
炊
頭
可
述
侯
也
、
謹
言
、

九
月
七
日
家
光
(
花
押
)

(
島
妻
家
久
)

薩
摩中

納
言
ゐ

一
三
九
で
は
寛
永
十
四
年
と
推
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
を
確
認
し
て
お
く
。
年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ら
こ

(
富
津
家
久
)

の
御
内
書
は
寛
永
十
一
年
以
降
寛
永
十
四
年
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
「
江
戸
幕
府
日
記
」
寛
永
十
四
年
九
月
十
日
条
に
「
就
御
不
例
、
松
平
大
隅

こ
の
御
内
書
は
「
島
津
家
文
書
』

御
内
書
…
側
一
昭
一
号
」
と
あ
る
こ
と
と
本
文
の
文
言
と
が
対
応
し
て
お
り
、
こ
の

御
内
書
は
寛
永
十
四
年
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
定
す
る
。
据
え
ら
れ
た
花
押
は
、
縦
四
・

0
セ
ン
チ
、
横
六
・
一
セ
ン
チ
と

A
型
花
押
と
比
較

守
ヨ
リ
島
津
図
書
差
越
、
井
銅
羅
十
斤
進
上
之
、
荻
之
被
成

し
て
縦
が
少
し
長
い
が
、
観
察
す
る
と
花
押
に
は
縁
取
り
が
一
部
に
み
ら
れ
、
少
し
長
い
の
は
縁
取
り
後
の
加
墨
が
は
み
出
た
と
も
考
え
ら
れ

る。[
御
内
書
誌
]
(
島
津
お
)

二
五



一一ムハ

所
労
之
由
無
心
許
候
、
就
其
久
志
本
療
治
望
之
由
候
、
民
式
部
少
輔
遣
之
候
、
能
々
養
生
肝
要
候
、
謹
二
一
一
口
、

←ト
月

寵己八
中摩i全日
納子家
言三光
み(

花
押

こ
の
御
内
書
は
『
島
津
家
文
書
」

(
島
津
家
久
)

三
年
十
月
八
日
条
に
「
松
平
大
隅
守
依
所
労
御
内
書
井
為
療
養
久
志
本
式
部
少
被
遺
之
」
と
あ
る
こ
と
と
本
文
の
記
事
と
が
対
応
し
て
お
り
、
こ

一
三
八
で
は
寛
永
十
三
年
と
推
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
を
確
認
し
て
お
く
。
「
江
戸
幕
府
日
記
」
寛
永
十

の
御
内
書
は
寛
永
十
三
年
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
定
す
る
。
据
え
ら
れ
た
花
押
は
、
縦
四
・

0
セ
ン
チ
、
横
六
・
二
セ
ン
チ
と
A
型
花
押
よ
り

少
し
大
き
い
が
形
状
は
A
型
で
あ
る
。

[
御
内
書
誌
]
(
島
津
却
)

(
利
勝
)

為
音
信
其
国
之
硫
黄
二
十
橋
井
火
縄
百
筋
到
来
、
欣
入
候
、
猶
土
井
大
炊
頭
可
述
候
也
、
謹
言
、

十
月
廿
五
日
家
光
(
花
押
)

(
島
津
家
久
)

薩
摩中

納
言
る

こ
の
御
内
書
は
前
記
の
条
件
か
ら
寛
永
十
一
年
以
降
十
四
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
本
文
に
「
為
音
信
」
と
あ
る
こ
と
よ
り
家
久
は
在
国
中
で

あ
り
、
こ
の
四
年
の
十
月
こ
ろ
の
家
久
の
居
所
は
、
寛
永
十
二
年
は
在
府
、
飽
の
年
は
在
国
し
て
お
り
、
こ
の
御
内
書
は
寛
永
十
一
年
、
十
三
一

年
、
寛
永
十
四
年
の
い
ず
れ
か
の
年
の
も
の
で
あ
る
。

[
御
内
書
口
]
(
島
津
お
)

(

直

綱

)

(

利

勝

)

長
々
所
労
如
何
無
心
許
候
、
及
寒
気
候
問
、
能
々
保
養
専
一
候
、
依
之
為
見
廻
新
庄
右
近
差
遣
之
、
井
鷹
之
鶴
梧
送
候
、
猶
土
井
大
炊
頭
可



家光花押御内書(毛利)

NO 年 すI=l 月 日l 書 出 し 尊 末名葉 i) 原花押 奉者 宛 名
毛布J1 (寛永1) 51 3 為端午之嘉儀雄子単物 被 謹!家光 原 49x99雅楽 幻庵
毛利 2 (寛永1) 91 7 為重陽之祝議小袖一重 被 J童 家7e 京143x 87 雅楽 1幻庵

毛利 3 (元和9) 12 26 為歳暮之祝犠小袖一重 被 三重 家光 車 43x95 雅楽 幻庵
毛利 4 (寛永4カ5) 11 7 為年甫之嘉詳太万一腰 到 t主 ナシ 原 34X 67 雅楽 長門少将え

毛利 5 (寛永5-8) 51 3 為端午之嘉{義雄子単物 到 i1包 ナシ 原 A 雅楽 長門少将み

毛利 6 (寛永5-8) 51 4 為端午之規儀雄子単物 至4塩 ナシ 原 A 雅楽 長門少将み

毛利 7 (寛永6) 8122 就今度違何本復集者殊 安4也!ナシ 原 A' 雅楽 長門少将b.

毛利 8 (寛永3カ4) 91 7 為重陽之嘉儀小袖五裂 到 也;ナシ 京 38x 77 雅楽 長円少将み

毛利 9 (寛永5カ6カ8) 91 7 為重陽之嘉祝小袖五郵 到 也iナシ 原 A 雅楽 長円少将み

毛利10(完永5カ6カ8) 91 8 為重陽之嘉事小袖五到 主4也 ナシ 原 A 雅楽1長門少辱み

毛利11(寛永5) 12 27 就偉国使者殊串海鼠ー 歪日 車 ナシ 原 A 雅楽 長門少将み

毛利12(寛永5・8) 12 28 為歳暮之嘉儀小袖二重 歪日 t主 ナシ 罪 A 雅楽 長門少将み

毛利13(寛永5・8) 12 28 為歳暮之祝詞小袖二重 至4也 ナシ 原 A 雅楽 長門少将み

毛利14(寛永7) 91 8 為重陽之佳節小福五到 歪サ -tl1 ナシ 原 A 雅楽 長門少将乏に

表 8

述
候
・
也
、
謹
二
一
一
口
、

十
月
廿
九
日
家
光
(
花
押
)

(
島
津
家
久
)

藷
寧中

納
言
ゐ

こ
の
御
内
書
は

「
島
津
家
文
書
」

一
四

O
で
は
寛
、
水
十
四
年
と
推
定
し
て
い
る
が
、
こ
の

点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
c

年
代
推
定
の
諸
前
提
よ
り
、
寛
永
十
一
年
以
降
寛
永
十
四
年
以

前
の
も
の
で
あ
る
c

本
文
に
「
為
見
廼
新
庄
右
近
可
差
遣
之
」
と
あ
る
の
と
「
江
戸
幕
府
日

(
島
津
家
久
)

記
」
寛
永
十
西
年
十
月
二
十
九
日
条
に
「
護
摩
中
納
言
依
所
労
為

上
使
新
庄
右
近
可
差
遣

之
旨
被
保
出
之
」
と
あ
る
の
が
対
応
し
、
こ
の
御
内
書
は
寛
永
十
四
年
の
も
の
で
あ
る
こ
と

が
確
定
す
る
。
な
お
こ
の
御
内
書
に
据
え
ら
れ
て
い
る
花
押
は
、
縦
四
・
四
セ
ン
チ
、
横

七
・
六
セ
ン
チ
と

A
型
花
押
よ
り
大
き
く
、
横
の
長
さ
が
B
型
よ
り
短
い
も
の
の
形
状
は

B

型
で
あ
り
、

B
型
花
押
に
近
い
花
押
が
こ
の
時
点
で
み
ら
れ
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た

しE
C 

j主. I毛利家文書jにより作成3

毛
利
家
文
書

毛
利
家
文
書
に
は
将
軍
家
光
の
御
内
書
一
四
通
が
残
さ
れ
て
い
る

(表
8
)
。
う
ち
三
通

が
「
幻
庵
(
毛
利
輝
一
冗
)
」
宛
、
残
る

一
通
が
「
長
門
少
将
(
毛
利
秀
就
)
」
宛
の
も
の
で

あ
る
。
な
お
、
島
津
家
文
書
と
同
様
に
年
代
推
定
の
諸
前
提
の
み
で
年
代
を
誰
定
し
た
も
の

二
七



二
八

に
つ
い
て
は
分
析
を
省
略
す
る
。

[
御
内
書
路
]
(
毛
利
1
)

(
忠
世
)

為
端
午
之
嘉
儀
、
雄
子
単
物
数
五
被
相
送
之
、
欣
然
此
事
候
、
猶
酒
井
雅
楽
頭
可
串
候
、
謹
一
言
、

五
月
三
日
家
光
(
花
押
)

(
毛
利
輝
一
疋
)

幻
庵

こ
の
御
内
書
は
、
忠
世
が
奉
者
で
あ
る
こ
と
、
宛
名
の
「
幻
庵
」
の
没
年
が
寛
永
二
年
四
丹
二
十
七
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
元
和
九
年
以
降

寛
永
一
克
年
以
前
の
も
の
と
な
る
。
さ
ら
に
、
家
光
の
将
軍
襲
職
を
機
に
書
止
め
文
言
が
恐
々
謹
言
か
ら
謹
言
へ
と
薄
礼
化
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

御
内
書
は
元
和
九
年
の
も
の
で
は
な
く
、
寛
永
元
年
の
も
の
と
確
定
す
る
。

毛
利
2
の
九
丹
七
日
付
重
陽
の
御
内
書
は
、
奉
者
、
元
和
九
年
の
書
札
礼
の
薄
札
化
、
幻
庵
の
死
去
日
時
か
ら
、
元
和
九
年
か
寛
永
一
冗
年
い

ず
れ
か
の
年
の
も
の
で
あ
る
。
据
え
ら
れ
た
花
押
は
、
元
和
九
年
八
月
か
ら
閏
八
月
に
か
け
て
の
花
押
と
も
元
和
十
年
一
月
十
二
日
付
の
島
津
2

の
花
押
と
も
型
状
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
か
ら
、
元
和
九
年
の
可
龍
性
は
ほ
ぼ
な
く
、
こ
の
御
内
書
は
寛
永
元
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

(
部
)

毛
利
3
の
十
二
月
二
十
六
司
付
歳
暮
の
御
内
書
は
、
年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ら
元
和
九
年
か
寛
永
元
年
の
い
ず
れ
か
の
年
の
も
の
で
あ
る
。

据
え
ら
れ
た
花
押
は
、
元
和
九
年
八
月
か
ら
間
八
月
に
か
け
て
の
花
押
と
類
似
し
、
か
つ
元
和
十
年
一
月
十
二
日
付
の
島
津
2
の
花
押
と
同
型
で

あ
り
、
寛
永
一
冗
年
十
二
月
十
四
自
の
花
押
と
は
大
き
く
異
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
御
内
書
は
元
和
九
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

「
長
門
少
将
」
宛
の
毛
利
4
か
ら
毛
利
目
ま
で
は
、
奉
者
、
寛
永
三
年
八
月
十
九
日
の
秀
就
少
将
任
官
、
寛
永
九
年
の
書
札
礼
の
薄
礼
と
か
ら
、

寛
永
三
年
八
月
以
蜂
寛
永
九
年
一
月
二
十
四
日
以
前
の
も
の
で
あ
る
。

〔
御
内
書
m
m
)
(
毛
利
7
)

(
忠
世
)

就
今
度
違
関
本
復
、
使
者
、
殊
一
種
再
樽
到
来
、
歓
入
候
、
猶
酒
井
雅
楽
頭
可
申
侯
也
、



八
月
廿
二
日
(
花
押

K
)

(
三
如
何
秀
就
)

長
門
少
将
み

こ
の
御
内
書
は
、
年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ら
寛
永
三
年
以
降
寛
永
八
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
文
に
「
使
者
」
と
あ
る
こ
と
、
寛

永
二
一
年
は
家
光
・
秀
就
と
も
に
在
京
、
寛
永
五
年
、
七
年
は
在
府
で
あ
る
こ
と
か
ら
寛
永
四
年
か
六
年
の
い
ず
れ
か
の
年
の
も
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
本
文
に
「
就
今
度
違
例
本
復
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、
家
光
が
寛
永
田
年
に
は
五
月
半
ば
か
ら
末
ま
で
煩
い
、
寛
永
六
年
は
七
月
一
円
甘

か
ら
「
塞
乱
」
を
煩
い
十
二
日
こ
ろ
に
快
復
し
て
い
る
。
こ
の
日
時
か
ら
す
れ
ば
、
本
錦
内
書
は
寛
永
六
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
c

(
御
内
主
日
お
]
(
毛
利
口
)

(
忠
世
)

就
帰
国
、
使
者
、
殊
串
海
鼠
一
籍
串
飽
一
箱
奈
良
酒
雨
樽
到
来
、
歓
入
候
、
尚
酒
井
雅
楽
頭
可
申
候
也
、

十
二
月
廿
七
日

(
主
科
秀
就
)

長
門
少
将
み

こ
の
御
内
書
は
年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ら
寛
永
五
年
以
蜂
寛
永
八
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
本
文
に
「
就
帰
国
、
使
者
」
と
あ
る
こ
と
と
、

八
年
の
十
二
月
は
在
府
し
て
い
る
こ
と
と
か
ら
、
本
御

(
花
押
A
)

寛
永
五
年
は
遅
く
と
も
十
月
末
に
は
帰
国
、
寛
永
六
年
十
二
月
は
在
司
、
寛
永
七
年
、

内
書
は
寛
永
五
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

毛
利
日
は
、
第
一
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
寛
永
七
年
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
使
用
花
押
は
A
型
で
あ
る
。

堀
川
家
文
書

絹
川
家
文
書
に
は
、
家
光
将
軍
時
代
の
花
押
を
据
え
た
御
内
書
が
一
二
通
残
さ
れ
て
い
る

(表
9
)
。
宛
先
は
い
ず
れ
も
「
豊
前
少
将
」
細
川

忠
利
宛
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
年
代
推
定
の
諸
前
提
の
み
で
年
代
を
推
定
し
た
場
合
は
そ
の
詳
縮
を
記
さ
ず
、
表
に
の
み
そ
の
結
果

二
九



家光花押御内書〈絹]11)

NO 年 すζ3  月 E 書 出 し 尊 末 名乗り 原 花押 奉者 宛 名

細JlI1 (寛永4カ5) 11 7 為改年之嘉犠太刀-H要 至4t包 ナシ 原 33x68 雅楽 豊前少;詩み

細川 2 (寛永4カ5) 11 7 為年頭之嘉儀使者太万 歪せ F出 ナシ 東 30x58 雅楽 豊前少将み

組JlI3 (寛永6-9) 11 8 為改年之嘉儀太万一腰 到 也 ナシ 京 A 雅楽 豊前少将み

細川 4 (寛永4-8) 1128 梨地之火鉢炭斗如百録 到 也 ナシ 東 33x61 雅楽 豊前少将み

細川 5 (寛永5カ7) 21 5 就国本下着費者殊巻物 到 也 ナシ 原 40x70 雅楽 豊前少将み

細JII6 (寛永7) 31 4 為鷹野見廼使者殊木綿 到 t包 ナシ 原 A 雅楽 豊前少将み

細川 7 (寛永5) 4118 就巨光社参使者殊袷五 到 也 ナシ 原 A 誰楽 豊前少将み

細川 8 (寛永7) 6125 今度就縁辺之儀使者殊 歪4也 ナシ 原 40X72 雅楽 豊前少将み

調J119 (寛永3カ) 91 7 為重陽之嘉袋小袖一重 歪4也 ナシ 京 40X72 雅楽 豊前少将み

細川10 (賓永5-8) 91 8 為重陽之佳慶小袖一重 至4也 ナシ 震 A' 雅楽 豊前少将み

細川11 (寛永5カ7) 10 18 為音信道服五裁着五下 到 也 ナシ 原 A 雅楽 豊前少将II
絹11112(寛永3-8) 11 24 鷹野著用之衣類品々如 到 也 ナシ 原 42x70 産楽 豊前少将み

表 9

三
O

を
記
入
し
た
。
な
お
、
こ
こ
で
は
寛
、
水
三
年
八
月
十
九
日
の
忠
利
少
将
在
官
を
年
代
推
定
の
前
提

に
加
え
る
。

年
頭
の
御
内
書
で
あ
る
細
川
1
・
細
川
2
は
先
述
し
た
よ
う
に
寛
永
田
年
か
五
年
の
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
と
の
関
係
で
同
じ
年
頭
の
御
内
書
で
あ
る
細
川
3
は
寛
永
六
年
以
降
寛
永
九
年
以
前
の

も
の
で
あ
る
。

[
御
内
書
幻
]
(
細
川
5
)

(
忠
世
)

就
国
本
下
着
、
使
者
、
殊
巻
物
十
到
来
、
歓
入
候
、
猶
酒
井
雅
楽
頭
可
申
候
也
、

月
豊詞五
前副日
"、県
3〆三ヘ

j守口花
乏に 押

こ
の
御
内
書
は
年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ら
寛
永
四
年
以
降
八
年
ま
で
の
も
の
で
あ
る
。
本
文
に

「
就
関
本
下
着
、
使
者
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
忠
利
の
こ
の
間
の
居
所
を
確
認
す
る
と
、
寛

永
田
年
二
月
五
日
に
小
倉
発
、
寛
永
四
年
十
二
月
八
日
に
江
戸
よ
り
小
倉
着
、
寛
永
五
年
十
一
月

注.r細川家文書」により作成。

二
十
五
自
に
小
倉
発
、
寛
永
六
年
十
二
月
五
日
に
江
戸
よ
り
小
倉
着
、
寛
永
七
年
十
一
月
五
日
に

小
倉
発
、
寛
永
八
年
中
は
在
府
で
あ
ち
、
「
就
国
本
下
着
」
を
満
た
す
の
は
寛
永
五
年
か
寛
永
七

年
い
ず
れ
か
の
年
で
あ
る
。

[
錦
内
書
辺
〕
(
細
川
6
)

為
鷹
野
見
廻
、
使
者
、
殊
木
総
裁
着
鉄
砲
薬
入
品
々
到
来
、
被
入
念
之
段
歓
入
候
、
委
曲
酒

(
忠
世
)

井
雅
楽
頭
可
申
侯
也
、



月
豊話回
前JlIB 
少去(
将と花
み押

A 

こ
の
御
内
書
は
年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ら
寛
永
五
年
以
蜂
寛
永
八
年
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
本
文
に
「
使
者
」
と
あ
る
こ
と
と
、
こ
の
時
期
の

忠
利
の
在
自
は
寛
永
五
年
、
七
年
の
二
度
で
あ
り
、
こ
の
御
内
書
は
い
ず
れ
か
の
年
の
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
家
光
の
動
き
を
み
る
と
寛
永
五
年

一
一
月
三
十
一
日
に
江
戸
を
発
ち
川
越
へ
行
き
三
月
二
日
に
江
戸
に
戻
っ
て
い
る
。
ま
た
寛
永
七
年
も
二
月
二
十
四
日
に
江
戸
を
発
ち
川
越
へ
行

き
二
一
月
二
日
に
江
戸
に
戻
っ
て
い
る
が
、
寛
永
五
年
の
川
越
行
は
鷹
野
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
認
で
き
な
い
の
に
対
し
、
寛
、
水
七
年
は

『
本
光
国
師

日
記
」
同
年
二
月
二
十
四
日
条
に
「
将
軍
様
川
越
へ
錦
罵
野
ニ
出
御
」
と
あ
り
、
鷹
野
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
c

寛
永
五
年
に
つ
い
て
も
鷹

野
で
あ
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
こ
の
御
内
書
の
年
代
は
寛
永
七
年
と
し
て
お
く
。

組
川
7
・
細
川
8
は
、
す
で
に
第
一
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
寛
永
五
年
、
寛
、
水
七
年
の
も
の
で
あ
る
。
重
陽
の
御
内
書
で
あ
る

組
問
9
と
細
川
時
は
年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ら
寛
永
ゴ
一
年
以
降
寛
永
八
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
細
川
9
は、

A
型
花
押
を
使
用
し
て

い
な
い
こ
と
か
ら
、
寛
永
三
年
あ
る
い
は
寛
永
四
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
花
押
の
大
き
さ
に
注
目
す
る
と
、
寛
、
水
四
年
あ
る
い
は
寛
永
五
年

の
一
月
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
細
川
1
・

2
の
花
押
の
大
き
さ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
縦
三
・
三
セ
ン
チ
、
横
六
・
八
セ
ン
チ
、
縦
三
・

0
セ
ン
チ
、
横

五
・
八
セ
ン
チ
で
あ
る
の
に
対
し
、
縦
四
・

O
七
ン
チ
、
横
七
・
二
セ
ン
チ
と
か
な
り
大
き
く
寛
永
三
年
五
月
四
日
の
島
津
家
久
宛
御
内
書
(
島

津
3
)
に
据
え
ら
れ
た
花
押
難
問
・
一
セ
ン
チ
、
横
七
・
二
セ
ン
チ
に
近
く
寛
永
三
年
の
も
の
と
推
定
し
う
る
。

一
方
細
川
目
は

A
型
花
押
を
使

用
し
て
お
り
、
寛
永
五
年
以
詳
の
も
の
と
な
る
。
な
お
、
後
述
す
る
松
平
忠
昌
宛
の
寛
永
四
年
五
月
三
呂
宛
の
御
内
書
に
据
え
ら
れ
た
花
押
の
大

き
さ
は
縦
三
・
四
セ
ン
チ
、
横
六
・
八
セ
ン
チ
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
絹
肝
1
は
寛
永
四
年
、
細
川
2
は
寛
永
五
年
と
見
倣
す
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。

堀
川
口
は
年
代
推
定
の
諸
前
提
寛
永
五
年
以
降
寛
永
八
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
文
頭
に
「
為
音
信
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
忠
利
は
在
国
と



家光花押御内書(松平〉

NO 年 す乞3 丹 日 書 出 し 尊 末 名乗与 原 花 拝 奉者 タ.-<巴- 名

松平 1 〈寛永4) 51 3 為端午之嘉儀雄子袷単 被 謹 家光 原 34X68 雅楽 越前宰相弘
松平 2 (寛永5-8) 12 28 為最暮之嘉慶小袖五被 被 言董 家光 原 A' 雅楽 〈越蔀〉宰椙五
松平 3 〈完永9カ10) 12 28 為最暮之祝詞小袖五被 被 長重 家光 原 A' 雅楽 〈越前〉宰栢弘
松平 4 〈寛永11-13) 91 8 為重陽之嘉儀小袖五到 安5謹 家光 原 A 大炊 〈越前〉宰相弘
松平 5 〈完永11-13) 91 8 為重陽之祝詞小袖五裂 f1J 謹 家光 原 A 大炊 〈越前〉宰相主
松平s(寛永14) 91 7 為重揚之祝詞小槌五到 到 言童 家元 原 A 大炊 〈越前〉宰相主
松平 7 (寛永15) 12 28 為歳暮之祝犠小捨五到 至t言重 家光 原 A 大炊 〈越前〉宰相弘
松平 8 (寛永16-20) 91 7 為重湯之佳祝小袖五到 到 j華 家光 原 B 大炊 〈謹話〉宰相弘
松平吉 (寛永16・20) 91 8 為重揚之祝詞小袖五到 至日 謹 家光 原 3 大炊 〈越議〉宰相主
松平均 〈寛永16-20) 10 l為重揚之祝儀小撞五到 至日 五重 家光 原 3 大炊 〈選議〉宰相主
松平日 (寛永16-20) 12 28 為議暮祝詞小袖五来 到 謹 家光 原 B' 大炊 〈越前〉宰相弘
松平12(寛永16-20) 12 28 為議暮之祝儀小袖五到 至日 謹 家元 原 8 大炊 〈越諒)宰相弘
松平13(寛永16-20) 12 28 為最暮之祝儀小槍ー至。 到 三重 家元 原 B 大炊 (後欠)

松平14〈寛永16-21) D 4為端午之佳事雄子単物 至日 謹 家光 原 B 大炊 〈越語〉宰相弘

表10

注. r松平文産Jr越前文庫Jr青木文書Jr誠照寺文書」により作成。

一一一一一

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
の
在
国
は
、
寛
永
五
年
と
寛
永
七
年
の
二
度
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
こ
の
御
内
書
は
い
ず
れ
か
の
年
の
も
の
で
あ
る
。

四

松
平
忠
日
日
宛
御
内
書

松
平
ー
か
ら
松
平
日
ま
で
は
、
何
れ
も
「
越
前
宰
相
」
宛
の
も
の
で
あ
る

(
表
ぬ
)
c

家
光
が
将
軍
時
代
に
「
越
前
宰
相
」
を
名
乗
る
人
物
は
松
平
忠
昌
以
外
に
は
な
く
、
こ
れ

ら
は
す
べ
て
松
平
忠
昌
宛
の
も
の
と
見
倣
し
う
る
。
忠
日
日
は
、
寛
、
水
三
年
八
月
十
九
日
正

四
位
下
参
議
に
叙
任
し
、
正
保
二
年
八
月
一

E
に
死
去
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
こ
こ
で
の

年
代
推
定
の
諸
前
提
に
加
え
る
。

端
午
の
御
内
書
で
あ
る
松
平
1
は
、
忠
昌
の
参
議
任
官
、
奉
者
が
酒
井
忠
世
で
あ
る
こ

と
、
寛
永
九
年
一
月
二
十
四
日
以
降
に
書
札
礼
が
薄
礼
化
す
る
以
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、

A
型
花
押
が
成
立
す
る
寛
永
五
年
四
月
十
八
日
以
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
寛
永
西

年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

松
平
4
か
ら
松
平
1
4
ま
で
は
、
何
れ
も
奉
者
が
土
井
利
勝
で
あ
り
、
寛
永
十
一
年
間

七
月
以
降
寛
永
二
十
一
年
七
月
十
日
以
前
の
も
の
で
あ
る
。

松
平
8
は
本
文
に
よ
る
限
与
年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ら
寛
永
十
一
年
以
降
寛
永
十
五
年

以
前
の
も
の
と
す
る
以
上
は
年
代
を
特
定
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
幸
い
な
こ
と
に
松
平
8

の
包
紙
に
は
以
下
の
様
な
注
記
が
あ
る
こ
と
か
ら
年
代
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



家充花押御内書(伊達)

NO 年 す仁3 月 日 書 出 し 尊 末 名乗f) 原 花押 奉者 宛 名

伊達 l(寛永3) 71 9 為愛許見廻f吏者殊白鳥 被 j童 家光 EEFE/ ノ 花押 雅楽 〈仙台〉宰相主
伊達 2(寛永7カ8) 31 7 為鷹野見廻小袖五被相 被 五重 家光 影 A 雅楽 く仙台〉宰相ゑ
伊達 3(寛永6) 5114 就従日光令還清被差越 被 三重 家元 旦Jjl/ノ A 雅楽 ( 1:出台)宰相私
伊達 4(寛永4カGカ8) 5125 為音指摘一箱被栢送之 被 謹 i家光 E原~ノ 花押 雅楽 < 1i点台〉宰相互λ

伊達 5(寛永10) 6118 其国之巣鶴二兄ー到来 歪5三重 家光 原 A 雅楽 〈伯台〉宰相主
伊達 8(寛永12) 1116 しは舟のかうおくりた 事会 調，1，:与、， 家光 原 花押 〈せんか、)中結言毛主

伊達 7(寛永12カ13) 1 29 鷹野道報到来候其方被 i到 謹 家光 原 花押 大炊 ( 11出会〉宰椙弘

表11

っ
し
ノ

九
月
七
百
重
陽

担
寅
ノ
正
月
九
日
ニ
本
多
民
部
江
戸

S
相
婦
る
時
持
参
仕
候
、
此
時
前
/611

2
ノ
御
内
書
共
御
あ
ら
た
め
錦
座
候
語
、
い
つ
れ
も
ふ
た
を
つ
け
わ
け
、
数

(

年

比

う

)

を
あ
ら
た
め
帳
ニ
付
置
申
候
、
以
来
ハ
御
内
全
一
目
参
次
第
ね
ん
こ
う
日
付
社
持

参
ノ
者
ノ
名
を
も
如
此
ニ
書
付
置
可
申
旨
ニ
候
、

御
内
書

御
す
へ
御
判

寛
永
十
一
年
か
ら
寛
永
十
五
年
の
あ
い
だ
で

で
つ
し
」
年
は
寛
永
十
四
年
を
お
い
て
外
に
な
く
、
こ
の
御
内

書
は
完
永
十
四
年
の
も
の
と
確
定
す
る
。
と
す
れ
ば
松
平
4
と
松
平
5
は
、
寛
永
十
一
年
、
十
二
年
、
十
三
年

の
い
ず
れ
か
の
年
の
も
の
と
な
る
。
議
暮
の
錦
内
書
で
あ
る
松
平
7
は
、
第
一
節
で
触
れ
た
よ
う
に
寛
永
十
五

年
の
も
の
で
あ
る
。

歳
暮
の
御
内
書
で
あ
る
松
平
日
は
、
宛
名
を
欠
い
て
い
る
が
、
一
所
歳
の
誠
照
寺
が
越
前
鯖
江
の
寺
院
で
あ
り
、

ま
た
祝
儀
が
「
小
袖
五
」
と
松
平
忠
昌
の
議
暮
の
祝
議
と
同
じ
品
開
数
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
松
平
忠
昌
宛
の
も

注. I伊達家文書Jr伊達家文書』により作成。

の
と
見
倣
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、

こ
の
御
内
書
も
寛
永
十
六
年
以
降
寛
永
二
十
年
以
前
の
も
の
と
推
定

で
き
る
。

五

伊
達
家
文
書

伊
達
政
宗
宛
の
家
光
御
内
書
は
、
影
写
本
を
含
め
七
通
知
る
こ
と
が
で
き
る

(
表
口
)
。
政
宗
は
寛
永
二
一
年
八

月
十
九
日
に
参
議
か
ら
中
納
言
に
昇
進
す
る
c

こ
の
点
を
こ
こ
で
の
年
代
推
定
の
前
提
に
加
え
る
。

[
御
内
書
お
)

(
伊
達
1
)

為
愛
許
見
廻
、
使
者
、
殊
白
鳥
二
菱
喰
三
十
井
奈
良
酒
十
樽
被
相
送
之
、
被
入
念
之
段
、
欣
然
之
至
候
、

一一--一一一



三
四

(
忠
世
)

委
曲
酒
井
雅
楽
頭
可
申
候
、
謹
一
言
、

七
自由函月
台 手九

宰き日
相乙家
宅λ 光

花
押
影

こ
の
御
内
書
は
、
影
写
本
で
あ
り
原
本
で
は
な
い
が
、
そ
の
注
記
に
「
慶
長
昔
年
よ
ち
寛
永
三
年
迄
之
間
従

(
鑑
別
家
光
)

大
猷
院
様
政
宗
公
江
被
下
候
御

書
」
と
あ
る
。
年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ら
寛
、
水
三
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
宰
相
宛
の
書
札
礼
は
、
将
軍
就
駿
ま
で
は
書
止
め
文
二
一
一
口
は

「
恐
々
謹
言
」
、
以
降
は
「
謹
言
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
冗
和
十
年
以
降
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
使
者
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
政
宗
在
府
の
寛
、
水

二
年
の
も
の
で
は
な
く
、
寛
永
一
冗
年
か
三
年
の
も
の
で
あ
る
。
花
押
に
つ
い
て
み
る
と
、
影
写
本
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
形
状
か
ら
は
決
め
が
た

い
が
、
花
押
の
大
き
さ
か
ら
す
る
と
寛
、
水
三
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
な
お
政
宗
は
寛
永
元
年
は
在
国
、
寛
永
三
年
は
在
京
で
あ
り
、
家
光
は

寛
永
三
年
七
月
十
二
日
に
京
都
に
向
か
っ
て
江
戸
を
発
っ
て
い
る
。
文
中
に
「
奈
良
酒
十
樽
」
と
あ
る
こ
と
も
、
決
定
的
で
は
な
い
が
こ
の
年

代
推
定
を
支
え
て
く
れ
よ
う
。

[
御
内
書
M
A

〕
(
伊
達

2
)

(
忠
世
)

為
鷹
野
見
廼
、
小
袖
五
被
相
送
之
、
歓
然
之
至
候
、
猶
酒
井
雅
楽
頭
可
申
候
、
謹
言
、

三
丹
七
日
家
光
(
花
拝
影
A
)

(
伊
達
政
宗
)

他
台中

納
言
私

こ
の
梅
内
書
も
、
影
写
本
で
原
本
は
な
い
。
年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ら
寛
永
四
年
以
降
寛
永
八
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
本
文
に
「
為
鷹
野

見
廼
」
と
あ
る
の
に
注
目
す
る
と
、
家
光
が
こ
の
間
こ
の
時
期
に
鷹
野
に
出
か
け
た
の
は
寛
永
七
年
と
八
年
の
二
度
あ
れ
ソ
、
七
年
は
二
月
二
十
四



日
江
戸
を
発
ち
二
一
丹
二
日
に
帰
還
、

八
年
は
二
月
十
八
日
に
江
戸
を
発
ち
三
月
三
日
に
婦
還
し
て
い
る
が
、
こ
の
日
程
か
ら
は
ど
ち
ら
の
年
の
も

の
か
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
お
、
政
宗
は
、
寛
永
七
年
三
月
は
在
江
戸
、
寛
、
水
八
年
三
月
は
在
国
で
あ
る
c

[
御
内
書
お
〕
(
伊
達
3
)

(
忠
世
)

就
従
日
光
令
還
府
、
被
差
越
使
者
、
殊
鶴
三
橋
一
一
箱
井
明
樽
被
相
贈
之
、
誠
被
入
念
之
段
、
歓
悦
之
至
候
、
猶
酒
井
雅
楽
頭
可
申
候
、
謹

一口、五
号

伯函十
中台津図

的 EF
言)家

ih 光

花
押
jjt; 

A 

こ
の
御
内
書
も
、
影
写
本
で
あ
り
原
本
は
な
い
が
、
そ
の
注
記
に
「
寛
、
水
五
年
五
月
十
四
日
従
大
猷
院
様
中
続
三
一
口
政
宗
公
江
被
下
候
御
書
、
依

従
日
光
御
還
・
一
市
以
御
使
者
鶴
三
精
一
箱
井
御
酒
披
献
之
也
」
と
あ
り
、
寛
、
水
五
年
の
も
の
と
す
る
。
年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ら
か
ら
こ
の
御
内
書

は
寛
、
水
四
年
以
韓
寛
永
八
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
文
頭
に
「
就
従
日
光
令
還
府
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
と
、
こ
の
記
述
に
一
致
す

る
年
は
、
寛
永
五
年
、
再
六
年
が
あ
り
、
還
御
の
日
は
寛
永
五
年
が
五
月
一
目
、
寛
永
六
年
が
四
月
二
十
一
日
で
あ
る
。
さ
ら
に
文
中
に
「
被
差

越
使
者
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
政
宗
は
在
府
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
政
宗
の
居
所
を
み
て
み
る
と
、
寛
永
五
年
五
月
は
在
江

戸
、
六
年
五
月
は
昌
一
元
で
あ
り
、
本
御
内
書
は
寛
永
六
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

(
御
内
書
お
〕
(
伊
達
4
)

(
忠
世
)

為
者
信
、
精
一
箱
被
桔
送
之
、
毎
事
色
々
被
入
念
之
段
、
欣
然
之
至
候
、
猶
酒
井
雅
楽
頭
可
申
候
也
、
謹
ニ
一
一
口
、

五
月
廿
五
日
家
光
(
花
押
影
)

三
五



一一プ六

(
伺
伊
達
政
宗
)

伯
台中

納
言
ゐ

こ
の
御
内
書
も
、
影
写
本
で
あ
り
原
本
は
な
く
、
そ
の
注
記
に
「
寛
、
水
八
年
五
月
廿
五
日
従

大
獣
院
様
中
納
言
政
宗
公
江
被
下
扶
御
書
、
依

精
一
箱
被
献
之
也
」
と
あ
り
、
寛
永
八
年
の
も
の
と
す
る
。
年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ら
寛
永
田
年
以
降
寛
永
八
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
「
為
音

信
」
と
あ
る
こ
と
よ
り
、
政
宗
は
在
国
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
間
の
在
国
は
寛
永
四
年
、
六
年
、
八
年
の
三
度
あ
り
、
政
宗
の
居
所
か
ら
は
年

を
特
定
で
き
な
い
。

[
御
内
書
幻
〕
(
伊
達
5
)

(
忠
世
)

其
国
之
巣
鶴
三
兄
鶴
一
一
到
来
、
自
愛
候
、
将
又
鉄
砲
之
鶴
被
送
之
、
時
分
珍
相
覚
候
、
猶
酒
井
雅
楽
頭
可
述
候
也
、
謹
一
言
、

六
月
十
八
日
家
光
(
花
押
A
)

(
伊
達
政
宗
)

仙
台中

納
言
ゐ

こ
の
御
内
書
は
「
伊
達
家
文
書
』
三
二
九
五
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
年
代
推
定
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
年
代
推
定

の
諸
前
提
か
ら
寛
永
九
年
以
蜂
寛
永
十
一
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
為
者
信
」
と
あ
る
こ
と
よ
り
、
政
宗
は
在
国
と
考
え
ら
れ
、
こ

の
間
六
月
の
在
国
は
寛
永
十
年
以
外
に
は
な
く
、
本
御
内
書
は
寛
永
十
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

〔
御
内
書
お
)
(
伊
達
6
)

し
は
舟
の
か
う
お
く
り
た
ま
ハ
り
、
め
つ
ら
し
く
怠
候
、
万
事
ね
ん
の
被
入
心
さ
し
の
と
お
り
、
祝
着
事
候
、
恐
々
謹
言
、

正
せ函月
ん云十
....-~・----'--
1，-f弄ノ、

い 達日

三交
花
押



家光花押御内書(その他}

NO 年 司1=1王 月 E 書 出 し 尊 末 名乗り 京 花押 奉者 宛 名
上杉 1 (寛永4カ5) 11 7 為年頭之嘉儀太刀一腰 到 也 ナシ 原 花拝 雅楽 米沢少;持h..

上杉 2 {寛永5-8) 51 4 為端午之嘉兆黄金十湾 至3i主 ナシ 原 A 雅楽 米沢少将み

上杉 3 (寛永3カ) 91 8 為重陽之嘉儀黄金十両 到 也 ナシ 京 花押 雅楽 米沢少将h..

上杉 4 (寛永3-8) 10 7為音信白鳥到来傾入侯 z到 也 ナシ Bま在押 雅楽 米沢少将h..

上杉 5 (寛永3-8) 12 28 為歳暮之慶事黄金十両 到 せ!iナシ 原 A 雅楽 米沢少将み

佐竹 I (寛永4) 10 5初種之葉鷹裂来政覚候 歪日 m ナシ 原 47X73 雅楽 秋田中将み

{左竹 2 〈寛永8) ⑬ 24 為音信白鳥二鮭二十尺 歪Ij 也 ナシ 京 A 雅楽 秋田中将み

前回 l {寛永1) 11 7就移徒使者殊為祝議太 被 長室 家光 写 手3 雅楽 加賀宰相殿

前ffiZ (寛永3-8) 91 8 ~重陽之嘉議小袖二重 被 謹 家光 写 花搾 雅楽 畑賀〉中納言穀
j駿汚 1 (寛永2) 11 21 就入国松平壱岐守被差 事会 五重 家光 写 雅楽 中納言殿

表12

中
納
言
弘

こ
の
自
筆
御
内
書
は

『
伊
達
家
文
書
』

一
一
九
一
に
収
艇
さ
れ
、
寛
永
十
二
年
の
も
の
と
さ
れ
て
い

る
。
「
し
は
舟
の
か
う
」
を
政
宗
が
家
光
に
送
っ
た
こ
と
に
対
す
る
家
光
の
自
筆
の
礼
状
で
あ
り
、

「寛

注. I上杉家文書JI佐竹文書Jr加賀藩史料jI古蹟文霞Ji東武実録jにより作成。

の
政
宗
の
項
に
「
同
(
寛
永
)
十
二
年
正
月
十
六
日
、
柴
訟
と
い
ふ
名
香
の
伽
羅
を

(
家
光
)

た
て
ま
つ
る
と
き
、
将
軍
家
か
た
じ
け
な
く
も
御
自
筆
の
侮
書
を
な
し
く
だ
さ
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

永
諸
家
系
国
伝
』

こ
の
御
内
書
は
寛
永
十
二
年
の
も
の
で
あ
る
。

[
御
内
書
お
]

(
伊
達
7
)

(
科
勝
)

薦
野
道
服
到
来
候
、
其
方
被
工
之
由
、
珍
栢
覚
欣
入
候
、
猶
土
井
大
炊
頭
可
述
候
也
、
謹
一
ゴ
一
口
、

正
他孟月

中台達廿
納竺九
言三日
ゐ 家

光

花
押

こ
の
御
内
書
は

「
品
伊
達
家
文
書
」

一
九
二
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
年
代
推
定
は
な
さ
れ
て
い
な

ぃ
。
奉
者
が
土
井
利
勝
で
あ
る
こ
と
と
政
宗
の
死
が
寛
永
十
三
年
五
月
二
十
四
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

寛
永
十
二
年
あ
る
い
は
寛
永
十
三
年
の
も
の
で
あ
る
。

-L.. 
ノ、、

上
杉
家
文
書

上
杉
家
文
書
に
は
、
家
光
の
将
軍
時
代
、
そ
の
花
押
が
据
え
ら
れ
た
御
内
書
が
五
通
残
さ
れ
て
い
る

(
表
立
)
。

い
ず
れ
も
寛
永
三
年
八
月
十
九
日
に
少
将
に
任
じ
ら
れ
た
上
杉
定
勝
宛
の
も
の
で
あ
る
。
上

三
七



三
八

杉
4
を
除
い
て
恒
例
の
御
内
書
で
あ
り
、
前
記
の
条
件
以
上
年
代
を
推
定
す
る
手
段
が
な
い
。
ま
た
、
上
杉
4
に
つ
い
て
も
現
状
で
は
年
代
を
こ

れ
以
上
特
定
で
き
な
い
。

七

佐
竹
家
文
書

佐
竹
家
の
文
書
を
保
管
し
て
い
る
千
秋
文
庫
に
は
、
家
光
の
花
押
が
据
え
ら
れ
て
い
る
文
書
が
二
通
あ
る

(
表
ロ
)
。
間
十
月
二
十
四
日
付
御

内
書
(
佐
竹
2
)
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

〔
御
内
書
お
〕
(
佐
竹
2
)

(
忠
世
)

為
音
信
、
白
鳥
三
鮭
三
十
尺
到
来
、
遠
路
個
憲
之
至
歓
悦
候
、
猶
酒
井
雅
楽
頭
可
申
候
塩
、

国
十
月
廿
西
日
(
花
押
A
)

(
佐
竹
義
宣
)

秋
田
中
将
み

こ
の
御
内
書
は
酒
井
忠
世
が
奉
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
元
和
九
年
以
降
寛
永
十
一
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
間
、
宛
名
の
「
秋
田
中
将
」
に

該
当
す
る
人
物
は
、
寛
永
三
年
八
月
二
十
九
日
従
四
位
上
中
将
に
叙
任
し
た
佐
竹
義
宣
を
お
い
て
ほ
か
に
は
な
く
、
寛
永
十
年
一
月
二
十
五
日

に
江
戸
で
死
去
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
御
内
書
発
給
年
は
、
寛
永
三
年
以
降
寛
永
九
年
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
こ
の
間
、
間
十
月

の
あ
る
年
は
寛
永
八
年
の
み
で
あ
り
、
本
御
内
書
は
寛
永
八
年
の
も
の
と
確
定
す
る
。

(
御
内
書
担
]
(
栓
竹
1
)

(
忠
世
)

初
種
之
黄
薦
到
来
、
欣
覚
候
、
猶
酒
井
雅
楽
頭
可
述
侯
塩
、

十
月

秋#;五
田竹日
中 空 (
将竺花
乏に 押



こ
の
御
内
書
は
宛
名
に
「
秋
田
中
将
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
寛
永
三
年
以
降
寛
永
九
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
文
頭
に
「
初
種
之
黄
鷹
到
来
」

と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
義
宣
が
将
軍
家
光
に
薦
を
献
上
し
た
記
事
を
義
宣
の
家
臣
で
あ
る
梅
津
政
景
の
日
記
か
ら
拾
っ
て
行
く
と
寛
永
四
年

(
諮
問
秀
志
・
家
光
)

両
上
様
へ
御
進
上
」
の
記
事
に
行
き
当
た
る
。
義
宣
が
将
軍
に
薦
を
送
っ
た
記
事
は
他
に
も
多
く

九
月
十
八
日
条
に
「
初
草
若
弟
鷹
仁
つ

み
ら
れ
る
が
、
「
初
種
」

11 

「
初
草
」

の
「
黄
鷹
」

11 

「
若
弟
鷹
」
と
の
対
応
を
み
せ
る
の
は
こ
れ
以
外
に
は
み
あ
れ
ず
、
両
者
の
記
事
を
対
応

し
た
も
の
と
見
倣
せ
ば
、
本
御
内
書
誌
寛
永
四
年
の
も
の
と
な
る
。

八炉

前
田
和
常
宛
の
御
内
書

(
表
ロ
)
。
前
田
利
常
は
一
冗
和
元
年
間
六
月

十
九
日
に
参
議
、
完
永
三
年
八
月
十
九
日
に
従
三
位
中
納
言
に
昇
進
し
、
寛
永
十
六
年
六
丹
二
十
日
に
致
仕
し
た
。

前
田
利
常
宛
の
御
内
書
は
わ
ず
か
二
通
し
か
知
る
こ
と
は
で
き
ず
、
し
か
も
い
ず
れ
も
写
で
あ
る

(
御
内
書
認
]
(
前
田
1
)

(
忠
世
)

就
移
徒
、
使
者
、
殊
為
祝
儀
太
万
一
腰
馬
代
黄
金
三
十
両
被
相
送
之
、
吹
然
此
事
候
、
尚
酒
井
雅
楽
頭
可
申
候
、
謹
言
、

十
一
月
七
日
家
光
判

(
比
例
由
利
常
)

加
賀
宰
相
殿

こ
の
御
内
書
は
、
奉
者
が
忠
世
で
あ
る
こ
と
と
利
常
の
中
納
言
任
古
の
時
期
か
ら
一
冗
和
九
年
以
降
寛
永
二
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ

ば
文
頭
の
「
就
移
徒
」
は
、
寛
永
元
年
十
一
月
三
日
に
江
戸
城
西
丸
か
ら
本
丸
へ
の
家
光
の
移
徒
以
外
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
御
内

書
は
寛
永
一
元
年
の
も
の
と
な
る
。

前
田
2
は
、
奉
者
が
忠
世
で
あ
る
こ
と
と
中
納
言
の
書
札
札
と
か
ら
寛
、
水
三
年
以
降
寛
永
八
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。三

九



四
O 

九

徳
川
忠
長
宛
の
錦
内
書

(
御
内
書
お
]
(
駿
河
1
)

(

正

朝

)

(

忠

世

)

就
入
国
、
松
平
壱
岐
守
被
差
越
、
殊
鷹
ノ
馬
三
蜜
柑
三
桶
送
給
之
、
欣
悦
此
事
候
、
猶
酒
井
雅
楽
頭
可
申
候
、
謹
一
言
、

(
家
光
)

御
誇

十
中福一
納品月
言吾廿
殿5 ー

日

こ
の
御
内
書
は

『
東
武
実
録
」
に
寛
永
二
年
徳
川
忠
長
宛
の
も
の
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る

(
表
ロ
)
。
こ
の
点
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
年
代

推
定
の
諸
前
提
か
ら
元
和
十
年
以
捧
寛
永
八
年
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
忠
長
の
中
納
言
任
官
が
元
和
九
年
七
克
二
十
七
吾
、
大
納
言
昇
進
が
寛
、
水

三
年
八
月
十
九
日
で
あ
る
こ
と
よ
り
、
寛
永
二
年
以
前
の
も
の
と
な
る
。
本
文
に
「
就
入
国
」
と
あ
る
こ
と
と
「
幕
府
幹
胤
伝
」
に
「
同
(
寛

永
)
二
年
乙
丑
十
月
一
日
、
初
御
暇
、

O
十
二
日
、
江
戸
発
禁
、

O
十
七
日
、
駿
府
御
入
部
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
御
内
書
は
寛
永
二
年
の

も
の
と
推
定
さ
れ
る
。O 

徳
川
頼
宣
宛
の
御
内
書

「
権
現
様
台
徳
毘
様
大
猷
院
様
御
内
書
写
」
(
「
御
内
書
写
」
と
略
称
)
に
は
、
家
光
が
将
軍
と
な
っ
て
以
降
の
御
内
書
一
一
人
通
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。
表
日
は
そ
の
一
覧
で
あ
る
。
以
下
、
銅
山
々
の
御
内
書
に
つ
い
て
年
代
推
定
を
行
う
が
、
諸
前
提
以
外
に
そ
の
根
拠
の
な
い
も
の
は
表
に

そ
の
推
定
年
代
を
記
す
に
止
め
た
。
た
だ
、
大
納
言
時
代
の
薄
札
化
の
画
期
に
つ
い
て
ま
ず
明
ら
か
に
し
、
頼
宣
の
寛
永
三
年
八
丹
十
九
日
の
参

議
か
ら
中
納
言
へ
の
昇
進
の
事
実
と
と
も
に
、
年
代
推
定
の
前
提
に
加
え
て
お
く
。

表
時
の
尊
敬
表
現
の
欄
に
示
し
た
よ
う
に
「
欣
熱
之
至
侯
」
「
欣
然
至
候
」
「
欣
然
此
事
候
」
と
い
っ
た
表
現
と
単
に
「
欣
然
候
」
と
い
う
表
現



表13 家光花押梅内書(紀伊)

番号 年 i} 月 日 書 出 し 尊 末 奉者 宛 名
紀{弄 i (寛永2) 8 為陽春之嘉祥被差越安 奇弁i兎此事 1 謹 雅楽 (紀伊〉中執百殿

紀伊 2 (寛永2) 3 6 為溝野見廻使者殊小袖 欣悦之至 三重 雅楽 I<紀開〉中納言殿

紀伊 3 (寛永1-3) 。3 為端午之嘉犠維子単物 欣然之至 j重
雅来 |即 日

紀伊 4 (寛永1-3) O 3 為端午之嘉儀雄子単物 欣黙之至 三重 雅楽 〈紀伊〉中納言殿
紀伊 5 (寛永1-3) ::> 4 為端午之嘉儀雑子単物 欣黙之至 i童 雅楽 〈産自弄〉中納百殿

紀伊 6 (寛iId-3) 7 6 為生克玉嘉儀黄金十再 欣然之至 三重 雅楽 〈紀ffr>中納言殿
紀伊 7 (寛永1カ2) 7 8 為生見玉之嘉祝{吏者殊 欣然之至 謹 i雅楽 〈紀伊〉中綿弓殿

紀{予 8 (寛永2) 71231就自日光下向使者殊更;欣然之至 謹雅楽 〈紀罰〉中納言殿

紀f者9 (寛永1) 8 5 就所労本復使者殊一種 欣黙之至 謹!雅楽 〈紀f予〉中納言殿
紀伊10(元和9-寛永3) 8寺 6 為八期之嘉儀太万一腰 欣然之至 謹'雅楽 〈紀伊〉中納百殿

意己{予11 (完永iカ2) 8118 就今室御成之儀{走者殊 欣然之至 三重 雅楽 〈紀伊〉中納言殿

紀伊12(冗手口9-寛永2) 9 7 為重揚之嘉儀小袖二重 吊;然至 三重 雅楽 〈紀伊〉中納言殿

紀研13(冗和9-寛永2)1 9 7 為重陽之嘉兆小抽二重 欣然之至 謹 雅楽 く紀{弄〉中執言殿

紀伊14(元手日9-寛永2) 9 8!為重;揚之嘉兆小袖二重 欣黙之至 j董 雅楽 (紀伊〉中納言殿

紀南15(疋手口9-寛永2)11 4 就今度色々拝領之議被 欣然之至 言華 雅楽 〈紀伊〉中納言殿

紀伊国 (寛永1) 11 7 就移{走{吏者殊為祝議太 欣然之至 謹!雅楽 〈紀伊〉中納言殿

紀ffr17(元手口9-寛永2)11 11 矢冒二嵐二双井神奈河打;欣然此事 謹 i雅楽 〈紀摂〉中納言殿

紀伊18(正和9-寛永2)十 11 18 今安安藤帯万所労手速欣然之至 謹雅楽 く紀伊〉中納言殿

紀伊19(jじ手口9-寛永2)12 フ 為!鷲野見廼徒者小袖 !欣然之至 謹 i雅楽 く紀伊〉中綿昌殿

紀伊20(JcfD9-寛永2)12 161鷹之鶴被梧送之主以懇'欣摂此事 戸主 雅楽 〈紀{晋〉中執百殿

紀伊21 (元和9-寛永2)12 21 鷹之鶴被椙送之遠境懇 敢然此事 j華 雅楽 〈紀摺〉中約百殿

紀伊22(冗;和9) 12 231為今度姫宮御誕生之祝
欣悦至之至

雅楽 く紀明〉中納昌殿

紀伊23(冗手口9-寛永2)12 25 為義暮之祝儀小袖二重 厚意 雅楽 〈紀f弄〉中納言殿

紀伊24(正和9-寛永2)112 26 為歳暮之嘉儀小袖二重 欣悦至 言主 雅楽 〈紀摂〉中納言殿

紀伊25(元手口9-寛永2)112[ 28 為議暮之嘉犠小袖三重厚意之至 謹 l 雅楽<紀南〉中納言殿

紀f]J26{寛永1) 日3 今度 条普議之議被入謹 jナシ!〈紳

紀伊27(寛永4-9) 7 為改年之嘉儀太万一腰欣然之至 謹 雅楽 〈紀f科大納言殿

紀伊28(寛永4-9) 11 13 為改年之嘉儀太万一腰 i歓然之至!謹:雅楽川紀伊〉大納百殿

紀伊29{寛永4カ6カ8) つ 7 就今度勢丹i鷹野鶴一羽|欣然此事 謹 i雅楽 く紀伊〉大納言殿

紀伊30(寛永4カるカ8 2 91 ~事之鶴被椙送之遠路之欣然北事 謹雅楽 く紀伊〉大納昌殿

紀伊31 (完永4-8) 3 71為鷺野見廼小福五被桔 l 歓然之至 長童 雅楽 〈紀f科大納百殿

紀伊32(寛永4-8) 5 3 為蒲範之嘉議維子単物 欣然之至 長室 雅楽 く紀伊〉大納言殿

紀伊お|(寛永4-8) ::> 4 為蒲節之祝詞雑子単物 欣然之J至 護 雅楽 〈紀伊〉大納言殿

014 為端午之視犠雑子単物 欣然之至!謹 雅楽 く紀研)大納言殿紀伊341(寛永4-8)

紀伊351(寛永4-8) 5! 4 為端午之祝儀雑子単物 欣 然 之 至 謹 雅 楽 く紀情〉大納長殻

紀伊36(寛永4-8) 51 4 為端午之慶事雑子単物欣然至 !謹 i雅楽パ紀{予〉大納言殿

紀伊37(寛永4) 6113 為号、倒見廼早々被指越 i欣然之至 i謹;雅楽(紀伊〉大納言殿

紀伊38(寛永4-8) 7 8 為七夕之嘉議黄金十両欣然之至 謹雅楽 〈紀伊〉大縞昌殿

紀伊39{寛永ふ8) 71 9 為七夕之慶事黄金十両!欣然之至:謹:雅楽 I<紀情)大納言殿

[弓 紀伊40(寛永4カ) 7119 今度為所労昆廻震々被 政然此事 五重 雅奈 く紀南〉大納言殿

紀伊41 ! 8 1 為八朔之嘉議太万一腰 欣然之至 刃，tJ;与L、 雅楽 く紀{芳〉大納昌殿

紀伊42(寛永5カ) 8! 7 今度路次中蕪異儀就帰 欣然此事 ;重 雅奈 〈紀情〉大納言穀

紀伊43(寛永3-6カ8) 9! 7 為重陽之嘉拝IJ、袖二重 欣然之至 謹ふ雅楽<紀伊〉大納言殿

紀伊44〈寛永3-6カ8) ラi 8 為重陽之嘉視小袖一二重 歓然之至 謹 雅楽 〈紀情)大納言殿

紀伊45〈寛永3-6カ8) 9: 8 為重陽祝儀小抽二重被 欣税至 謹 雅楽 〈紀伊〉大納言殿

紀伊46{寛永3-6カ8) 9 81為重陽之嘉議小袖二重!欣然之至(謹 i雅楽 〈紀f弄〉大納昌殿

紀伊47〈寛永3・5カ7) 11128 於其国之留{長黄完鷹一政然之至 謹 雅楽 〈紀伊〉大納言殿

紀伊48(寛永3-8) 11129 若兄罵一居被相送之自|自愛此事:を謹¥雅楽川|紀摂〉大納言殿
紀伊49〈寛永3-8) 121 9 事之鶴被栢送之口悟意欣黙止と事 j謹 雅楽 〈紀研〉大納昌殿



紀伊50〈寛永3-8) 12 161鷹之鶴送給之欣数此事 欣然此事 言董 雅楽 〈紀伊〉大納言殿

紀伊51 (寛永3-8) 12 24 為歳暮嘉儀小枯二重被 喜悦之至 j重 雅楽 (紀南〉大結言殿

紀伊52〈寛永3-8) 12 24 為歳暮之嘉儀小袖二重 喜悦之至 自重 雅楽 〈紀伊〉大納言殿

紀伊53〈寛永3-8) 12 24 為歳暮之嘉儀IJ、袖二重 歓悦之至 謹 雅楽 〈紀情〉大納言殿

紀伊54〈寛永7) 12 27 長福丸当地参府之儀寒 之至欣悦 三重 雅楽 〈紀伊〉大納昌殿

紀伊55(寛永3-8) 12 28 為歳暮之嘉儀小福二重 欣然之至 i草 雅楽 (紀閉〉大納百殿

紀伊56(寛永3-8) 12 28 為歳暮之嘉犠小袖二二重 欣然此事 j重 雅楽 〈紀伊〉大耕昌殿

紀伊57(寛永9・11) 5 3 為端午之嘉祝雄子単物 欣悦 謹 雅楽 〈紀伊〉大納言殿

紀伊58〈寛永9-11) 5・ 3 為端午之祝儀峰子単物 欣然 ー董 雅楽 〈紀伊)大納言殿

紀伊59(寛永9-11) 5 4 為端午之祝儀雑子単物 欣然 2重 雅楽 〈紀伊〉大納言殿

紀伊60(寛永11) 8 4 就上洛被差越使者殊梨 謹 雅楽 (紀研〉大柄百殿

紀伊61 (寛永9カ10) 8110 就亀山作事於被地材木 欣魚 謹 雅楽 〈紀情〉大輪百殻

紀伊62(寛永9カ10) 9 7 為重陽之慶事小袖二重 歓然 謹 雅楽 〈紀伊〉大納言殿

紀伊63 (寛永9カ10) 12 27 為歳暮之祝儀小撞二重 歓然 三重 雅楽 〈紀伊〉大納言殿

紀伊64(寛永9カ10) 12 27 為歳暮之祝儀小撞二重 欣然 三重 雅楽 〈紀摂〉大納言殿

紀伊65(寛永12-21) 5 3 為端午之佳祝雑子単物 欣熱 謹 大炊 〈紀南〉大納言殻

紀伊66(寛永12-21) 二〉 3 為端午之佳事維子単物 欣黙 五重 大炊 〈紀南〉大納昌殿

紀伊67(寛永12-21) 。3 為端午之佳事椎子単物 欣黙 謹 大炊 〈紀伊〉大納言殿

紀1吾68(寛永12-21) 5 3 為端午之嘉祥雄子単物 欣然 謹 大炊 〈紀伊〉大納昌殿

紀伊ω(寛永12-21) 5 3 為端午之祝儀維子単物 歓然 長重 大炊 〈紀摂〉大納言殿

紀伊70(寛永12-21) 5 3 為端午之祝儀雑子単物 欣黙 謹 大炊 〈紀摂〉大納言殻

紀伊71 (寛永12・21) 5 3 為端午之祝犠椎子単物 欣然 三重 大炊 〈紀伊〉大納言殻

紀伊72(寛永12-21) O 3 為端午之嘉議雄子単物 孜然 i i謹 大炊 〈紀伊〉大納言殿

紀伊73(寛永12-21) b 3 為端午之嘉長雄子単物 欣黙、 三重 大炊 〈紀伊〉大納昌殿

紀伊74(寛永13) 9 1 就婦国被差越使者歓悦 珍重 j董 大炊 〈紀罰〉大納言穀

紀伊75(寛永11・20) 9 7 為重揚佳視小禎二重被 欣黙 言童 大炊 〈紀伊〉大納昌殿

紀伊76(寛永11-20) 9 7 為重揚之祝最小袖二重 華文悦 謹 大炊 〈紀伊〉大納言殻

紀情77(寛永11-20) 9 7 為重揚之礼節小袖二重 款黙 己主 大炊 〈紀伊〉大納言殻

紀伊78(寛永11-20) 9 7 為重揚之祝{義IJ、袖二重 歓'1覚 三重 大炊 〈紀伊〉大納昌殿

紀研79(寛永11-20) 9 7 為重湯之嘉祥小袖二重 欣黙 j重 大炊 沼田科大納言穀

紀伊80(寛永11-20) 9盆 7 為重楊之f圭税小袖二重 歓j兎 言重 大炊 く紀研〉大稲吉穀

紀情81 (寛永11-20) 9 8 為重揚之嘉{義小袖二重 款然 謹 大炊 〈紀指〉大納言殿

紀伊82(寛永11-20) 9 8 為重揚之祝議小袖二重 教悦 謹 大炊 〈紀伊〉大納言殿

紀伊83(寛永11・20) 9 8 為重揚之農事小袖二重 秩然 i華 大炊 〈紀伊〉大納昌殿

紀南84(寛永11-20) 9 8 為重陽之祝議小袖二重 欣熱 長重 大炊 〈紀明〉大納昌殿

紀伊85(寛永11-20) 9110 於其国就令出来黒馬被 欣然 言重 大炊 〈紀伊〉大縞昌殿

紀伊86(寛永12) 12 G 薦之白鶴被相送扶於其 校悦 j董 大炊 く紀指〉大納言殿

紀伊87(寛永11-20) 12 27 為議暮嘉議IJ、袖二重被 政然 三重 大炊 く紀伊〉大納言穀

紀伊88(寛永11・20) 12 27 為議暮佳節小袖二重被 攻然 謹 大炊 〈紀伊〉大納言殿

紀研89(寛永11-20) 12 27 為議暮{圭慶小袖二重被 欣境 言董 大炊 〈紀伊〉大納言殿

紀伊90(寛永11-20) 12 27 為議暮嘉儀小袖二重被 設然 j董 大炊 紀伊大納昌殿

紀伊91 (寛永11-20) 12 27 為議暮之提議IJ、袖二重 欣i覚 三重 大炊 く紀伊〉大納昌殿

紀{者92 (寛永11-20) 12 27 為議暮{圭擾小袖二重被 歓悦 言董 大炊 〈紀伊〉大納言殿

紀伊93(寛永11-20) 12 28 為議暮{圭鋭小袖二重被 歌然 三重 大炊 〈紀伊〉大納昌殿
四

紀伊94(寛永11-20) 12 28 為議暮之祝議Ij、袖二重 歓撹 言童 大炊 〈紀伊〉大納言殿

紀摂95(寛永11-20) 12 28 為歳暮嘉祥小袖二重被 教黙 i重 大炊 く紀伊〉大納昌殿

紀{弄96(正保2-慶安3) 5 3 為端午之提議雑子単物 欣然 員重 讃岐 〈紀伊〉大納言殿

紀{弄97(正保2-慶安3) 5・ 3 為端午之嘉議雄子単物 政然 謹 讃岐 く紀伊〉大納昌殿

紀f者ヲ8 (正保2-慶安3) 5 3 為端午之嘉議雄子単物 欣然 j重 讃岐 〈紀伊〉大納言殿

紀伊99(正{呆2-慶安3) 5 3 為端午之慶儀雑子単物 歓然 j蔓 讃出支 〈紀伊〉大納言殿

紀伊100(正課2-慶安3) 5 3 為場午之嘉議雄子単物 欣然 i重 讃岐 く紀伊〉大納昌殿

紀f弄101(正保2-慶安3) 。3 為端午之祝詞雄子単物 吹然 己主 讃岐 〈紀伊〉大納言殿



紀ffr102(寛永21・慶安3)1 91 z 為重陽之嘉祝小袖三重 欣然 三重!讃岐 〈紀静〉大納言殿

紀閉103(寛永21-慶安3) 9 7 為重i湯之嘉祥小袖二重 欣黙 謹:讃岐 〈紀南〉大納言殿

紀伊104(寛永21-塵安3) 91 7 為重i湯佳箆ノト樟二重被 欣然 J童 讃副支 〈紀伊〉大納討殿

紀伊1051(寛永21-麗安3) 7 為重陽嘉祥小袖二重被 i欣黙 謹 讃岐 〈紀明う大納百殿9 

讃岐! (紀伊〉大納言官交紀伊1061(寛永21-慶安3) 9 7 為重陽之祝儀小植二重 1歓然、 j主

紀伊107(寛永21-慶安部 9 7 為重陽之祝儀小槌二重|欣然 謹 讃岐 〈紀伊)大納言殿

紀伊108(寛永21-襲安3)1 9 7 為重陽之祝儀小祐二二重 歓黙 三重 !讃岐 〈紀伊)大納言殿

紀明109(寛永7) 9 8 為重陽之嘉{義小袖二重 欣然此事 謹 讃岐 〈紀f者〉丈納言殿

紀伊110(正保1-慶安3) 12 27 為歳暮之佳事小袖二重 欣然 謹 ji賛岐 〈紀{弄〉大納百殿

紀伊111(正保1-妻安3) 12 27 為歳暮祝儀小袖二重被 欣然 謹 I a費出支 〈紀伊〉大納言殿

紀伊112¥(正保L襲安3) 12 271為歳暮佳祥小槌三重被 欣然 三重 讃岐 〈紀伊〉大縞言殿

紀伊113(正保1-襲安3) 12 271為歳暮祝儀小融二重被 i歓黙 : 三重 讃岐(紀伊〉大納百殿

紀{予114(正保1-襲安3) 12 27 為歳暮之祝儀小福二重 欣然 謹 讃披 〈紀伊〉大約百殿

紀伊115(正保1-襲安3) 12 27 為歳暮之礼節小極二二重 欣黙 謹 讃披 〈紀伊〉大納言殿

紀伊116{寛永13) 11 1吾冬於勢丹、!~車場少遇杏 恐 iナシ 〈紀伊)大納言殿

紀伊117(寛永13) 9114 安藤飛騨守令死去之由 謹:ナシ 〈紀伊〉大納百殿

紀伊118{寛永13) 11! 19 修理事俄煩出死去不友 謹 iナシ 〈紀伊〉大納言殿

と
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
頼
宣
が
中
納
言
時
代
の
も
の
は
す
べ
て
「
之
主
候
」
「
i

此
事
候
」

で
あ
り
、
奉
者
が
土
井
和
勝
の
も
の
す
べ
て
が
「
i

之
至
候
」
「
此
事
候
」

の
表
現
は
な
く
、
薄
礼
化
し
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
忠
世
が
奉
者
で
あ

り
頼
宣
が
大
納
言
と
な
っ
て
以
降
の
い
ず
れ
か
の
時
期
に
、
頼
宣
に
対
す
る
書
札
礼
が
薄

札
化
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
そ
れ
は
い
つ
か
。
中
納
言
宛
・
少
将
宛
の

書
札
礼
の
薄
礼
化
が
寛
永
九
年
一
月
二
十
四
日
の
秀
忠
の
死
去
を
機
に
生
じ
た
こ
と
に
注

目
す
れ
ば
、
大
納
言
で
あ
る
頼
宣
へ
の
書
札
礼
の
薄
礼
化
も
こ
の
と
き
に
生
じ
た
と
考
え

る
こ
と
は
十
分
に
妥
当
性
を
持
ち
得
る
で
あ
ろ
う
。
現
に
、
大
納
言
宛
、
奉
者
が
忠
世
、

尊
敬
表
現
が
「
欣
然
候
」

の
端
午
の
御
内
書
は
三
通
、
大
納
言
宛
、
奉
者
が
忠
世
、
尊
敬

表
現
が
「
欣
黙
候
」

の
重
陽
・
歳
暮
の
御
内
書
は
各
二
通
と
、
寛
永
九
年
に
書
札
礼
が
薄

礼
化
し
た
と
す
る
と
き
発
給
可
能
な
通
数
と
一
致
す
る
。
ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
重
陽

の
御
内
書
が
忠
勝
が
奉
者
と
な
っ
て
以
降
に
発
給
可
能
な
数
よ
り
一
通
多
い
こ
と
を
指
摘

し
た
が
、
表
口
に
示
し
た
よ
う
に
、
紀
脱
の
み
が
「
欣
然
此
事
」
と
尊
敬
表
現
を
用
い
て

注. I御内書写jにより作成。

お
号
、
こ
の
御
内
書
を
寛
永
七
年
の
も
の
と
す
る
こ
と
で
問
題
は
解
消
す
る
つ

[
御
内
書
出
)

(
紀
伊

1
)

(
夜
次
)

為
陽
春
之
嘉
祥
、
被
差
越
安
藤
帝
万
、
殊
太
万
一
腰
馬
代
黄
金
三
拾
両
被
相
送
候
、

(
忠
世
)

実
欣
悦
此
事
候
、
猶
酒
井
雅
楽
頭
可
申
候
、
謹
二
一
一
口
、

正
月
J¥ 
5 

家
光
御
室
田
判

四



四
回

紀孟
伊泊

中空
納三

殿

こ
の
御
内
書
は
、
年
代
誰
定
の
諸
前
提
よ
り
元
和
十
年
(
寛
永
元
年
)
以
降
寛
永
三
年
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
本
文
に
「
被
差
越
安
藤
帯
万
」

と
あ
る
こ
と
よ
号
、
頼
宣
は
在
国
で
あ
る
。
こ
の
間
の
頼
宣
在
国
は
寛
永
二
年
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
御
内
書
は
寛
、
水
二
年
の
も
の
で

あ
る
。

[
御
内
書
お
]
(
紀
伊
2
)

(
忠
霊
)

為
鷹
野
見
舞
、
使
者
、
殊
小
袖
五
被
相
送
之
、
実
欣
悦
之
至
候
、
猶
酒
井
雅
楽
頭
可
申
候
、
謹
言
、

月
紀孟六
伊泊日

中空
納三家
言光
殿 御

三主

判

こ
の
御
内
書
は
年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ら
元
和
十
年
以
降
寛
永
三
年
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
本
文
に
「
為
鷹
野
見
舞
使
者
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

頼
宣
は
在
国
で
あ
る
。
こ
の
間
の
頼
宣
在
国
は
寛
永
二
年
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
御
内
書
は
寛
永
二
年
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
家
光
は
寛

永
二
年
二
月
十
九
日
か
ら
二
十
四
日
に
か
け
て
川
越
へ
鷹
野
に
出
て
い
る
。

紀
伊
7
は
年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ら
寛
永
一
疋
年
以
降
寛
永
三
年
以
前
の
も
の
で
あ
ち
、
本
文
に
「
為
生
見
玉
之
嘉
祝
使
者
」
と
あ
る
こ
と
か
ら

頼
宣
は
在
国
で
あ
る
。
こ
の
間
の
頼
宣
在
国
は
寛
永
元
年
、
寛
永
二
年
の
両
年
あ
・
号
、
こ
の
御
内
書
は
い
ず
れ
か
の
年
の
も
の
で
あ
る
が
特
定
で

き
な
い
。

(
御
内
書
誌
]
(
紀
伊
8
)

(
忠
世
)

就
白
日
光
下
向
、
使
者
、
殊
更
鰹
一
函
贈
賜
之
、
快
然
此
事
侯
、
猶
酒
井
雅
楽
頭
可
述
候
、
謹
言
、



七
紀語月
伊再廿

中 空三
納ご 日

殿 家
光
御
室
日
判

こ
の
御
内
書
は
年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ら
一
冗
和
十
年
以
誇
寛
永
三
年
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
本
文
に
「
就
自
ヨ
光
下
向
」
と
あ
る
こ
と
と
、
こ

の
間
の
家
光
の
日
光
行
は
寛
、
水
二
年
の
み
で
あ
る
こ
と
よ
り
、
こ
の
御
内
書
は
寛
永
二
年
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
家
光
の
日
光
行
の
日
程
は
七

月
十
三
日
江
戸
発
、
同
月
二
十
日
江
戸
着
で
あ
る
。

[
御
内
主
ほ
お
]
(
紀
伊
9
)

(
忠
世
)

就
所
労
本
復
、
徒
者
、
殊
一
韓
両
樽
被
相
送
之
、
欣
然
之
至
候
、
猶
酒
井
雅
楽
頭
可
申
候
、
護
ニ
一
一
口
、

八
月
五
日

家
光
御
書
判

紀盃
伊川

中竺
納)

殿

こ
の
御
内
書
は
年
代
誰
定
の
請
前
提
か
ら
一
花
和
九
年
以
降
寛
永
三
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
こ
「
就
所
労
本
復
、
使
者
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
頼
宣

は
在
国
で
あ
り
、
こ
の
間
頼
宣
の
在
国
は
寛
永
一
冗
年
と
二
年
の
両
年
で
あ
る
c

さ
ら
に
、
寛
永
二
年
に
は
家
光
の
日
光
へ
の
社
参
が
七
月
十
三
百

か
ら
二
十
二
日
ま
で
行
わ
れ
て
お
り
、
寛
永
二
年
の
可
能
性
は
極
め
て
少
な
い
。
寛
永
一
元
年
に
つ
い
て
は
、
「
梅
津
政
景
日
記
』
寛
永
一
冗
年
八
月

五
日
条
に
「
将
軍
様
あ
た
ミ
へ
御
湯
治
之
事
、
御
日
限
ヲ
知
不
申
由
」
と
い
う
記
事
が
み
え
、
こ
の
こ
ろ
家
光
が
煩
っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ

せ
る
。
さ
ら
に
一
応
和
九
年
、
寛
永
三
年
八
月
は
上
洛
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
御
内
書
は
寛
永
一
冗
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

(
御
内
書
お
〕
(
紀
伊
江
)

(
忠
世
)

就
今
度
御
成
之
儀
、
使
者
、
殊
両
種
奈
良
酒
三
荷
被
椙
送
之
、
欣
然
之
至
候
、
尚
酒
井
雅
楽
頭
可
申
候
、
謹
一
言
、

四
五



四
六

八
月
十
八
日
家
光
御
書
判

(
徳
川
頼
宣
)

紀
伊

中
納
言
殿

こ
の
御
内
書
は
年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ら
一
冗
和
九
年
以
降
寛
永
三
年
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
本
文
に
「
就
今
度
御
成
之
儀
、
使
者
」
と
あ
る
こ

と
よ
り
、
頼
宣
は
在
国
で
あ
る
。
一
疋
和
九
年
、
寛
永
三
年
は
こ
の
時
期
在
京
中
、
頼
宣
の
在
国
は
寛
永
元
年
、
二
年
の
両
年
で
あ
り
、
い
ず
れ
か

の
年
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
関
、
家
光
の
頼
宣
部
御
成
は
寛
永
一
冗
年
一
月
二
十
三
日
と
寛
永
三
年
三
月
七

E
の
二
度
あ
る
が
、
そ
れ
ら
と
の
関

速
は
判
黙
と
し
な
い
。

〔
御
内
書
訂
]
(
紀
伊
時
)

(
忠
世
)

就
移
徒
、
積
者
、
殊
為
祝
儀
太
刀
一
腰
馬
代
黄
金
三
十
両
被
相
送
之
、
欣
然
之
至
候
、
猶
酒
井
雅
楽
頭
可
申
候
、
謹
ニ
一
一
口
、

十

紀孟月
伊民七

中翌 日
納三
言家
殻光

御
書
判

こ
の
御
内
書
は
年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ら
一
克
和
九
年
以
降
寛
永
二
年
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
本
文
に
「
就
移
徒
」
と
あ
る
こ
と
と
、
こ
の
間
で

の
家
光
の
移
徒
は
寛
永
一
冗
年
十
一
月
三
日
の
西
丸
か
ら
本
丸
へ
の
移
徒
以
外
に
は
な
い
こ
と
か
ら
、
寛
永
元
年
の
も
の
で
あ
る
。

(
御
内
書
認
〕
(
紀
伊
辺
)

(
忠
世
)

為
今
度
姫
宮
御
誕
生
之
祝
議
、
被
差
越
使
者
、
被
入
念
之
段
、
欣
悦
至
候
、
猶
酒
井
雅
楽
頭
可
申
候
、
謹
一
一
一
一
口
、

十
二
月
甘
三

B

家
元
御
書
判



紀語
伊 111

中空
納三

仁ゴ

殿

こ
の
御
内
書
は
年
代
誰
定
の
諸
前
提
か
ら
一
瓦
和
九
年
以
誇
寛
永
二
年
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
本
文
に
「
為
今
度
姫
宮
御
誕
生
之
祝
議
」
と
あ
る

こ
と
、
後
水
尾
天
皇
の
女
一
宮
の
誕
生
が
一
冗
和
九
年
十
一
月
十
九
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
御
内
書
は
元
和
九
年
の
も
の
で
あ
る
c

(
御
内
書
お
]
(
紀
伊
お
)

今
度
二
条
普
請
之
儀
被
入
精
候
故
、
早
々
出
来
之
段
、

(
徳
川
秀
忠
)

大
御
所
御
満
足
之
事
候
、
寒
炎
気
之
時
分
下
々
苦
労
之
程
察
入
候
、
謹
二
一
一
口
、

一七
月

紀で、三
伊両日

中空
納三家

言光
殿 御

書
字社

こ
の
御
内
書
は
年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ら
元
和
九
年
・
寛
永
一
冗
年
・
二
年
い
ず
れ
か
の
年
の
も
の
で
あ
る
。
本
文
に
「
今
度
二
条
普
請
之
儀
」

と
あ
る
の
に
注
吾
す
れ
ば
、
頼
宣
が
二
条
域
普
請
を
命
じ
ら
れ
た
の
は
寛
永
一
冗
年
以
外
に
は
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
こ
の
御
内
書
は
寛
永
一
冗
年

の
も
の
で
あ
る
。

[
御
内
書
判
〕
(
紀
伊
m
U
)

(
忠
世
)

就
今
度
勢
州
鷹
野
鶴
一
羽
被
相
送
之
、
定
悟
意
之
段
、
欣
黙
此
事
候
、
猶
酒
井
雅
楽
頭
可
述
候
、
謹
二
一
一
口
、

月
紀語七
伊何日

大空
納三家

言光
殿御

書
判

こ
の
御
内
書
は
年
弐
推
定
の
諸
前
提
か
ら
寛
永
田
年
以
降
寛
永
八
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
本
文
に
「
就
今
度
勢
州
鷹
野
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

四
七



四
ノl、

一
一
月
前
後
は
在
府
で
あ
る
寛
永
五
年
、
七
年
の
可
能
性
は
な
く
、
在
国
の
寛
永
四
年
、
六
年
、
八
年
の
い
ず
れ
か
の
年
の
も
の
で
あ
る
。

[
御
内
書
4
〕
(
紀
伊
お
)

(
忠
世
)

鷹
之
鶴
被
相
送
之
、
遠
路
被
入
念
之
段
、
欣
然
此
事
候
、
猶
酒
井
雅
楽
頭
可
串
候
、
謹
ニ
一
一
口
、

一
一
月
九
日
家
光
御
書
判

(
穂
川
頼
宣
)

紀
伊

大
納
言
殿

こ
の
御
内
書
も
年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ら
寛
永
四
年
以
蜂
寛
永
八
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
本
文
に
「
鷹
之
鶴
被
相
送
之
遠
路
被
入
念
之
段
」

と
あ
る
こ
と
よ
り
、
在
国
の
寛
永
四
年
、
六
年
、
八
年
の
い
ず
れ
か
の
年
の
も
の
で
あ
る
。

[
御
内
書
必
〕
(
紀
伊
幻
)

為
不
倒
見
廻
、
早
々
被
指
越
使
者
、
被
入
念
之
段
、
欣
然
之
至
侯
、
然
者
今
度
有
馬
湯
治
之
処
相
応
之
由
珍
重
候
、
弥
療
養
専
要
候
、
委
曲

(
忠
世
)

酒
井
雅
楽
頭
可
申
候
、
謹
言
、

六
丹
十
三
日
家
光
街
書
判

(
笹
川
頼
宣
)

紀
伊

大
納
言
殿

こ
の
御
内
書
は
年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ら
寛
永
四
年
以
降
寛
永
八
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
本
文
に
「
今
度
有
馬
湯
治
之
処
」
と
あ
る
こ
と
と
、

こ
の
間
の
頼
宮
一
の
有
馬
湯
治
が
寛
永
四
年
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
御
内
書
は
寛
永
四
年
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
文
の
「
為
不
例
見

(

家

光

)

(

秀

忠

)

廻
早
々
被
指
越
使
者
」
と
あ
る
記
事
と
寛
永
田
年
五
月
十
九
日
付
細
川
忠
利
宛
細
川
忠
興
書
状
に
「
公
方
様
御
煩
為
見
舞
、
大
御
所
さ
ま
昨
日
御

本
丸
へ
入
御
」
と
あ
る
の
と
が
符
号
す
る
。



(
御
内
主
日
誌
〕
(
紀
伊
必
)

(
忠
世
)

今
度
為
所
労
見
廼
、
度
々
被
差
越
使
者
、
誠
慣
慮
之
至
、
欣
然
此
事
候
、
気
色
弥
令
本
復
候
、
猶
酒
井
雅
楽
頭
可
申
候
、
謹
一
一
一
一
口
、

七
月

紀孟十
伊翌九

大 18日
続三

言家
殿光

御
三主

平日

こ
の
御
内
書
は
年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ら
寛
永
四
年
以
降
寛
永
八
年
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
本
文
に
「
使
者
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
頼
官
房
在
国

で
あ
る
。
こ
の
間
の
頼
宣
は
寛
永
四
年
は
在
園
、
寛
永
五
年
は
帰
国
直
後
、
寛
、
水
六
年
、
七
年
、
八
年
と
在
国
で
あ
る
c

本
文
に
「
度
々
被
差
越

使
者
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
と
、
寛
永
五
年
は
七
月
初
め
に
足
を
く
じ
き
、
寛
永
六
年
は
七
月
一
日
に
「
一
室
乱
」
を
煩
う
が
同
月
十
二
日
に

は
快
復
し
、
寛
永
年
八
年
は
七
月
前
後
に
と
く
に
煩
っ
て
は
い
な
い
っ
と
す
れ
ば
、
こ
の
御
内
書
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
寛
永
酉
年
の
五
月

か
ら
六
月
に
か
け
て
の
「
煩
い
」
に
か
か
わ
っ
て
出
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

[
御
内
書
弘
]
(
紀
伊
4
)

(
忠
世
)

為
八
朔
之
嘉
儀
、
太
万
一
腰
馬
代
黄
金
十
両
送
給
之
、
欣
然
之
至
候
、
尚
酒
井
雅
楽
頭
可
申
族
、
恐
々
謹
一
一
一
一
口
、

}¥、

紀話月
伊吊一

大空 B
納三
言家
殿光

御
書
判

こ
の
御
内
書
は
、
宛
名
が
「
紀
伊
大
納
言
」
で
あ
る
こ
と
と
奉
者
が
酒
井
忠
世
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
寛
永
田
年
以
降
寛
永
十
年
以
前
の
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
間
の
大
納
言
で
あ
る
怒
川
頼
宣
へ
の
書
札
礼
は
「
送
給
之
」
で
は
な
く
「
被
相
送
」
、
「
恐
々
謹
一
言
」

で
は
な
く
「
謹

一
一
一
一
口
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
ず
、
書
札
礼
に
反
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
本
御
内
書
が
写
で
あ
る
こ
と
を
考
議
し
て
、

い
ず
れ
か
に
誤
写
が
あ
る

四
九



五
O

こ
と
も
想
定
し
う
る
が
、

一
か
所
の
誤
写
だ
け
で
は
解
決
し
な
い
。
例
え
ば
「
送
給
之
」
と
「
恐
々
謹
一
マ
一
口
」
の
書
札
礼
に
あ
わ
せ
れ
ば
、
「
大
納

二
一
一
己
を
「
中
納
言
」
に
し
か
っ
奉
者
を
酒
井
忠
世
か
ら
酒
井
忠
利
・
青
山
忠
俊
へ
と
替
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

い
ま
、
こ
の
間
題
点
を
整
合
的
に
理

解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
し
ば
ら
く
お
く
こ
と
に
す
る
。

(
御
内
書
記
〕
(
紀
伊
必
)

(
忠
世
)

今
度
路
次
中
無
異
議
就
婦
菌
、
被
差
越
使
者
、
殊
其
国
之
鰹
一
箱
被
相
贈
之
、
政
然
此
事
侯
、
委
曲
酒
井
雅
楽
頭
可
申
侯
、
謹
一
言
、

八
月
七
司
家
光
御
書
判

(
徳
川
頼
宣
)

紀
伊

大
納
言
殿

こ
の
御
内
書
は
年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ら
寛
永
四
年
以
降
寛
永
八
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
本
文
に
「
今
度
路
次
中
無
異
儀
就
帰
国
、
被
差
越
使

者
」
と
あ
る
こ
と
と
唾
頼
宣
が
寛
永
田
年
は
在
国
、
寛
永
五
年
は
七
月
半
ば
に
和
歌
山
着
、
寛
永
六
年
は
在
国
、
寛
永
七
年
は
六
月
二
日
和
歌
山
着
、

寛
永
八
年
は
在
国
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
寛
永
五
年
か
七
年
の
も
の
で
あ
る
が
、
自
時
か
ら
す
れ
ば
寛
永
五
年
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
。

十
一
月
二
十
八
日
付
の
紀
伊
訂
は
年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ら
寛
永
四
年
以
蜂
寛
永
八
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
本
文
に
「
遠
境
被
入
念
侯
段
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
頼
宣
は
在
国
で
あ
る
c

頼
宣
は
、
十
一
月
二
十
一
一
H
に
国
元
を
出
発
す
る
寛
永
六
年
八
年
を
絵
け
ば
い
ず
れ
も
在
国
で
あ
り
、

年
を
特
定
す
る
こ
と
は
こ
れ
以
上
は
困
難
で
あ
る
c

(
御
内
書
必
)
(
紀
伊
弘
)

(

江

戸

)

(

忠

世

)

長
福
丸
当
地
参
府
之
儀
、
寒
気
節
遠
路
被
差
越
之
段
、
寒
懇
意
之
至
、
欣
悦
候
、
猶
酒
井
雅
楽
頭
可
申
候
、
謹
一
言
、

十
二
月
廿
七
日

家
光
御
書
判



紀語
伊川

大空
納 三

殿

(
江
戸
)

こ
の
御
内
書
は
年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ち
寛
永
ゴ
一
年
以
降
寛
永
十
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
本
文
に
づ
長
福
丸
当
地
参
府
之
儀
」
と
あ
る
こ
と

と
、
『
東
武
実
録
」
寛
永
七
年
十
二
月
二
十
七
日
条
に
「
紀
伊
大
納
言
頼
宣
卿
ノ
男
長
福
丸
江
戸
参
府
ニ
依
テ
甚
寒
ノ
節
無
事
ニ
下
著
悦
ヒ
思
召

ス
ノ
由
御
内
書
ヲ
頼
宣
卿
ニ
賜
ル
」
と
あ
る
こ
と
と
が
符
号
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
御
内
書
は
寛
永
七
年
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
尊
敬
表
現
の

部
分
が
「
孜
然
候
」
と
薄
札
化
後
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
直
前
に
「
寒
懇
慮
之
至
」
と
あ
り
、
厚
礼
が
担
保
さ
れ
て
い
る
。

[
御
内
書
訂
]
(
紀
伊

ω)

(
忠
世
)

就
上
洛
被
差
越
使
者
、
殊
梨
地
之
鞍
・
鐙
吉
口
被
桔
贈
之
候
、
難
黙
今
度
者
惣
様
蕪
用
之
由
申
付
候
、
委
曲
酒
井
雅
楽
頭
可
述
候
也
、
謹

一口、
ノ、

紀忌月
伊泊四

大空日
納三
言家
殿光

御
三主

判

こ
の
御
内
書
は
年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ら
寛
永
田
年
以
降
寛
永
十
一
年
以
前
の
も
の
で
忘
る
。
本
文
に
「
就
上
洛
被
差
越
使
者
」
と
あ
る
こ
と

と
こ
の
間
に
お
け
る
家
光
の
上
洛
は
寛
永
十
一
年
を
お
い
て
他
に
は
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
御
内
書
は
寛
永
十
一
年
の
も
の
で
あ
る
。

(
御
内
書
必
〕
(
紀
伊
臼
)

(
忠
世
)

就
亀
山
作
事
、
於
彼
地
材
木
知
日
誌
被
栢
送
之
、
念
之
入
候
之
段
欣
然
候
、
猶
酒
井
雅
楽
頭
可
述
候
也
、
謹
言
、

八
月
十
九
日

家
光
御
書
判

五



五

紀語
伊同

大空
納乙
ち~

殿

こ
の
御
内
書
は
年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ら
寛
永
九
年
あ
る
い
は
寛
永
十
年
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
本
文
に
「
就
亀
山
作
事
於
彼
地
材
木
如
目
録

被
棺
送
之
」
と
あ
る
が
、
関
連
す
る
記
事
を
「
江
戸
幕
府
日
記
」
等
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

(
御
内
書
必
〕
(
紀
伊
引
け
)

(
利
勝
)

就
帰
国
、
被
差
越
使
者
、
歓
悦
候
、
先
日
於
参
州
吉
田
風
雨
之
処
、
無
事
被
相
着
之
由
珍
重
候
、
猶
土
井
大
炊
頭
可
述
候
、
謹
言
、

九
月
期
日
家
光
御
書
判

(
徳
川
頼
宣
)

紀
伊

大
納
言
殿

こ
の
御
内
書
は
年
代
誰
定
の
諸
前
提
か
ら
寛
永
十
一
年
以
降
寛
永
二
十
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
c

本
文
に
「
就
帰
国
被
差
越
使
者
」
と
あ
り
、

頼
宣
は
こ
れ
以
前
に
帰
国
し
て
い
る
。
こ
の
間
の
頼
宣
の
婦
国
法
、
寛
永
十
一
年
は
八
月
十
日
和
歌
山
着
、
寛
永
十
二
年
は
八
月
十
六
日
和
歌
山

着
、
寛
永
十
三
年
は
八
月
七
日
和
歌
山
着
、
寛
永
十
七
年
は
六
月
七

5
和
歌
山
着
で
あ
り
、
こ
の
い
ず
れ
か
の
年
の
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
江

戸
幕
府
日
記
」
寛
永
十
三
年
九
月
一
日
条
に
「
紀
伊
大
納
言
殿
使
者
久
野
三
郎
左
衛
門
於
御
座
間
御

E
晃
、
是
今
度
帰
国
ニ
付
語
古
」
ま
た
向
5

条
に
「
紀
伊
亜
相
江
御
内
書
被
遣
之
誌
」
と
御
内
書
の
日
時
と
が
符
号
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
御
内
書
は
寛
、
水
十
三
年
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
本

文
に
「
於
参
州
吉
田
嵐
雨
之
処
無
事
」
と
あ
る
こ
と
と
「
江
戸
幕
府
E
記
」
入
月
五
日
条
の
「
昨
夜
亥
上
刻
ヨ
リ
丑
刻
迄
大
風
頻
」
と
が
対
応
す

る
可
能
性
は
高
い
。

(
御
内
書
関
)
(
紀
伊
部
)

(
利
勝
)

鷹
之
白
鶴
被
相
送
候
、
於
其
冨
者
稀
成
之
処
、
今
度
始
而
被
執
之
由
、
珍
相
覚
欣
悦
候
、
猶
土
井
大
炊
頭
可
述
候
、
謹
言
、



十
二
月
六

E

(
徳
間
頼
官
一
)

紀
伊

大
納
言
殿 家

光
御
書
判

こ
の
御
内
書
は
年
代
推
定
の
諸
前
提
か
ら
寛
永
十
一
年
以
降
寛
永
二
十
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
本
文
の
「
鷹
之
白
鶴
被
棺
送
候
」
と
「
江
戸

幕
府
日
記
」
寛
永
十
二
年
十
二
月
六
日
条
の
「
紀
摂
亜
相
薦
之
白
鶴
進
上
、
使
者
被
召
出
云
々
」
と
の
記
事
と
が
符
号
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
御

内
書
は
寛
永
十
二
年
の
も
の
で
あ
る
。

[
御
内
書
日
)
(
紀
伊
国
)

(
一
冗
土
日
)

旧
冬
於
勢
州
鷹
場
少
過
有
之
由
、
昨
晩
栢
関
候
、
如
何
薫
心
元
候
、
依
之
水
野
小
十
郎
差
越
候
、
四
月
遷
宮
前
之
議
侯
関
、
別
商
療
治
肝
要

之
事
侯
、
委
曲
使
者
口
上
申
含
候
、
恐
々
謹
一
三
一
口
、

正
紀孟月
伊型期

大 空 白
納 三
言家
殿光

調
書
判

頼
宣
の
大
納
税
ニ
ヨ
ロ
任
官
の
寛
永
三
年
以
誇
の
書
止
め
文
言
は
「
謹
ニ
一
一
口
」
で
あ
る
が
、
こ
の
御
内
書
で
は
「
恐
々
謹
午
一
一
口
」
と
な
っ
て
お
ち
矛
唐
が
み

ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
は
ひ
と
ま
ず
お
き
、
内
容
か
ら
年
代
を
誰
定
す
る
こ
と
に
す
る
。
本
文
の
「
旧
冬
於
勢
州
鷹
場
少
過
有
之
由
、
昨
晩

相
関
候
、
如
何
無
心
一
冗
候
、
抜
之
水
野
小
十
郎
差
越
候
」
と
「
江
戸
幕
府

E
記
」
寛
永
十
三
年
一
月
一
日
条
に
「
紀
伊
亜
相
於
勢
州
鷹
場
旧
冬
依

上
使
水
野
小
十
郎
被
差
遣
井
御
内
書
被
遣
遺
之
也
」
と
あ
る
記
事
と
が
符
号
す
る
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
御
内
書
は
寛
永
十
三
年
の

有
過
之
為

も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
文
中
に
「
四
月
遷
宮
前
之
儀
」
と
あ
る
の
は
寛
永
十
三
年
の
日
光
東
照
宮
の
遷
宮
を
指
し
て
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
。

で
は
、
書
止
め
文
言
に
一
厚
札
な
「
恐
々
謹
二
一
一
口
」
が
何
故
に
用
い
ら
れ
た
の
か
を
検
討
し
て
お
こ
う
。
後
述
す
る
蜂
須
賀
蓬
庵
の
例
で
あ
る
が
、
本

五



五
四

来
で
あ
れ
ば
黒
印
状
が
使
用
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
が
、
寛
永
七
年
十
二
月
二
十
一
日
付
の
蓬
賓
の
「
所
労
」
を
見
舞
っ
た
家
光
の
御
内
書
に
は
花

押
が
据
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
寛
永
十
九
年
に
国
元
若
狭
小
浜
に
帰
国
し
た
酒
井
忠
勝
に
使
者
を
遣
わ
し
た
と
き
の
御
内
書
で
は
、
少
将
宛
に
は

黒
印
状
が
用
い
ら
れ
る
は
ず
の
も
の
に
花
押
が
据
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
厚
札
な
書
札
礼
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
紀
州
国
も
同
様
な
も
の

と
考
え
て
お
き
た
い
。

[
御
内
書
臼
〕
(
紀
伊
山
)

(
直
治
)

安
藤
飛
騨
守
令
死
去
之
由
、
不
及
是
非
事
候
、
可
被
存
不
便
被
察
入
候
也
、
謹
言
、

九
紀孟月
伊同十

大空四
納三日

殿 家
光
御
室
田
判

(
缶
)

こ
の
御
内
書
は
、
本
文
に
「
安
藤
飛
騨
守
令
死
去
之
由
」
と
あ
る
こ
と
と
安
藤
飛
騨
守
宣
治
が
寛
永
十
三
年
九
丹
二

E
に
紀
伊
で
死
去
し
た
こ
と

か
ら
、
こ
の
御
内
書
は
寛
永
十
三
年
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
「
江
戸
幕
府
日
記
」
寛
永
十
三
年
九
月
十
四
日
条
に
「
安
藤
飛
騨
守
死
去
ニ
付
、

紀
伊
亜
相
江
御
内
書
被
遺
之
」
と
あ
る
。

〔
御
内
童
日
お
〕
(
紀
伊
山
)

(
定
勝
)

修
理
事
、
俄
煩
出
死
去
、
不
及
是
非
儀
候
、
民
姦
水
野
下
総
守
差
越
候
、
寒
心
底
之
程
察
入
候
、
謹
言
、

十
紀福一
伊坦月

大空十
納三九
言 日
殿

家
光
御
書
判

こ
の
御
内
書
は
、
本
文
に
「
修
理
事
俄
煩
出
死
去
」
と
あ
る
こ
と
と
「
江
戸
幕
府
日
記
」
寛
永
十
三
年
十
一
月
十
九
百
条
の
「
紀
州
へ
為
上
使



家光花押自筆御内書等

NO 年号 月 日 三Eヨ主 出 し 尊 名乗り 房、 花押 奉者 宛 名
井伊 1(寛永12)2 27 書物ひけん候もんこん Z，じFρL 家光 !京 37X60 井伊かもん弘
井伊 2(慶安部 8 10 今度は大そうなる煩に か 家元 原 61 x 101 井いかもんノ語、ミとのへ

井伊 3(寛永11)s 16 道中天気能廿日ニ者江 謹;家光 車[26 x 53 井伊掃音~~λ
井伊 4(寛永16)11 27 ゆる J 九一とたかをつか カミ ナシ!震 35X66 井伊掃部b.
酒井 1(寛永18)7 5 此天下の義ノ、こんけん!侯 家元 京 27X62 さぬきの守弘

酒井 2(寛永19)1919 其許江指越緩々仕量等 出 ナシ 原 44X83 若狭侍能とのへ
酒井 3(慶安2)111 14 一ょうせうの時初て古 {長 ナシ 原 34x65 さぬきノかミとのへ
酒井 4(寛永10)11 25 今度わつらいにつき人 也 家光 原 42X 77 酒井さぬきの守とのへ

蜂須賀 l(寛永7) 12 6 所労之由如何無心許覚 t江 ナシ 原 39X60 雅楽 蓬庵
戸田 1(寛永15)2 2 一使飛騨にて着候ゆい 以 ナシ 影 A 左門//伊豆

保坂 1(寛永17)7 12 うちっ、きあっく候そ 均、 いへ光 原 B かすかの局

稲葉 1(寛永20) とし月われ------ーために F¥  ナシ 原 26×43
」

表14

注~井伊家文書J I酒井家文書J(小浜市立民書舘譲・東京大学史料編纂所蔵) I蜂須実家文書JI戸田

丈書JI近寄文書Jにより作成。

水
野
下
総
守
被
差
遣
、
御
内
書
被
進
之
、
是
修
理
亮
依
死
去
也
」
と
の
記
事
が
符
号
す
る
こ
と

に
よ
り
、
寛
永
十
三
年
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
修
理
は
、
寛
永
十
年
に
生
れ
寛
永
十
三
年
十
一

月
十
八

5
に
死
去
し
た
頼
宣
の
二
男
で
あ
る
。

第
三
節

特
異
な
家
光
花
押
御
内
書

第
二
節
で
は
恒
例
の
御
内
書
を
中
心
に
書
札
礼
に
乗
っ
取
っ
た
も
の
を
分
が
れ
の
対
象
と
し
て

き
た
が
、
本
節
で
は
家
光
岳
筆
の
も
の
を
中
心
に
恒
例
の
御
内
書
と
は
異
な
り
、
童
日
札
札
に
は

必
ず
し
も
そ
ぐ
わ
な
い
締
内
書
を
取
上
げ
る
c

表
は
は
そ
の
一
覧
で
あ
る
。
な
お
、
第
二
節
で

取
上
げ
た
寛
永
十
二
年
一
月
十
六
日
付
伊
達
政
宗
宛
家
光
自
筆
御
内
書
も
本
来
は
こ
の
節
で
扱

つ
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
便
宜
先
に
触
れ
た
。

井
伊
家
文
書
の
御
内
童
日

井
伊
家
文
書
に
は
四
点
の
家
光
花
押
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。

[
御
内
書
出
]

(
井
伊
3
)

道
中
天
気
能
廿
日
ニ
者
江
戸
へ
着
候
馬
、
心
や
す
か
る
へ
く
候
、

い
と
ま
之
時
分
い
二
候
こ
と

く
、
江
戸
へ
着
候
市
今
年
来
年
之
内
ニ
大
キ
成
仕
置
共
候
関
、
其
方
も
暮
ニ
被
下
候
様
ニ
と
云

扶
へ
共
、
万
事
談
合
す
へ
く
候
関
、
霜
月
之
末
極
月
之
始
時
分
少
云
候
ぷ
は
や
く
可
被
罷
下
候
、

五
五



五
六

(
喜
多
晃
重
勝
)

為
其
喜
多
味
久
大
夫
遣
し
候
、
可
右
其
意
得
候
、
謹
言
、

/¥、
月

井十
伊六
掃吾日
部手家
本)光

花
押

使
用
さ
れ
た
紙
は
大
高
檀
紙
で
は
な
く
、
縦
一
三
・
八
セ
ン
チ
、
横
西
六
・
四
セ
ン
チ
の
奉
書
紙
で
あ
り
、
据
え
ら
れ
た
花
押
は
離
二
・
六
七

ン
チ
、
横
五
・
三
七
ン
チ
と
小
さ
く
、
ま
た
形
は
偏
平
で
あ
る
が

A
型
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
家
光
が
将
軍
で
あ
る
時
代
を
通
じ
て
「
井
伊
掃
部
」

に
該
当
す
る
人
物
は
井
伊
直
孝
を
お
い
て
飽
に
な
い
。
直
孝
は
慶
長
十
年
四
月
十
六
日
従
五
位
下
掃
部
頭
、
慶
長
二
十
年
間
六
月
十
九
日
従
四
位

下
侍
従
、
寛
、
水
三
年
八
月
十
九
日
少
将
、
正
保
二
年
四
月
二
十
一
日
正
回
世
上
中
将
に
叙
任
さ
れ
る
が
、
官
途
の
変
選
か
ら
は
御
内
書
の
時
期

を
狭
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
文
頭
に
「
道
中
天
気
能
廿
日
ニ
者
江
戸
へ
着
侯
間
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
家
光
の
行
動
を
み
る
と
比

較
的
長
期
に
江
戸
を
離
れ
る
の
は
、
上
洛
・
日
光
社
参
・
川
越
行
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
川
越
行
は
、
江
戸
ま
で
一

E
行
程
で
あ
り
、
十
六
日
付
の

書
状
で
「
昔
E
」
に
江
戸
着
の
予
定
と
報
じ
る
に
は
無
理
が
あ
る
。
ま
た
日
光
社
参
に
つ
い
て
は
寛
永
二
年
が
七
月
、
寛
永
十
一
年
が
九
月
、
そ

れ
以
外
は
す
べ
て
四
月
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
八
月
十
六
日
に
家
光
が
「
道
中
」
に
あ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
残
る
は
上
洛
の
み
と
な
る
。
家

光
の
上
洛
は
、
一
冗
和
九
年
、
寛
永
三
年
、
寛
永
十
一
年
の
三
度
で
あ
る
。
元
和
九
年
は
閏
八
月
八
日
に
京
都
発
、
同
二
十
四
日
江
戸
着
、
寛
永
三

年
九
丹
二
十
五
日
京
都
発
、
十
丹
九
日
江
戸
着
、
寛
永
十
一
年
は
八
月
五
巨
京
都
発
、
同
二
十
日
江
戸
着
で
あ
り
、
「
道
中
天
気
能
廿
日
ニ
者
江

戸
へ
着
侯
間
」
の
条
件
を
満
た
す
の
は
寛
永
十
一
年
を
お
い
て
他
に
な
く
、
こ
の
御
内
書
は
寛
永
十
一
年
の
も
の
と
な
る
。
さ
ら
に
、
文
中
で

「
少
云
侯

2
は
や
く
可
罷
下
候
」
と
家
光
が
直
孝
に
命
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
直
孝
は
こ
の
段
階
で
は
国
元
彦
根
に
い
た
こ
と
に
な
る
が
、

こ
の
点
も
問
題
は
な
い
。
直
孝
は
、
寛
永
十
一
年
六
月
二
十
E
に
江
戸
を
発
ち
七
月
六
日
彦
根
着
、
二
日
後
に
彦
根
を
発
ち
、
十
一
日
に
京
都
着
、

約
一
ヶ
月
在
京
し
、
八
丹
五
日
家
光
に
供
奉
し
て
東
海
道
を
下
号
、
八
月
九
日
熱
田
に
着
き
、
そ
こ
で
家
光
か
ら
国
元
へ
の
暇
を
得
て
、
十
日
に

熱
田
を
発
ち
、
八
月
十
六
日
に
彦
根
に
到
着
、
十
一
月
に
彦
根
を
発
ち
、
十
二
足
二
十
三

E
以
前
に
江
戸
に
参
勤
し
て
い
る
。
な
お
中
村
不
能



斎
採
集
文
書
で
も
こ
の
御
内
書
を
寛
永
十
一
年
の
も
の
と
し
て
い
る
。

(
御
内
書
日
〕
(
井
伊
1
)

(

披

見

)

(

文

芸

一

口

)

(

講

足

)

書
物
ひ
け
ん
候
、
も
ん
こ
ん
い
ろ

f
L
ね
ん
入
候
事
一
入
ま
ん
そ
く
此
事
候
、

(

心

安

)

こ
h

ろ
や
す
く
あ
る
へ
く
候
、
恐
々
か
し
く
、

(

耳

)

(

前

)

其
方
事
何
様
に
み
、
ニ
た
ち
申
候
と
も
ち
き
に
た
つ
ね
可
申

候
関
、

井 月
伊甘
か語七
も空白
ん霊家
宅ぇ)光

花
押

使
用
さ
れ
た
紙
は
大
高
檀
紙
で
あ
れ
ソ
、
据
え
ら
れ
た
花
押
は

A
型
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
本
御
内
書
は
、
寛
永
六
年
以
蜂
寛
永
十
六
年
以
前

(
部
)

の
も
の
で
あ
る
。
さ
ち
に
直
孝
が
幕
政
に
参
与
す
る
の
は
寛
永
八
年
十
二
月
以
降
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
と
文
面
か
ら
本
書
状
は
寛
、
水
九
年
以
蜂

案
、
水
十
六
年
以
前
の
も
の
と
な
る
。
さ
ら
に
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
』

の
亘
孝
の
項
に
「
(
寛
永
)
十
二
年
二
月
二
十
七
日
御
書
を
た
ま
ひ
、
持
様

の
こ
と
た
り
と
も
言
上
せ
む
に
は
、
御
室
に
き
こ
し
め
さ
る
べ
き
む
ね
お
ほ
せ
下
さ
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
御
内
書
は
寛
永
十
二
年
の
も

の
で
あ
る
。
な
お
、
中
村
不
龍
斎
採
集
文
書
で
も
こ
の
御
内
書
を
寛
永
十
二
年
の
も
の
と
し
て
い
る
。

[
御
内
書
問
]

(
井
伊
4
)

(

鷹

)

(

す

脱

力

)

(

段

)

ゆ
る

f
L
と
た
か
を
つ
か
い
食
事
も
す
ミ
¥
い
よ

/
1
気
色
よ
き
よ
し
き
三
候
て
一
た
ん
の
事
と
お
も
ひ
候
、

(

気

色

)

(

溝

)

き
し
ょ
く
に
ハ
、
い
よ

f
lた
か
な
と
っ
か
い
身
を
も
ミ
候
て
よ
く
候
ハ
ん
と
お
も
ひ
候
と
を
り
に
、

(

満

足

)

(

対

面

)

ま
ん
そ
く
に
お
も
ひ
候
、
や
か
て
か
ゑ
ら
れ
候
ハ
ん
ま
h

た
い
め
ん
す
へ
く
候
、

(
其
方
)

ま
へ
か
と
よ
り
そ
の
ほ
う
の

(
本
復
)

き
し
よ
く
ほ
ん
ふ
く
な
ら
れ
候
よ
し

か
し
く
、

十

月
井甘
伊七
掃長日
部孝(
ゑ)花

へ押

使
用
さ
れ
た
紙
は
続
三
五
・
六
セ
ン
チ
、
横
五
二
・
七
セ
ン
チ
の
奉
書
紙
で
、
据
え
ら
れ
た
花
押
は
縦
三
・
五
七
ン
チ
、
横
六
・
六
セ
ン
チ
と

五
七



五
八

(
鷹
)

形
状
と
と
も
に
A
型
に
近
く
、
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
本
御
内
書
は
寛
永
十
五
年
以
前
の
も
の
と
な
る
。
文
頭
に
「
ゆ
る

f
lと
た
か
を
つ
か
い
」

(
対
面
)

「
や
か
て
か
ゑ
ら
れ
候
ハ
ん
ま
、
た
い
め
ん
す
へ
く
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
書
状
の
出
さ
れ
た
十
一
月
二
十
七
日
に
は
直
孝
は
、
江
戸
を

は
な
れ
薦
野
に
出
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
こ
で
、
亘
孝
の
鷹
野
に
出
た
記
事
を
「
井
伊
直
孝
の
居
所
と
行
動
」
か
ら
拾
っ
て
み
る
と
、

十
一
月
二
十
七
日
に
江
戸
を
離
れ
鷹
野
に
出
て
い
た
の
は
寛
永
十
五
年
以
前
に
は
確
認
で
き
ず
、
範
囲
を
広
げ
て
探
っ
て
み
る
と
「
江
戸
幕
府
日

記
」
寛
永
十
六
年
間
十
一
月
五
日
条
に
「
去
頃
御
暇
ニ
而
鷹
場
へ
相
越
、
依
帰
参
御
目
見
」
と
あ
り
、
本
文
と
ほ
ぼ
符
合
し
、
こ
の
御
内
書
は
寛

永
十
六
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
寛
永
十
六
年
に
な
っ
て
も
A
型
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
そ
れ
に
近
い
花

押
が
使
用
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
』

の
直
孝
の
項
に

「
(
寛
永
十
五
年
)
十
一
月
老
職
松
平
伊
豆
守
信
網
を
御
っ
か
ひ
と
し
、
や
ま
ひ
を
や
し
な
ふ
べ
し
と
て
、
鷹
場
に
ゆ
く
の
い
と
ま
賜
は
り
、
弟
鷹

一
据
を
た
ま
ひ
、
か
つ
侍
医
を
そ
へ
ら
る
。
翌
日
こ
の
事
を
謝
し
た
て
ま
つ
り
、
営
に
の
ぼ
る
の
と
き
、
御
前
に
め
さ
れ
、
鷺
据
の
巣
鶴
を
た
ま

ひ
、
二
十
七
日
か
の
地
に
を
い
て
放
薦
し
、
気
力
愈
快
復
せ
し
事
御
喜
色
に
お
ほ
し
め
さ
る
E

む
ね
、
御
自
筆
の
御
書
を
下
さ
る
〕
と
、
こ
の
御

内
童
日
を
寛
永
十
五
年
の
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
寛
永
十
五
年
十
一
月
二
十
七
日
に
直
孝
は
翌
二
十
八
日
に
催
さ
れ
る
二
丸
で
の
茶
会
へ
の

相
伴
を
命
じ
ら
れ
、
翌
日
そ
の
会
に
出
癒
し
て
お
り
、
文
面
と
は
矛
盾
し
、
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
が
こ
の
御
内
書
を
寛
永
十
五
年
と
す
る
主
張

は
成
り
立
ち
が
た
い
。

(
御
内
書
訂
)
(
井
伊
2
)

(

道

安

・

武

田

官

重

)

(

薬

)

(

相

応

)

(

早

速

)

(

元

気

)

(

満

足

)

今
度
は
大
そ
う
な
る
煩
に
て
候
と
こ
ろ
に
、
と
う
あ
ん
く
す
り
さ
う
お
う
に
て
さ
っ
そ
く
け
ん
き
を
え
ら
れ
侯
由
ま
ん
そ
く
に
候
、

(

油

断

)

(

養

生

)

(

肝

要

)

/
l
此
上
ゆ
た
ん
な
く
や
う
し
よ
う
か
ん
用
に
候
、

い
よ

か
し
く
、

八，
月

井::I:!:十
い長日
か福家
も主光
ん222

ぞき持
と
の
J¥ 



使
用
さ
れ
た
紙
は
大
高
檀
紙
で
あ
り
ノ
、
据
え
ら
れ
た
花
押
は
縦
六
・
一
セ
ン
チ
、
横
一

0
・
一
セ
ン
チ
の

B
型
花
押
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
本
御
内
書
は
寛
永
十
六
年
以
降
、
家
光
の
死
去
す
る
慶
安
四
年
ま
で
の
も
の
で
あ
る
c

こ
の
間
直
孝
が
八
月
ご
ろ
に
大
病
を
煩
っ
た

(
道
安
・
武
田
信
重
)
(
薬
)
(
相
応
)
(
早
速
)
(
一
空
気
)

の
は
、
正
保
三
年
、
慶
安
二
年
、
慶
安
三
年
の
三
度
で
あ
る
。
文
中
に
「
と
う
あ
ん
く
す
り
さ
う
お
う
に
さ
つ
そ
く
け
ん
き
を
え
ら
れ
候
由
」

と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
関
連
の
史
料
を
求
め
る
と
、
「
先
月
十
一
日
よ
り
半
井
亀
安
法
印
錦
薬
被
召
上
候
得
共
御
用
前
ニ
付
、
当
月
三
日
よ
り

武
田
道
庵
御
薬
御
用
被
成
、
御
当
被
成
侯
最
も
無
御
室
候
問
、
御
棺
応
、
連
々
御
本
復
可
被
遊
と
目
出
度
存
候
」
と
あ
る
慶
安
三
年
七
月
六
日
付

国
一
元
彦
根
の
所
藤
内
他
六
名
宛
の
井
伊
直
澄
書
状
が
あ
り
、
両
者
の
記
事
が
符
合
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
御
内
書
は
慶
安
三
年
の
も
の
で
あ
る
。

(
正
盛
)

な
お
、
「
江
戸
幕
庶
日
記
」
慶
安
三
年
八
月
十
日
条
に
「
井
静
掃
部
頭
江
為
上
使
中
根
壱
岐
守
被
遣
之
」
と
あ
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
自
筆
御
内
書

が
届
け
ら
れ
た
こ
と
に
対
応
す
る
。

酒
井
家
文
書
の
家
光
御
内
書

酒
井
忠
勝
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
花
押
の
据
え
ら
れ
た
文
書
は
図
通
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
二
通
は
現
在
は
小
浜
市
立
図
書
館
蔵
、

一
九
一
三
年
に
作
成
さ
れ
た
影
写
本
「
酒
井
文
書
」
に
は
こ
れ

他
の
二
通
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
裁
で
あ
る
つ
現
在
の
一
時
間
蔵
先
は
異
な
る
が
、

ら
四
点
す
べ
て
が
収
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
本
来
は
一
体
の
も
の
で
あ
っ
た
。
酒
井
1
・
酒
井
3
は
、
現
在
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
の

も
の
で
あ
り
、
こ
の
二
点
に
つ
い
て
は
出
本
博
文
氏
が
「
新
発
見
の
小
浜
酒
井
家
文
書
」
に
お
い
て
検
討
を
加
え
て
お
ら
れ
、
そ
の
成
果
に
従
い

事

-
E
C

争
人

L
[
御
内
書
誌
〕
(
酒
井
1
)(

権

現

)

(

鉾

先

)

(

ム

口

龍

詫

)

こ
ん
け
ん
様
御
ほ
ね
を
お
ら
れ
、
ほ
こ
さ
き
に
て
梅
納
被
成
候
て
、
た
い
と
く
院
殿
ち
ん
き
に
て
御
あ
と
つ
か
せ
ら
れ
、

此
天
下
の
義
ハ

(
中
略
)
万
事
思
る
h

義
を
ハ
、
心
て
い
を
の
こ
さ
す
よ
し
あ
し
く
に
か
ま
い
な
く
、
た
ん
こ
う
の
心
も
ち
せ
ん
に
思
る
¥

五
九



六
O

七
月

さ語五
ぬま日
きE家
の守光

主義元
明押

ミ
の
得
内
書
は
、
内
容
か
ら
は
年
代
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
包
紙
に
「
寛
永
十
八
年
己
ノ
七
月
五
日

御
自
筆
之
錦
内
書

当
日
卯
」
と
あ
り
、
糊
封
の
部
分
に
「
封
」
の
文
字
と
忠
勝
の
黒
印
と
が
捺
さ
れ
て
お
り
，
、
こ
れ
ら
の
記
載
・
処
置
は
御
内
書
を
受
け
取
っ
た
時

点
で
の
も
の
と
推
測
さ
れ
、
寛
、
水
十
八
年
の
も
の
と
み
な
し
え
る
。
な
お
、
使
用
さ
れ
た
紙
は
二
紙
で
、
そ
れ
ぞ
れ
縦
四
0
・
五
セ
ン
チ
、
槙
五

六
・
三
セ
ン
チ
と
小
型
で
あ
り
、
据
え
ら
れ
た
花
押
は
縦
二
・
七
セ
ン
チ
、
横
六
・
二
セ
ン
チ
と
小
さ
く
、
形
状
は
偏
平
で
は
あ
る
が
B
型
に
近

い
も
の
で
あ
る
。

[
御
内
書
問
〕
(
酒
井
3
)

(

幼

少

)

(

酒

井

忠

利

)

(

台

嬉

院

・

秀

忠

)

(

讃

岐

守

・

溝

井

忠

勝

)

一
ょ
う
せ
う
の
時
、
初
て
古
婿
後
守
ヲ
た
い
と
く
い
院
様
よ
り
つ
け
さ
せ
ら
れ
、
う
ち
つ
?
き
さ
ぬ
き
ノ
守
を
つ
け
さ
せ
ら
れ
、

(
駒
染
)

に
な
し
み
ふ
か
き
事
、

父
子
と
も

一
さ
ぬ
き
ノ
守
義
は
、
万
事
お
も
て
内
義
と
も
に
少
も
こ
こ
ろ
を
の
こ
さ
す
、
た
=
今
ま
て
め
し
っ
か
わ
れ
、
其
身
の
心
中
を
も
見
と
h

け

候
ゆ
へ
、
年
月
久
し
き
義
に
て
候
へ
と
も
、
少
の
さ
E

ハ
り
な
く
め
し
っ
か
わ
れ
候
事
、

(
徳
川
家
網
)

一
大
納
言
へ
の
こ
亙
ろ
入
の
事
、

(

仕

置

)

(

談

合

)

一
諸
事
万
た
ん
御
し
を
き
の
た
ん
こ
う
の
時
の
事
、

一
そ
は
に
め
し
っ
か
ひ
候
者
共
、
世
間
の
取
も
ち
の
事
、

一
万
事
し
を
き
に
つ
き
、
存
よ
り
候
と
を
り
申
上
候
ハ
ん
事
、

(

年

寄

)

(

相

応

)

一
我
身
と
し
よ
り
候
に
さ
う
お
う
せ
き
る
奉
公
ふ
り
の
事
、

(
肝
)

一
か
ん
用
の
も
と
の
所
を
申
き
か
す
へ
き
事
、



右
の
一
書
之
通
、
く
わ
し
き
事
ハ
口
上
に
祖
心
に
向
き
か
せ
候
、
申
ふ
く
め
候
、

霜
月
十
四
日

花
さ詰押
ぬ井)

き空
ノミ子
か忠
ミ勝

み
と
の
J¥ 

こ
の
御
内
書
も
ま
た
内
容
か
ら
は
年
代
を
特
定
す
る
こ
と
は
冨
難
で
あ
る
が
、
そ
の
包
紙
に
「
慶
安
二
年
丑
ノ
霜
月

御
書
也
」
と
あ
り
、
糊
封
の
部
分
に
「
封
」
の
文
字
と
忠
勝
の
黒
印
と
が
捺
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
た
御
内
書
を
受
け
取
っ
た
時
点
で
の
も
の
と

祖
心
御
使
ニ
て
被
下
侯

推
測
さ
れ
、
慶
安
二
年
の
も
の
と
み
な
し
え
る
c

な
お
、
使
用
さ
れ
た
紙
は
、
縦
四
五
・
五
セ
ン
チ
、
横
六
二
・
三
セ
ン
チ
の
大
高
檀
紙
で
あ
ち
、

据
え
ら
れ
た
花
押
は
縦
三
・
四
セ
ン
チ
、
横
六
・
五
セ
ン
チ
と
少
し
小
さ
い
が
、
形
状
は

B
型
に
極
め
て
近
い
も
の
で
あ
る
。

[
錦
内
書

ω〕
(
酒
井
2
)

猶
々
愛
元
敦
々
息
災
ニ
侯
間
可
心
易
張
、
以
上
、

(
加
々
爪
直
道
)

其
許
江
相
越
緩
々
仕
置
等
申
付
、
此
方
有
之
従
時
分
気
力
能
候
之
由
相
関
満
足
候
、
弥
其
通
候
哉
、
依
之
差
遣
加
二
以
甲
斐
守
候
、
然
者
如

令
存
就
日
光
之
議
久
々
殺
生
無
之
、
昨
日
初
鷹
狩
之
雇
井
鉄
砲
之
雁
送
遣
之
候
、
可
令
為
悦
与
思
食
候
、
愛
一
冗
何
茂
息
災
侯
関
心
易
可
存
候
、

委
縮
相
含
口
上
候
也
、

九
月
十

若逼九
狭瓦日
f寺霊(
従竺花
と押
の)
f¥ 

こ
の
練
内
書
は
、
宛
名
に
「
酒
井
侍
従
」
と
あ
り
、
忠
勝
の
侍
従
任
官
が
寛
永
九
年
十
二
月
一
日
、
少
将
へ
の
昇
進
が
寛
永
二
十
年
十
一
月
密

日
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
寛
永
十
年
以
蜂
寛
永
二
十
年
以
前
の
も
の
と
な
る
。
文
中
に
「
差
遣
加
々
爪
甲
斐
守
候
、
(
中
略
)
昨
日
初
溝
狩
之
羅
井

鉄
砲
之
雁
送
遣
候
」
と
あ
る
こ
と
と
、
「
江
戸
幕
府

E
記
」
寛
永
十
九
年
九
月
十
九
日
条
に
「
御
狩
之
雁
二
羽
酒
井
讃
岐
守
へ
被
下
之
、

上
使

加
々
爪
甲
斐
守
、
当
時
依
在
国
、
今
朝
揚
鞭
云
々
」
と
あ
る
こ
と
が
符
号
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
御
内
書
は
寛
永
十
九
年
の
も
の
と
確
定
す
る
。

-L.. 

ノ、



---'-
ノ、

な
お
、
使
用
さ
れ
た
紙
は
、
縦
四
五
・

0
セ
ン
チ
、
横
六
二
・
三
七
ン
チ
の
大
高
檀
紙
で
あ
り
、
据
え
ら
れ
た
花
押
は
縦
四
・
四
セ
ン
チ
、
横

八
・
三
セ
ン
チ
と
下
線
部
分
が
少
し
短
い
が
、
形
状
は
3
型
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

[
御
内
書
臼
〕
(
酒
井
4
)

(

煩

)

(

万

事

)

(

真

実

)

(

満

足

)

今
度
わ
つ
ら
い
に
つ
き
人
に
か
わ
り
は
ん
し
の
儀
、
身
し
つ
よ
ち
お
も
ひ
入
候
と
お
り
ま
ん
そ
く
に
お
も
ひ
候
、
其
方
心
中
見
つ
け
候
上
ハ
、

(

万

)

(

談

合

)

(

実

)

(

底

)

よ
ろ
つ
の
仕
置
の
き
わ
ま
ち
は
た
ん
か
う
お
く
そ
こ
な
く
す
へ
く
候
、
す
こ
し
も
心
お
か
す
お
も
ひ
候
と
お
り
い
ひ
き
か
せ
へ
く
候
、
其
方

(

如

在

)

(

言

上

)

の
議
八
ま
ん
し
よ
さ
い
す
ま
し
く
候
、
い
よ

/
L
此
上
ハ
お
も
ひ
候
事
お
く
そ
こ
な
く
こ
ん
し
?
っ
申
さ
れ
へ
く
候
也
、

十
一
月
廿
五
日
家
光
(
花
押
)

(
讃
岐
・
忠
勝
)

酒
井
さ
ぬ
き
の
守
と
の
へ

使
用
さ
れ
た
紙
は
縦
三
九
・
六
セ
ン
チ
、
横
五
六
・
六
セ
ン
チ
の
奉
書
紙
で
あ
る
。
こ
の
岳
筆
御
内
書
は
、
「
古
文
書
時
代
鑑
」
に
「
徳
川
家

光
自
筆
書
状
」
の
名
で
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
解
説
で
寛
永
十
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
解
説
で
は
「
寛
永
十
年
九
月
、
徳
川
家
光
読

あ
り
、
十
月
に
入
り
、

一
度
平
癒
を
見
た
り
r

し
が
、
中
旬
よ
り
再
び
重
態
に
陥
る
、
明
正
天
皇
を
始
め
奉
り
、
後
水
尾
上
皇
、
東
福
門
院
、
深
く

御
心
を
悩
ま
せ
ら
れ
、
其
快
癒
を
訴
ら
せ
給
ふ
、
十
一
月
下
旬
に
至
り
、
漸
く
恢
復
す
る
こ
と
を
得
た
り
、
愛
に
掲
ぐ
る
家
光
自
筆
の
書
状
は
、

蓋
こ
の
時
、
酒
井
讃
蚊
守
忠
勝
に
輿
へ
し
も
の
な
る
べ
く
」
と
年
代
推
定
の
根
拠
を
示
し
て
い
る
。

藩
政
史
料
編
一
」
に
収
め
る
に
あ
た
っ
て
「
慶
安
三
年
カ
」

こ
れ
に
対
し
、
年
代
推
定
に
疑
問
を
も
っ
た
筆
者
は
、
本
書
状
を
『
小
浜
市
史

と
し
て
収
録
し
た
。
そ
の
根
拠
は
、
家
光
の
病
状
が
寛
永
十
年
十
一
月
二
十
五
日
段
階
に
は
快
復
の
様
子
が
う
か
が
え
る
も
の
の
な
お
十
分
で
は

な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
、
以
下
の
点
か
ら
慶
安
三
年
と
す
る
推
定
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
が
明
か
と
な
っ
た
。
第
一
点
は
、
据
え
ら
れ

た
花
押
は
、
続
四
・
二
セ
ン
チ
、
横
六
・
九
セ
ン
チ
と

A
型
花
押
よ
ち
か
な
り
大
き
い
も
の
の
型
状
は
A
型
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
寛
永
十
五
年

以
前
の
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
書
風
で
あ
る
。
こ
の
御
内
書
の
書
風
は
、
慶
安
二
年
の
酒
井
忠
勝
宛
家
光
自
筆
御



内
童
日
(
酒
井
3
)
、
慶
安
三
年
の
井
伊
直
孝
宛
家
光
自
筆
御
内
書
(
井
伊
2
)
と
比
較
す
る
と
大
き
く
異
な
り
、
む
し
ろ
寛
永
十
二
年
の
伊
達
政

宗
宛
自
筆
御
内
童
日
(
伊
達
豆
、
寛
永
十
一
年
の
井
伊
直
孝
宛
自
筆
御
内
書
(
井
伊
3
)
、
寛
永
十
二
年
の
井
伊
重
孝
宛
自
筆
御
内
書
(
井
研
工

と
極
め
て
似
通
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
三
は
、
本
御
内
書
の
包
紙
に
み
え
る
記
載
で
あ
る
。
現
在
、
こ
の
御
内
書
は
軸
装
さ
れ
、
包
紙
は
失
わ

れ
て
い
る
が
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
が
一
九
二
二
年
に
作
成
し
た
影
写
本
に
は
、
内
包
紙
と
さ
ら
に
そ
れ
を
包
ん
だ
外
包
紙
が
影
写
さ
れ
て
い

る
。
内
包
紙
は
、
そ
の
封
じ
目
に
家
光
の
花
押
が
据
え
ら
れ
て
お
り
、
御
内
書
を
包
ん
だ
原
包
紙
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
外
包
紙
に
は
「
寛

、水十

御
自
筆
之
御
内
書
」
と
あ
り
、
糊
封
の
部
分
に
「
封
」
の
文
字
と
志
勝
の
黒
印
と
が
捺
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
酒
井
I
、
酒
井
3
と

同
様
に
考
え
れ
ば
こ
の
御
内
書
は
寛
永
十
一
年
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
包
紙
に
は
月
日
の
記
載
は
な
く
酒
井
1
・
3
と
は

異
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
寛
永
十
一
年
の
家
光
の
動
向
を
窺
う
と
、
七
月
に
上
洛
、
八
月
に
婦
荷
、

つ
い
で
九
月
に
は
日
光
社
参
を
行
い
、
十

丹
こ
ろ
に
煩
っ
た
様
子
は
な
く
、
「
今
度
わ
つ
ら
い
に
つ
き
」
と
い
う
本
文
冒
頭
の
内
容
と
組
離
す
る
。

で
は
い
つ
の
も
の
か
。
家
光
に
よ
る
政
治
が
本
格
的
に
始
っ
た
寛
永
九
年
か
ら

B
型
花
押
が
現
れ
る
以
前
の
寛
永
十
五
年
ま
で
の
各
年
に
お
け

る
十
一
月
末
の
家
光
の
様
子
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

寛
永
九
年
、
「
江
戸
幕
府
日
記
」
に
よ
る
と
家
光
が
煩
っ
た
様
子
は
な
い
っ
寛
永
十
年
は
、
九
月
十
四
日
晩
よ
り
「
虫
気
」
と
な
り
、
十
月
始

(
間
)

め
に
一
時
的
に
快
復
す
る
が
十
月
半
ば
に
は
「
若
御
大
事
も
御
産
候
ハ
¥
御
譲
之
議
迄
被
掬
様
御
窪
候
由
」
と
取
沙
汰
さ
れ
る
ほ
ど
の
病
状
に

陥
る
。
十
月
一
一
十
六
日
に
は
「
江
戸
幕
府
日
記
」
は
「
上
様
御
不
予
御
決
黙
」
と
記
す
が
、
そ
の
あ
と
に
は
家
光
「
御
不
例
」

の
記
事
が
続
き
、

十
一
月
二
十
一
日
に
な
っ
て
も
「
諸
大
名
登
城
、
錦
不
予
余
義
タ
ル
ニ
抜
高
進
」
と
あ
る
よ
う
に
な
お
十
分
な
快
復
を
み
て
い
な
い
c

し
か
し
、

同
二
十
六
日
に
は
保
科
正
之
等
を
御
産
関
に
召
し
薦
の
一
維
を
与
え
、
誤
ら
れ
た
も
の
た
ち
と
で
は
あ
る
が
対
面
し
て
い
る
。
と
は
い
え
な
お
十

一
一
月
に
な
っ
て
も
一
日
、
十
五
日
の
定
例
の
御
目
見
に
家
光
は
出
産
し
て
い
な
い
。
寛
永
十
一
年
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。
寛
、
水
十
二
年
十

三
年
と
も
に
、
「
江
戸
幕
府
日
記
」
等
に
よ
れ
ば
家
光
が
十
一
月
こ
ろ
に
煩
っ
た
様
子
は
な
い
c

寛
永
十
四
年
は
、

一
円
月
に
発
病
、
そ
の
後
容
易

--L.. 

ノ、



六
回

に
は
快
復
せ
ず
、
九
月
末
に
十
分
な
も
の
で
は
な
い
が
一
応
の
快
復
を
み
る
。
そ
の
後
、
家
光
は
酒
を
整
え
盛
ん
に
鷹
野
へ
出
る
な
ど
し
て
養
生

を
続
け
る
も
の
の
、
表
へ
の
出
産
は
翌
年
に
い
た
っ
て
も
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
十
四
年
十
一
月
九
日
、
島
原
の
乱
の
報
が
江
戸
に
到
達
す
る
が
、

こ
の
こ
ろ
よ
り
家
光
は
政
務
を
再
開
す
る
c

寛
永
十
五
年
の
家
光
は
、
前
年
か
ら
の
病
の
養
生
に
努
め
る
が
、
十
一
月
こ
ろ
に
特
に
煩
っ
た
様
子

(
問
)

は
な
い
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
書
状
の
文
頭
に
あ
る
「
今
度
わ
つ
ら
い
に
つ
き
」
と
い
う
文
言
に
最
も
相
応
し
い
年
は
、
「
古
文
書
時
代
鑑
』

の
解

説
が
い
う
よ
う
に
寛
永
十
年
が
適
当
で
あ
り
、
本
御
内
書
は
寛
永
十
年
の
も
の
と
誰
定
さ
れ
る
。

蜂
須
賀
家
文
書

[
御
内
書
弘
)
(
蜂
須
賀
1
)

(
忠
世
)

所
労
之
由
、
如
何
無
心
許
覚
候
、
寒
気
之
第
無
油
断
療
養
専
一
一
族
、
猶
酒
井
雅
楽
頭
可
述
候
也
、

十

月
蓬主主六
車須日

賓

室元
)押

こ
の
御
内
書
は
、
奉
者
が
酒
井
忠
世
で
あ
る
こ
と
か
ら
一
瓦
和
九
年
以
降
寛
永
十
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
本
文
の
「
所
労
之
由
」
に
注
目
し
、

蓬
庵
と
親
交
の
深
か
っ
た
崇
伝
の
日
記
か
ら
蓬
庵
の
煩
い
の
様
子
を
拾
っ
て
み
る
と
、
寛
、
水
八
年
一
月
二
十
一
日
条
に
江
戸
の
崇
伝
に
宛
て
ら
れ

た
寛
永
七
年
十
二
月
二
十
一
日
付
の
蓬
庵
書
状
が
書
き
留
め
ら
れ
て
お
弘
、
そ
こ
に
は
「
先
月
中
旬
比
、
後
虫
指
発
、
致
迷
惑
候
キ
、

(
蜂
須
費
忠
英
)

阿
波
守
種
々
養
生
申
付
、
早
速
致
本
復
候
、
可
被
安
尊
慮
候
、
寒
加
程
故
、
両

上
様
立
御
耳
、
不
便
被
思
召
由

上
意
ニ
商
被
或
下
御
内
書

候
(
中
略
)
、
追
而
此
度

将
軍
様
御
書
判
頂
戴
仕
候
」
と
あ
り
、
蓬
庵
の
病
気
と
と
も
に
将
軍
家
光
か
ら
「
御
書
判
」
を
「
頂
戴
」
し
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

い
ま
問
題
に
し
て
い
る
御
内
書
の
日
時
、
内
容
と
も
こ
の
記
事
に
符
合
し
て
お
り
、
こ
の
錦
内
書
は
寛
永
七
年



の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
定
す
る
。
な
お
、
こ
の
御
内
書
に
は
縦
三
・
九
セ
ン
チ
、
横
六
・

0
セ
ン
チ
の
花
押
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

四

戸
田
文
書

[
御
内
室
目
白
〕
(
戸
田

1
)

一
使
飛
脚
に
て
着
候
、
ゆ
い
き
か
せ
候
通
ニ
其
元
日
に
ち
の
ひ
候
儀
ハ
く
る
し
か
ら
す
候
ま
¥
ゆ
る

l
iと
ゆ
い
付
、
諸
軍
勢
も
そ
こ
ね

さ
る
や
う
に
可
申
付
事
、

一
其
元
日
に
ち
も
こ
み
候
ハ
¥
諸
軍
勢
の
う
ち
に
も
き
り
し
た
ん
多
ク
可
有
ま
¥
其
心
も
ち
無
油
断
可
存
候
事
、
味
方
の
義
を
も
先
へ

能
?
っ
し
、
先
ニ
て
た
で
し
り
候
ハ
ん
ま
¥
其
心
も
ち
を
も
ち
万
事
し
を
き
堅
可
申
付
候
事
、

(
八
ケ
条
中
略
)

二
月
一
一
日

花
押

伊長左戸 A
豆2門自)
綱鉄

(
胤
)

こ
の
文
書
は
戸
田
氏
鉄
・
松
平
信
網
に
宛
て
ら
れ
た
白
筆
の
御
内
書
で
あ
る
。
第
二
条
に
「
其
元
日
に
ち
も
こ
み
候
ハ
¥
諸
軍
勢
の
う
ち

に
も
き
り
し
た
ん
多
ク
可
有
ま
、
」
と
あ
る
よ
う
に
島
原
の
乱
に
あ
た
っ
て
の
も
の
で
あ
り
、
戸
田
氏
鉄
・
松
平
信
網
が
島
原
に
派
遣
さ
れ
た
の

(
蜘
)

が
寛
永
十
四
年
十
一
月
二
十
七
日
、
両
人
が
江
戸
に
帰
還
し
た
の
が
寛
永
十
五
年
五
月
十
二
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
御
内
童
目
は
寛
永
十
五
年

の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、

A
型
の
花
押
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

五

保
坂
潤
治
氏
所
蔵
文
書

六
五



六
六

梅
内
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f呆
坂

又
/
l
l
か
し
く
、

う
ち
つ
?
き
あ
っ
く
候
、

(
気
色
)

ハ
し
候
、
き
し
よ
く
い
よ
/
1
1
1
よ
く
候
あ
い
た
、

(
息
災
)

そ
く
さ
い
に
候
や
、

心
も
と
な
く
お
ほ
し
め
し
、

心
や
す
か
る
へ
く
候
、

(
強
制
川
喜
左
衛
問
け
)

に
な
川
き
さ
へ
も
ん
さ
し
こ
し
、
な
ら
ひ
に
ま
き
物
三
百
っ
か

(
替
市
)

ま
つ
/
L
1
き
ん
中
か
た
あ
い
か
は
る
き
こ
れ
な
く
候
や
、

き
か
ま

ほ
し
く
候
、
な
を
口
上
ニ
申
へ
く
候
、
め
で
た
く
、
か
し
く
、

七
月
十
二
日
い
へ
光
(
花
押
B
)

(
春
日
)

か
す
か
の
局

(

陸

間

喜

左

衛

門

)

本
文
に
「
に
な
川
き
さ
へ
も
ん
さ
し
こ
し
、
な
ら
ひ
に
ま
き
物
三
百
っ
か
ハ
し
候
」
と
あ
る
こ
と
と
、
「
江
戸
幕
前
日
記
」
寛
永
十
七
年
七
月

十
一
日
条
に
「
春
日
局
去
比
令
上
洛
付
而
為
上
使
蜂
川
喜
左
衛
門
を
以
巻
物
三
百
被
遣
之
」
と
あ
り
、
ま
た
十
二

E
条
に
「
春
日
局
へ
為
御
使
蜂

川
喜
左
禽
門
被
遺
之
付
而
御
伝
馬
梅
朱
印
井
黄
金
錦
雑
子
等
被
下
之
」
と
あ
る
こ
と
と
が
符
号
す
る
こ
と
よ
り
、
本
御
内
書
は
寛
永
十
七
年
の
も

の
で
あ
る
c

な
お
、
据
え
ら
れ
た
花
押
は
B
型
花
押
で
あ
る
。

--'---
ノ、

稲
葉
家
文
書

御
とz内
し主書

月 63
わ〕

れ

た
め

(
稲
葉
1
)

(

薬

)

(

息

災

)

(

立

願

)

(

死

後

)

く
す
り
事
も
き
¥
そ
く
さ
い
な
る
や
う
と
の
り
う
く
わ
ん
に
、
く
す
り
も
た
へ
す
侯
、
さ
れ
と
も
し
こ
に
お

(

身

)

(

養

生

)

(

今

度

)

(

竹

千

代

)

(

精

)

よ
ひ
た
へ
さ
せ
候
事
、
そ
の
ミ
ゃ
う
し
や
う
に
て
た
へ
申
候
と
う
り
に
て
ハ
な
く
候
、
こ
ん
と
た
け
ち
よ
き
あ
い
ニ
せ
い
お
つ
く
し
、

(

其

方

)

(

不

意

)

(

彼

是

)

(

苦

労

)

候
や
そ
の
ほ
う
ふ
り
ょ
の
き
も
候
へ
ハ
、
か
れ
こ
れ
く
ろ
う
お
も
つ
く
す
事
に
侯
ま
¥

ま
た

き
候
へ
ハ
、

天
下
の
た
め
身
の
た
め
に
候
ま
E

、
こ
の
た
ひ
く
す
り
お
た
へ
、

そ
の
う
へ
ハ
せ
い
も
つ
き
わ
れ
/

L
い
の
ち
も
つ

(
孝
行
)

い
の
ち
お
の
は
し
候
か
大
き
な
る
こ
う
/
L
1
に
で
あ
る
へ
く



(

域

)

(

指

)

(

奉

公

)

候
ま
¥
と
く
し
ろ
に
で
も
や
と
に
で
も
く
す
り
た
へ
、
そ
の
う
へ
の
託
、
っ
か
う
の
心
も
ち
ハ
あ
る
へ
く
候
ま
¥
く
す
り
の
ま
さ
る
よ
り

(
果
)

ハ
た
め
申
ほ
う
か
う
た
る
へ
く
候
、
こ
の
こ
と
は
お
む
に
い
た
し
く
す
り
た
へ
き
る
に
お
い
て
ハ
、
は
て
た
る
の
ち
ま
で
も
と
、
か
さ
る
物

マ

と
お
も
ふ
可
候
ま
¥
そ
の
こ
、
ろ
へ
あ
る
へ
く
、

(
花
押
)

本
書
状
に
は
、
年
月
日
も
宛
名
も
な
い
。
宛
名
に
つ
い
て
は
、
こ
の
文
書
の
末
尾
が
切
断
さ
れ
て
お
り
、
も
と
も
と
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
は

明
ら
か
で
は
な
い
が
、
伝
来
と
内
容
か
ら
し
て
家
光
の
乳
人
で
あ
る
福
、
春
日
局
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
出
さ
れ
た
日
時
に
つ
い
て
は
、

(
寛
永
二
十
年
九
月
)

の
稲
葉
家
の
項
、
に
「
こ
の
月
大
猷
院
殿
親
筆
を
賜
ひ
、
ふ
た
=
び
薬
餌
を
用
ふ
べ
き
む
ね
仰
下
さ
る
」
と
あ
る
こ
と

(
家
網
)
(
鴎
)

「
竹
千
代
」

「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」

に
従
え
ば
寛
、
水
二
十
年
九
月
と
な
る
。
こ
の
推
定
は
、
本
文
中
に
み
え
る

の
誕
生
が
寛
永
十
八
年
八
月
三
日
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ

以
降
春
日
局
が
死
去
直
前
ま
で
特
に
煩
っ
た
様
子
が
な
い
こ
と
か
ら
も
、
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
文
書
に
据
え
ら
れ
て
い
る
花

押
は
、
こ
の
時
期
に
み
ら
れ
る
花
押
と
辻
異
な
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
秀
忠
の
花
押
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
花
押
の
大
き
さ
は
、
縦

三
・
六
セ
ン
チ
、
横
四
・
三
セ
ン
チ
と
こ
の
時
期
の
も
の
と
し
て
は
少
し
小
型
で
あ
る
。

注(
1
)
「
瀧
山
寺
文
書
」
。

(
2
)
拙
稿
「
徳
山
家
光
在
持
文
書
の
研
究
(
一
こ
(
「
京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
」

第
三
八
号
一
九
九
九
年
)
ハ
〉

(
3
)
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
写
真
帳
。

(
4
)
浅
野
光
最
は
、
寛
永
田
年
八
月
二
十
六
百
に
松
平
姓
を
許
さ
れ
る
と
と
も
に
従

五
位
下
安
芸
守
に
叙
任
さ
れ
、
寛
永
九
年
十
月
二
十
九
自
に
遺
鎮
を
継
ぎ
、
寛

永
十
一
年
七
月
十
六
日
に
従
四
位
下
侍
従
に
昇
進
し
、
さ
ら
に
寛
文
五
年
十
二

月
二
十
七
日
に
少
将
に
任
じ
ら
れ
、
寛
文
十
二
年
四
月
十
八
日
に
致
仕
し
た

(
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
五

i
三
回

O
頁)。

(
5
)
「
済
美
録
」
寛
永
十
五
年
五
月
三
日
条
。

(
6
)
拙
著
「
江
戸
幕
府
老
中
制
形
成
過
程
の
研
究
」
(
校
A
肩
書
房

第
二
章
第
六
節
。

(
7
)
前
掲
拙
著
第
三
章
第
六
節
。

一
九
九

O
年

六
七



(
創
刊
勝
)

(
8
)
「
江
戸
幕
荷
日
記
」
寛
永
二
十
一
年
七
月
十
日
条
に
「
土
井
大
炊
頭
今
朝
卒
去
」

と
あ
る
。

(
9
)
穂
川
頼
宣
は
、
慶
長
十
六
年
三
丹
二
十
日
に
従
三
位
参
議
に
叙
任
、
元
和
三
年

七
月
に
中
納
言
、
寛
、
水
三
年
八
丹
十
九
日
に
従
二
位
大
納
言
に
昇
進
、
寛
文
七

年
五
月
に
穏
居
し
、
重
文
十
一
年
一
月
十
日
に
死
去
し
た
(
「
譲
別
諸
家
系
譜
」

一一
1
二
三
七
頁
)
。

(
ぬ
)
「
権
現
様
台
諺
混
様
大
獣
提
議
梅
内
書
写
」
(
東
京
大
学
総
合
国
書
館
議
)
。

「
御
内
書
写
」
と
略
称
し
、
以
下
特
に
注
記
し
な
い
援
り
、
徳
川
頼
宣
に
関
す

る
も
の
辻
同
文
書
に
よ
る
。

(
日
)
「
阿
波
詩
従
」
は
、
韓
須
賀
忠
英
の
こ
と
で
、
元
和
九
年
九
丹
十

5
に
徒
四
泣

下
阿
波
守
に
叙
任
、
寛
永
三
年
八
月
十
九
日
侍
従
に
昇
進
し
、
承
応
元
年
四
月

四
日
に
死
去
し
た
(
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
六
1
二
四
三
頁
)
。

(
ロ
)
「
聾
須
費
家
文
書
」
(
国
立
史
料
館
蔑
)
D

以
下
、
持
に
注
記
し
な
い
摂
り
、
蜂

須
賀
家
に
関
す
る
も
の
は
再
文
書
に
よ
る
。

(
お
)
「
土
佐
侍
従
」
は
山
内
忠
義
の
こ
と
で
、
慶
長
十
年
七
月
一
日
従
五
位
下
対
馬

守
、
同
年
十
一
月
十
三
日
家
替
を
継
ぎ
、
麗
長
十
五
年
間
二
日
月
十
八

5
に
従
四

位
下
土
佐
守
に
叙
任
さ
れ
、
松
平
の
詠
号
を
許
さ
れ
、
章
、
水
三
年
八
月
十
九
百

に
侍
従
に
昇
進
し
、
照
明
君
二
年
七
月
三
百
致
仕
し
、
寛
文
四
年
十
一
月
二
十
四

B
に
死
去
し
た
(
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
二
二

1
三
O
四
葉
)
。

(
弘
)
「
土
佐
山
内
家
文
書
」
(
土
佐
山
内
家
宝
物
資
料
館
蔵
)
。
以
下
、
特
に
注
記
し

な
い
限
り
、
山
内
家
に
関
す
る
も
の
は
同
文
書
に
よ
る
。

(
日
)
「
島
津
家
文
書
」
(
東
京
大
学
史
料
一
編
纂
所
蔵
)
。
以
下
、
特
に
注
記
し
な
い
隈

り
、
島
津
家
に
隠
す
る
も
の
は
同
文
書
に
よ
る
。
な
お
、
「
島
津
家
文
書
」
に

つ
い
て
は
「
大
百
本
古
文
書
島
津
家
文
書
」
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
一
部

の
御
内
書
が
未
収
録
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
原
本
写
真
を
思
い
た
む

六
八

(
お
)
島
産
家
で
中
納
言
に
在
官
し
た
の
は
こ
の
時
期
で
は
家
久
以
外
に
誌
な
い
。
な

お
、
家
久
の
中
納
言
任
官
は
寛
永
三
年
八
月
十
九

E
、
没
年
は
寛
永
十
五
年
二

月
二
十
三
E
で
あ
る
(
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
二

I
三
つ
一
九
頁
)
。

(
刀
)
本
稿
で
使
用
す
る
『
本
光
司
部
日
記
」
は
、
特
に
断
ら
な
い
擦
り
、
副
島
種
経

校
訂
「
新
訂
本
光
国
縞
E
記
」
(
続
群
書
類
従
閑
静
会
一
九
七

O
年
)
を
用

い
た

9

(
酒
井
忠
世
)
(
土
井
利
勝
)

(
m
m
)

「
本
光
盟
締
自
記
」
寛
永
七
年
十
丹
二
十
九

E
条
に
「
雅
楽
毅
・
大
炊
殿
・

(
伊
丹
康
勝
)

伊
播
州
江
一
戸
へ
御
婦
国
」
と
あ
る
。

(
m
m
)

毛
利
秀
就
は
、
嚢
長
西
年
十
一
月
十
一

E
従
五
註
下
侍
従
、
同
年
十
二
月
八
日

従
四
位
下
に
叙
任
、
菱
長
十
三
年
九
丹
十
三
自
松
平
の
称
号
を
許
さ
れ
、
長
門

守
に
改
め
、
寛
永
三
年
九
丹
十
八
日
に
少
容
に
昇
進
し
、
慶
安
田
年
一
月
二
十

一
日
に
死
去
し
た
(
「
寛
設
重
修
諸
家
譜
」
一

O
i
二
四
五
頁
)

C

(
お
)
「
毛
利
家
文
書
」
(
防
青
毛
利
報
公
会
薄
物
館
蔵
)
。
以
下
、
特
に
注
記
し
な
い

設
り
、
毛
利
家
に
慰
問
す
る
も
の
は
時
文
書
に
よ
る
。
な
お
、
「
大
日
本
古
文
書

毛
利
家
文
書
」
と
し
て
一
部
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
俗
博
内
書
は
未
収
録

で
あ
る
c

(
幻
)
「
上
杉
文
書
」
(
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
写
真
帳
)
。
以
下
、
特
に
注
記
し
な
い

摂
り
、
上
杉
家
に
関
す
る
も
の
は
同
文
書
に
よ
る
。

(
忽
)
上
杉
定
勝
は
、
一
克
和
九
年
二
月
十
三
日
に
従
四
位
下
侍
従
弾
正
少
弼
に
叙
任
し
、

同
年
五
月
十
六
日
に
遺
鎮
を
継
ぎ
、
寛
永
一
二
年
八
月
十
九
百
に
少
将
に
昇
進
し
、

正
保
二
年
九
月
十
日
に
死
去
し
た
(
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
一
二

1
一一一一一

頁)。

(
幻
)
「
細
川
家
文
書
」
(
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
写
真
帳
)

D

以
下
、
特
に
注
記
し
な

い
限
り
、
細
川
家
に
関
す
る
も
の
は
同
文
書
に
よ
る
。

(
辺
)
絹
川
忠
利
は
、
慶
長
五
年
八
月
二
十
日
内
記
を
称
し
、
慶
長
十
年
四
月
八
日
従



五
註
下
侍
従
に
叙
任
、
そ
の
後
も
内
記
を
称
し
、
一
元
和
六
年
末
に
封
を
継
ぎ
、

一
元
和
八
年
十
』
一
月
二
十
三
日
に
越
中
守
に
改
め
、
寛
永
三
年
八
月
十
九
日
に
従

凶
位
下
少
将
に
昇
進
し
、
寛
、
水
十
八
年
三
月
十
七
日
に
死
去
し
た
(
「
寛
政
重

修
諸
家
譜
」
二

l
一二

O
八百炉、
)
c

な
お
、
細
川
・
忠
利
の
元
和
八
年
十
二
月
二
十

三
日
の
越
中
守
任
官
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
を
参
照
c

(
お
)
細
川
忠
利
の
こ
の
時
期
の
居
所
に
つ
い
て
は
『
大
日
本
近
世
史
料
細
川
家
史

粍
」
の
そ
の
時
々
に
注
記
が
な
さ
れ
て
い
る
む
以
下
、
「
細
川
家
史
料
」
等
に

よ
っ
て
本
稿
に
必
要
な
限
り
で
忠
利
の
居
所
の
概
要
を
記
し
て
お
く
c

一
正
和
七

年
十
二
月
ト
四
日
江
戸
着
、
一
疋
和
八
年
は
在
江
戸
、
一
瓦
和
九
年
五
月
半
ば
江
戸

発
、
六
丹
一
日
以
前
に
京
都
着
、
同
年
間
八
月
一
日
に
京
都
を
発
っ
て
小
倉
に

向
か
い
、
寛
永
元
年
三
丹
六
日
に
小
倉
を
出
る
ま
で
在
小
倉
、
同
年
匝
月
八
日

に
江
戸
着
、
寛
永
二
年
五
月
は
じ
め
に
江
戸
を
発
ち
五
月
二
十
八
日
に
小
倉
着
、

寛
永
三
年
五
月
十
一
二
日
に
小
倉
発
京
都
へ
、
九
月
二
十
九
日
京
都
発
、
十
月
十

七
自
小
倉
着
、
寛
、
水
田
年
二
月
五
日
小
倉
発
、
二
月
二
十
八
ヨ
江
戸
着
、
何
十

一
月
十
s
四
E
江
戸
暇
、
十
二
月
十
八
日
小
倉
着
、
寛
永
五
年
十
一
一
月
二
十
五
日
μ

小
倉
発
、
十
二
月
十
八
日
江
戸
着
、
寛
、
水
六
年
十
一
月
六
日
江
戸
発
、
十
二
月

五
5
小
倉
善
、
寛
永
七
年
十
一
月
五
日
小
倉
発
、
十
一
月
曜
百
江
戸
着
、
寛
、
水

九
年
二
月
十
註
江
戸
発
、
三
丹
四
日
小
倉
着
、
九
月
十
三
自
小
倉
発
、
十
月
三

日
江
戸
着
、
十
二
月
六
日
小
倉
発
、
十
二
月
九
日
熊
本
着
、
寛
永
十
年
九
月
十

二
日
熊
本
発
、
十
月
十

5
江
戸
着
、
寛
永
十
一
年
六
月
こ
ろ
京
都
在
、
九
月
末

熊
本
へ
、
克
、
水
十
二
年
一
月
十
六
日
熊
本
発
、
二
月
十
四
日
江
戸
着
。

(
お
)
「
細
川
家
史
料
」
九
i
三
六
六
号
。

(
幻
)
松
一
平
文
原
(
福
井
県
立
図
書
館
寄
託
)
。

(
お
)
松
平
忠
H
M
は
、
一
正
和
一
花
年
一
月
十
二
日
に
従
西
位
下
侍
従
伊
予
守
に
叙
在
し
、

寛
永
三
年
八
丹
十
九
日
に
正
四
位
下
参
議
に
昇
進
し
、
正
保
二
年
八
月
一
日
に

死
去
し
た
(
『
悲
川
諸
家
系
譜
」
四

1
一
O
)
。

(
お
)
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
写
真
帳
。

(
却
)
「
江
戸
幕
府
日
記
」
「
沢
庵
和
尚
書
葡
集
」
(
辻
善
之
助
編
註

九
四
三
年
)
。

岩
波
書
宿

(
お
)
東
京
大
学
史
粍
編
纂
所
蔵
c

(
詑
)
拙
稿
「
偉
町
家
光
の
居
所
と
行
動
」
(
一
近
世
前
期
政
治
的
主
要
人
物
の
居
所
と

行
動
」
京
都
大
学
人
文
科
学
講
究
所
一
九
九
四
年
)
参
類
。

(
お
)
島
津
日
は
「
島
津
家
文
書
」
丸
四
八
で
は
年
代
を
推
定
し
て
お
ら
ず
、
『
後
編

薩
摩
泊
記
雑
録
」
は
寛
、
水
四
年
の
も
の
と
す
る

G

島
津
立
は
未
収
録
、
島
津
日

は
『
島
津
家
文
書
』
九
三
九
で
は
年
代
を
推
定
し
て
い
な
い
c

『
後
編
藷
藩
旧

記
雑
録
』
は
寛
永
六
年
の
も
の
と
す
る
。
島
津
け
は
は
『
島
津
家
文
書
」
九
一
一
一
一
一

(
誕
)

は
年
代
を
推
定
し
て
い
な
い
む

「
島
津
家
文
書
」
八
九
六
の
注
記
に
詰
「
一
瓦
和
十
年
若
シ
ク
ハ
寛
、
水
，
一
年
ノ
モ

ノ
ナ
ル
ベ
シ
」
と
あ
る
c

(
お
)
一
元
和
九
年
間
八
月
に
京
都
か
ら
国
一
瓦
鹿
児
島
に
帰
り
(
一
花
和
九
年
間
八
月
二
十

四
日
村
中
山
王
宛
島
淳
家
久
書
状
に
「
去
年
冬
以
来
令
在
江
戸
、
当
年
夏
公
方

様
致
供
奉
上
洛
之
故
、
漸
頃
暇
明
婦
居
決
然
候
」
「
後
編
薩
蓮
田
記
雑
録
」
七

六
と
あ
る
)
、
元
和
九
年
十
一
月
こ
ろ
に
鹿
児
島
を
発
つ
が
、
途
中
で
越
年
し

よ
う
や
く
四
月
十
二
日
に
江
戸
に
着
き
(
元
和
十
年
四
月
ト
西
日
付
島
津
家
久

宛
井
上
正
就
書
状
に
「
旧
冬
御
国
御
立
被
或
候
へ
共
、
海
上
荒
申
候
故
、
途
中

ニ
雨
被
成
郵
越
年
、
其
上
少
御
差
合
指
堅
侯
付
而
御
遠
引
被
成
、
一
昨
晩
当
地

御
着
之
由
御
太
儀
共
奉
存
候
」
『
後
編
薩
摩
旧
記
雑
録
」
七
七
と
あ
る
)
、
寛
永

二
年
は
在
府
、
寛
永
三
年
一
月
始
め
に
江
戸
発
、
一
二
月
一
日
に
麗
児
島
着
(
寛

永
三
年
三
丹
一
一
十
五
日
付
中
山
王
克
家
久
書
状
に
「
今
月
期
日
濡
令
婦
冨
誌
、

然
者
当
夏
両
御
所
様
就
御
京
上
従
愛
許
茂
又
々
急
度
致
上
洛
」
『
後
編
薩
摩
旧

六
九



記
雑
録
』
七
八
と
あ
る
)
、
周
年
秀
忠
・
家
光
の
上
洛
に
あ
わ
せ
て
五
月
二
十
日

こ
ろ
鹿
児
島
発
(
寛
永
ゴ
一
年
五
月
十
八
日
付
細
川
忠
利
披
露
状
「
鵠
宰
殿
(
中

略
)
な
と
ハ
、
五
月
昔
呂
ニ
国
を
被
立
候
也
候
」
『
細
川
家
史
料
』
九
i
二
O
七

と
あ
る
)
、
八
月
九
月
は
京
都
諾
在
、
十
月
始
め
に
罰
一
疋
へ
(
寛
、
水
三
年
九
月
二

十
六
日
付
組
問
忠
興
書
状
に
「
島
津
殿
も
御
畷
候
而
(
中
略
)
五
六
日
之
内
ニ

可
為
下
回
出
張
つ
る
)
『
細
川
家
史
料
」
一
二
四
九
九
)
と
あ
る
。

(
お
)
『
島
津
家
文
書
」
九
一
二

G

(
訂
)
こ
の
銅
内
書
は
「
島
産
家
文
書
」
九

O
二
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
年
代

推
定
は
な
い
。
一
方
、
「
後
編
薩
藩
侶
記
雑
誌
」
は
こ
れ
を
元
和
七
年
の
も
の
と

す
る
が
、
奉
者
が
忠
世
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
誤
り
で
あ
る
。

(
お
)
京
都
大
学
文
学
部
古
文
書
室
写
真
帳
。

(
お
)
「
後
編
薩
摩
市
記
雑
録
」
七
六
。

(
必
)
こ
の
御
内
書
は
「
島
津
家
文
書
」
九

O
四
で
は
「
元
和
十
年
若
シ
ク
ハ
寛
、
水
二

年
ノ
モ
ノ
ナ
ル
ベ
シ
」
と
す
る

G

な
お
『
後
編
薩
藩
旧
記
雑
録
」
は
一
元
和
七
年

の
も
の
と
す
る
が
奉
者
が
忠
世
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
誤
ち
で
あ
る
む

「
島
津
家
文
書
」
九
三

O
で
は
年
代
推
定
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

薩
藩
旧
記
雑
録
」
は
寛
永
六
年
の
も
の
と
し
て
い
る
c

(
必
)
『
島
津
家
文
書
」
九
一
八
で
は
年
代
推
定
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

(
お
)
『
島
津
家
文
書
』
九
三
六
で
誌
年
代
誰
定
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
『
後
編
薩
摩
旧

記
雑
録
」
は
寛
永
六
年
の
も
の
と
す
る
。

(
位
)
中
納
言
任
官
後
の
家
久
の
居
所
は
、
寛
永
三
年
十
月
初
旬
に
京
都
を
発
ち
国
一
瓦

へ
帰
り
、
寛
永
田
年
ナ
月
十
九
日
麗
児
高
発
(
「
後
編
襲
藩
旧
記
雑
録
」
七
九
)
、

十
一
月
下
旬
江
戸
着
(
「
後
編
薩
藩
旧
記
雑
録
」
七
九
)
、
寛
永
五
年
九
月
十
九

日
江
戸
発
(
寛
永
五
年
九
月
二
十
五
日
付
ふ
く
ろ
又
五
郎
宛
島
津
家
久
書
状
に

「
江
戸
を
此
ト
九
日
己
己
ら
っ
た
ち
共
甘
五
日
い
ま
き
れ
ま
て
ま
い
り
(
中
略
)
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一
方
「
後
編

七
O 

ふ
し
ミ
大
坂
へ
四
五
日
も
ゐ
挨
」
「
後
編
薩
藩
泊
記
雑
録
」
七
九
と
あ
る
)
、
翌

寛
永
六
年
は
在
回
、
寛
永
七
年
一
月
コ
一
日
鹿
児
島
発
(
「
後
編
藷
藩
侶
記
雑
録
」

八
二
、
三
月
九
日
江
戸
着
(
寛
永
七
年
三
月
十
四
日
付
組
問
忠
興
書
状
に
「
鴎

津
殿
去
九
日
ニ
著
廃
ニ
一
候
」
「
絹
川
家
史
料
」
三

i
七
九
七
と
あ
る
)
、
寛
永
八

年
五
月
二
十
西
日
暇
が
出
(
「
江
戸
幕
府
5
記
」
同
日
条
に
「
松
平
大
隅
守
備
暇
」

と
あ
る
)
、
七
月
五
日
鹿
児
島
着
(
「
後
編
寵
藩
田
記
雑
録
ナ
八
二
)
、
寛
永
九
年

一
一
月
十
八

B
鹿
児
島
発
(
『
畿
編
薩
藩
出
記
雑
録
」
八
回
)
、
四
月
二
日
江
戸
着

(
寛
、
水
九
年
四
月
十
八
日
付
細
川
忠
興
書
状
に
「
嶋
津
殻
去
二
日
当
地
へ
著
」

『
絹
川
家
史
料
」
七
l
一
七
四
七
と
あ
る
)
で
あ
る
c

(
一
位
)
「
島
津
家
文
書
」
九
一
二
で
は
「
寛
、
水
四
年
若
シ
ク
ハ
開
六
年
ノ
モ
ノ
ナ
ラ
ン
」

と
し
、
「
後
編
薩
摩
信
記
雑
録
」
は
寛
永
田
年
の
も
の
と
す
る

G

(
必
)
「
島
津
家
文
書
」
九
四
一
で
は
年
代
推
定
は
な
さ
れ
て
い
な
い
c

『
後
編
薩
摩
旧

記
雑
録
」
は
寛
永
六
年
の
も
の
と
す
る
c

(
訂
)
『
島
津
家
文
書
』
九
三
回
で
は
年
代
推
定
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
『
後
編
薩
摩
侶

記
雑
録
」
は
寛
永
五
年
の
も
の
と
す
る
c

(
認
)
島
津
認
は
『
島
津
家
文
書
」
九
二
九
、
高
津
川
口
は
『
島
津
家
文
書
」
九
一
七
、

島
津
却
は
「
島
津
家
文
書
」
九
四
回
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も

年
代
推
定
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
『
後
編
薩
摩
旧
記
雑
録
」
は
島
津
誌
を
寛
、
水
4

年
、
島
津
却
を
寛
永
五
年
と
し
て
い
る
。

(
却
)
島
津
2
・
2
と
も
『
島
津
家
文
書
」
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
c

(
防
)
島
津
M
は
『
島
津
家
文
書
」
九
三
三
で
は
年
代
誰
定
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
「
後

編
薩
藩
侶
記
雑
録
」
は
寛
永
五
年
の
も
の
と
す
る
が
誤
り
で
あ
る
。
島
幸
お
・

島
津
幻
は
「
後
編
薩
藩
旧
記
雑
録
」
に
絞
め
ら
れ
て
い
る
が
「
島
津
家
文
書
」

に
は
未
収
録
で
、
「
後
編
薩
藩
旧
記
雑
録
」
で
は
島
津
お
を
寛
永
十
一
年
の
も
の
、

島
津
幻
を
寛
永
八
年
と
す
る
が
、
こ
の
年
代
比
定
は
奉
者
か
ら
誤
っ
て
い
る
。



島
津
お
は
『
島
津
家
文
書
」
九

A

.

六
で
は
年
氏
推
定
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
島

津
詑
・
お
誌
「
高
津
家
文
書
」
九
四
六
、
九
五
一
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、

年
代
推
定
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

(
臼
)
寛
、
水
ト
一
年
の
正
月
を
江
戸
で
迎
え
、
六
月
に
辻
家
光
の
上
洛
に
供
奉
し
京
都

へ
(
『
後
編
権
藩
出
記
雑
録
」
八
七
)
、
間
七
月
二
十
日
に
は
京
都
発
(
『
後
一
編
薩

藩
回
記
雑
録
」
八
七
)
、
八
月
中
旬
に
麗
克
烏
着
(
「
後
編
薩
藩
旧
記
雑
録
」
八

七
)
、
寛
永
ト
二
年

A

月
初
匂
に
鹿
児
島
発
(
『
後
編
薩
藩
旧
記
雑
録
」
八
八
)
、

一
一
月
下
旬
に
江
戸
巷
(
「
後
一
編
寵
藩
由
記
雑
録
』
八
八
)
、
寛
永
十
三
年
五
月
十

六
行
に
江
〆
発
(
寛
永
十
二
一
年
五
月
.
一
ト
一
日
付
児
玉
四
郎
兵
衛
宛
同
筑
後
守

書
状
に
「
江
戸
五
月
十
六
日
御
打
立
被
成
長
福
岡
廿
一
日
浜
松
へ
」
『
後
編
薩
藩

八
九
と
あ
る
)
、
寛
、
水
ト
四
年
は
在
留
、
寛
永
十
五
年
二
月
二
十
三

1

3

スし
ι
E
E
1
求
一

H
H
H
三
日
丸
本
牢
圭
』

日
に
鹿
児
島
で
死
去
し
た
。

(辺

「
島
津
家
文
書
」
九
酉
九
で
は
年
代
推
定
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
『
後
編
薙
藩
出

は
こ
れ
を
寛
永
八
年
の
も
と
す
る
が
誤

9
で
あ
る
む

記
雑
誌
」

(
お
)
毛
科
4
は

「
毛
利
家
文
書
」

一
O
三
で
は
年
代
推
定
は
な
さ
れ
て
い
な
い
c

『
毛
利
家
文
書
」
に
は
収
録
さ
れ
て

毛
利
5
・
6

・
7
・
8
・
9
-
m
-
U
は

「
毛
利
家
文
書
」
一
一

O
九
で
は
年
代
推
定
は
な
さ
れ
て

、K
1
u
E司
2
ま

B
U
V
J
J〈

Y

V

1

↓4
革審

τ
i
p
u

、

主

為

、

、

.

0

iv
宇
'uι

し

(
弘
)
「
毛
和
家
文
書
」

(
一
ぬ
)
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
」

(
部
)
幻
庵
の
死
を
悼
む
秀
就
宛
の
家
光
縄
内
書
の
日
時
が
寛
永
二
年
五
月
十
九

5
で

あ
る
こ
と
、
江
戸
と
萩
と
の
情
報
伝
達
に
要
す
る
時
間
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
御

内
書
は
な
お
寛
、
水
二
年
の
可
能
性
も
残
る
が
、
後
述
の
よ
う
に
恒
例
の
講
内
書

・
二
か
刀
遅
い
こ
と
か
込
り
す
れ
ば
、
寛
、
水
二
年

一
O
七
六
で
は
年
代
推
定
は
な
さ
れ
て
い
な
い

一
O
i
二
四
‘
一
頁
。

の
発
給
は
実
際
の
江
付
よ
丹
一

の
可
能
性
誌
よ
り
少
な
い
c

(
訂
)
「
毛
利
家
文
書
」

一
O
七
八
で
は
年
代
推
定
は
な
さ
れ
て
い
な
い
む

一
O
七
九
で
は
年
代
推
定
誌
な
さ
れ
て
い
な
い
。

一
二
一
で
は
年
代
推
定
は
な
・
さ
れ
て
い
な
い

G

(
部
)
『
毛
利
家
文
書
」

(
日
)
『
毛
利
家
文
書
」

(ω)
第
一
節
注
認
参
照
。

(
臼
)
『
毛
羽
家
文
書
」
一

O
九
O
で
辻
年
代
推
定
は
な
さ
れ
て
い
な
い
c

(
位
)
毛
利
秀
就
は
「
本
光
国
師
呂
記
」
寛
、
水
五
年
十
月
十
八
百
条
に
「
松
平
長
門
殿

江
戸
泣
上
港
、
伏
見
へ
宣
ニ
通
候
由
ニ
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
日
江
戸
よ

り
伏
見
を
通
過
し
国
許
に
向
か
い
、
寛
、
水
六
年
二
廷
に
は
家
光
の
泡
宿
を
見
舞

う
た
め
に
大
坂
ま
で
出
向
く
が
、
そ
こ
よ
り
引
き
返
し
、
寛
、
水
七
年
七
月
二
十

七
日
に
は
在
宿
(
「
本
光
国
師
日
記
」
寛
、
水
七
年
八
月
七
日
条
に
「
松
平
長
門
守

殿
江
戸
ぷ
七
月
廿
七
日
之
状
来
」
と
あ
る
)
、
寛
永
九
年
二
月
七
日
に
靖
国
の

暇
が
で
る
ま
で
は
江
戸
に
い
た
(
『
毛
利
回
代
実
録
」
)

C

(
俗
)
第
一
節
注
認
参
照
。

(
斜
)
「
御
文
書
写
」
(
伯
台
市
立
博
物
館
設
「
伊
達
家
文
書
」
)
c

な
お
こ
の
御
内
書
は

伊
達
家
文
書
」
(
以
下
「
伊
達
家
文
書
」
と
略
称
)
に
は
未
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「
大
日
本
古
文
書

収
録
む

『
伊
達
政
宗
騨
伝
記
史
粍
」
(
藩
裡
伊
達
政
宗
公
顕
彰
会

載
に
従
っ
て
元
和
九
年
以
降
の
政
宗
の
詰
所
を
概
観
し
て
お
く

G

一
瓦
和
九
年
四

月
十
七
日
仙
台
発
、
同
二
十
五
日
江
戸
着
、
五
月
十
六
日
江
戸
発
、
六
丹
八

B

京
都
着
、
九
丹
三
日
京
都
発
、
九
月
二
十
日
江
戸
差
、
寛
永
元
年
四
月
十
五
日

一
九
一
一
一
八
年
)

の
記

江
戸
発
、
同
三
十
二
日
仙
台
着
、
寛
永
二
年
四
月
十
日
仙
台
発
、
同
二
十
日
江

戸
着
、
寛
永
三
年
五
月
三
十
日
江
戸
発
、
六
丹
十
九
日
京
都
着
、
十
月
十
六
日

京
都
発
、
十
月
晦

B
江
戸
着
、
十
一
月
十
日
江
戸
発
、
同
二
十
日
仙
台
着
、
寛

永
田
年
十
二
月
十
三
日
仙
台
発
、
同
二
十
二
日
江
戸
着
、
寛
、
水
五
年
ト
一
月
一

日
江
戸
発
、
間
十
二
日
伯
合
着
、
寛
永
六
年
十
一
月
三
十
日
仙
台
発
、
十
二
月

七



九
日
江
戸
着
、
寛
永
七
年
十
一
一
月
十
三

E
江
戸
発
、
同
晦
日
仙
台
着
、
寛
永
八

年
十
一
月
十
二
日
伯
台
発
、
同
二
十
二
日
江
戸
着
、
完
永
十
年
三
月
二
十
四
日

江
戸
発
、
土
四
万
三
日
仙
台
着
、
寛
永
十
一
年
四
月
三
日
在
江
戸
(
「
寛
政
重
修

諸
家
譜
」
)
六
月
二
日
江
戸
発
、
六
月
十
九
日
京
都
着
、
八
月
十
九
日
京
都
発
、

九
丹
西
日
江
戸
着
、
寛
永
十
二
年
六
月
二
十
九
日
江
戸
発
、
七
月
九
日
仙
台
着
、

寛
永
十
二
一
年
四
丹
二
十
日
仙
台
発
、
同
二
十
八
百
江
戸
着
(
『
寛
政
重
修
語
家

譜
号
、
五
月
二
十
四
日
江
戸
に
て
死
去
(
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
)
。

(
弱
)
「
御
文
書
写
」
。
『
伊
達
家
文
書
」
に
未
収
録
。

(
釘
)
「
侮
文
書
写
」
。
「
伊
達
家
文
書
」
に
未
収
録
。

(
鎚
)
「
縄
文
書
写
」
。
「
伊
達
家
文
書
」
に
未
収
録
。

(ω)
こ
の
自
筆
梅
内
書
は
「
伊
達
家
文
書
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
は
位
台

市
立
博
物
館
所
載
の
「
伊
達
家
文
書
」
中
に
は
な
い
c

(
お
)
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
三

i
六
九
頁
。

(
冗
)
『
大
日
本
吉
記
録
梅
津
政
景
日
記
」
(
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
一
九
五
三
年

i
一
九
六
六
年
)
己

(η)
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
一
七
i
二
七
回
頁
c

(
お
)
『
加
賀
藩
史
料
」
当
該
年
完
B
条
a

(
九
)
「
古
蹟
文
徴
」
前
印
十
四
(
前
回
尊
経
閤
文
恵
所
議
)
む

(
万
)
内
閣
文
産
議

(
花
)
「
幕
府
幹
胤
缶
」
(
「
徳
川
諸
家
系
譜
」
二

l
六一一一頁)。

(π)
注
目
切
に
同
じ
。

(
花
)
能
川
頼
官
一
の
一
冗
和
九
年
以
誇
寛
永
十
年
ま
で
の
居
所
を
概
観
し
て
お
く
。
元
和

九
年
春
を
和
歌
山
で
逆
え
、
七
月
に
は
京
都
在
(
「
涼
源
院
殿
御
記
」
一
瓦
和
九
年

(
徳
川
家
光
)

七
月
十
三
日
条
に
「
江
戸
大
納
言
様
御
上
洛
(
中
略
)
侮

E
見
之
所
北
第
一
ニ

尾
期
紀
州
雨
中
納
言
殿
」
と
あ
る
)
、
十
一
月
二
十
六
日
に
は
和
歌
山
発
(
「
本

七

(
徳
川
頼
官
一
)

光
国
諦
日
記
」
元
和
九
年
十
二
月
十
四

E
条
に
「
中
納
言
様
昔
六
日
和
歌
山
御

立
」
と
あ
る
)
、
寛
永
元
年
正
月
を
江
戸
で
迎
え
、
二
月
に
は
日
光
へ
(
「
忠
利

日
記
」
寛
永
元
年
二
月
十
三
日
条
に
「
紀
州
中
納
言
様
日
光
へ
鄭
参
詣
被
成
候
」

と
あ
る
)
、
四
月
十
二
日
以
前
に
曜
(
「
忠
利
日
記
」
寛
永
元
年
二
月
十
三
百
条

に
「
紀
州
中
納
言
様
銅
暇
出
申
侯
問
、
御
畷
乞
ニ
参
串
候
」
と
あ
る
)
、
寛
永
二

年
十
三
月
二
十
三
日
江
戸
着
(
寛
、
水
二
年
十
二
月
二
十
九
日
付
穂
別
頼
宣
書
状

に
「
去
廿
三
百
之
夜
愛
一
克
江
参
着
」
「
高
紀
徳
川
史
」
と
あ
る
)
、
寛
永
ゴ
一
年
六

月
十
一
日
京
都
着
(
『
本
光
国
鯖
呂
記
」
向
日
条
に
「
紀
伊
中
納
言
議
錦
上
著
」

と
あ
る
)
、
そ
の
後
国
元
に
帰
り
、
寛
、
水
四
年
十
二
月
末
に
江
戸
着
二
本
光
国

師
日
記
」
寛
永
田
年
十
二
月
二
十

5
条
に
「
紀
州
大
納
言
様
へ
路
次
迄
吉
兵
へ

を
上
ル
」
と
あ
る
)
、
寛
永
五
年
七
月
初
め
江
戸
発
(
「
志
利
日
記
」
寛
永
五
年

七
月
七
日
条
に
「
紀
州
大
納
言
議
朝
御
立
寄
被
成
侯
」
と
あ
る
)
、
寛
永
六
年
間

一
一
月
、
家
光
癌
嬉
見
廻
の
た
め
藤
沢
ま
で
出
向
く
(
「
忠
利
日
記
」
寛
永
六
年
間

一
一
月
二
十
八
日
条
に
「
藤
沢
迄
参
申
侯
(
中
略
)
紀
州
大
納
言
様
ぷ
梅
飛
騨
被

下
候
」
と
あ
る
)
、
十
一
月
二
十
一
日
和
歌
山
発
(
「
甫
紀
徳
川
史
」
)
、
寛
永
七

年
の
春
を
江
戸
で
違
え
、
五
丹
十
五
E
江
戸
発
(
「
忠
利
日
記
」
同
日
条
に
「
紀

州
大
納
言
様
御
立
挨
」
と
あ
る
)
、
六
丹
三
日
和
歌
山
着
(
「
南
紀
諮
問
川
史
」
)
、

寛
永
八
年
八
月
大
磯
ま
で
出
向
く
(
「
南
紀
譲
川
史
号
、
十
一
月
二
十
一
日
口
和
歌

山
発
(
「
南
紀
怒
川
史
号
、
十
二
月
一
百
江
戸
着
(
『
本
光
国
師
日
記
」
同
日
条

に
「
紀
伊
大
耕
言
殿
御
下
向
、
路
次
迄
吉
兵
へ
を
遣
ス
」
と
あ
る
)
、
寛
永
十
年

四
月
一
日
江
戸
発
(
『
南
紀
籍
別
史
」
)
、
四
月
十
二
日
初
歌
山
着
(
『
南
紀
徳
川

史」
)

C

(
乃
)
「
御
当
家
紀
年
録
」
時
呂
条
(
兎
玉
幸
多
編

(
鈎
)
「
史
料
蒜
覧
」
同
日
条
c

(
徳
川
義
直
)

(
釘
)
『
錦
当
家
紀
年
録
」
寛
永
一
克
年
条
に
「
洛
陽
二
条
域
築
石
壁
、
尾
張
黄
門
-

集
英
社

一
九
九
八
年
)
。



(
徳
川
級
九
円
)

紀
伊
黄
門
其
外
西
筋
領
地
之
御
普
代
御
家
人
勤
之
」
と
あ
り
、
ま
た
『
泰
重
騨

記
」
寛
永
一
応
年
五
月
二
十
八
五
条
に
「
紀
国
中
納
言
石
引
普
請
者
参
、
石
引
叡

覧
之
事
塩
」
と
あ
る
。

(
位
)
一
点
紀
徳
川
史
」
寛
、
水
四
年
条
に
「
夏
浴
於
有
馬
温
泉
」
と
あ
る
。

(
お
)
『
細
出
家
史
科
」
一
一

l
五
回
二
一
員
c

(
組
)
内
閣
文
産
蔵
。

(
お
)

一
七
l
一
七
一
一
員
に
「
(
寛
永
)
十
三
年
九
月
二
日
紀
研

同
に
お
い
て
死
す
」
と
あ
る
。

(
部
)
『
徳
川
諸
家
系
譜
」
二

i
二
三
八
頁
c

(
釘
)
「
寛
致
重
鯵
諸
家
譜
」
一
一
一
、

s

・l・
-
-
二
九
二
頁

Q

(
お
)
母
利
美
和
「
井
伊
直
孝
の
居
所
と
行
動
」
(
蔀
掲
「
近
世
前
期
政
治
的
主
要
人
物

の
詰
所
と
行
動
」
所
収
)
。

(
お
)
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
写
本
。

(
m
m
)

前
掲
拙
稿
『
江
戸
幕
宥
老
中
制
形
成
過
程
の
研
究
」
第
二
章
第
五
節
参
照
c

(
幻
)
『
寛
政
重
穆
諸
家
譜
」
一
二
、
za--'

二
九
五
頁
。

(
幻
)
「
江
戸
幕
府
立
記
」
寛
永
十
五
年
十
二
月
二
十
七
百
条
に
「
明
廿
八
日
之
朝
、

(
徳
川
師
相
官
一
)
(
徳
川
頼
房
)

於
二
九
御
数
寄
、
紀
静
童
相
・
水
戸
龍
作
へ
御
口
切
之
御
茶
被
進
之
、
梧
伴

(
L
U
A

花(一

r

E

)

(
庶
民
字
)

立
斎
・
井
伊
掃
部
頭
被
仰
付
」
と
あ
、
ま
た
二
十
八
日
条
に
「
今
朝
於
二

(
徳
川
斜
里

九
調
数
寄
屋
、
紀
静
亜
相
・
水
戸
黄
門
江
御
茶
被
進
之
、
御
椙
伴
井
伊
掃
部

頭
・
立
京
」
と
あ
る
。

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
」

(
幻
)
「
井
伊
家
文
書
」
(
前
掲
「
井
伊
亘
孝
の
詰
所
と
行
動
」
)
。

(
悦
)
ぃ
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
写
本
「
酒
井
文
書
」
に
は
「
東
京
牛
込
伯
爵
酒
井
忠

大
正
二
年
五
月
影
写
了
」
と
あ
る
。

道
所
蔵

(
%
)
「
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
」

7

一
九
九
七
年
。

(
M
m
)

山
本
氏
は
「
担
心
」
の
部
分
を
鴇
読
さ
れ
て
い
な
い
が
、
祖
心
は
家
光
に
仕
え

た
老
女
(
『
寛
致
重
修
諸
家
譜
」

(
釘
)
「
寛
故
重
修
諸
家
譜
」
二

i
二
一
頁
c

(
鉛
)
東
京
音
国
大
学
史
料
編
纂
掛

説
に
は
修
正
が
加
え
ら
れ
た

D

会
よ
り
出
さ
れ
て
い
る
。

一
九
i
一
五
五
頁

で
あ
る
c

一
九
三
九
年
再
販
に
あ
た
り
解

一
九
九
七
年
に
覆
挺
新
装
版
が
東
京
大
学
出
版

一
九
二
五
年
。

99 

一
九
八
三
年

藩
政
史
料
編
一
」
(
小
浜
市
教
育
委
員
会

頁京
浜
市
史

四

(
m
m
)

寛
永
十
年
十
月
二
十
二
日
甘
細
川
忠
利
披
露
状
(
『
細
川
家
史
料
」

八)。

A

A

、:、、

一
1
i
J
/
i
/

(
郎
)
「
江
戸
幕
出
即
日
記
」
同
日
条
に
「
未
刻
保
科
鹿
後
守
・
松
平
式
部
大
輔
・
奥
平

美
作
・
本
多
龍
登
守
・
牧
野
右
馬
允
・
石
川
主
殿
頭
、
御
座
之
関
へ
被
召
出
、

御
鷹
之
馬
一
宛
被
下
之
」
と
あ
る
。

(
抱
)
前
掲
拙
稿
「
江
戸
幕
府
老
中
制
形
成
過
程
の
研
究
」
第
三
章
第
四
節
、
第
四
章

第
二
館
参
照
c

(
間
)
『
本
光
国
師
日
記
」
寛
永
八
年
一
月
十
日
条
。

(
脱
)
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
写
本
。

(
邸
)

「
江
戸
幕
府
日
記
」
寛
永
十
四
年
十
一
月
二
十
七
日
条
に
「
松
平
伊
豆
守
・
戸

田
左
門
九
州
鵠
原
・
天
草
両
所
き
り
し
た
ん
蜂
起
ニ
付
而
為
御
仕
置
可
被
差
遣

之
旨
被
開
出
之
」
と
あ
る
む

(
獅
)
「
江
戸
幕
府
日
記
」
寛
永
十
五
年
五
月
十
二
日
条
に
「
松
平
伊
豆
守
・
戸
田
左

門
昨
夜
依
埼
参
登
域
・
と
あ
る
つ

(
市
)
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
台
守
写
真
c

(
鴎
)
山
域
国
揺
葉
家
文
書
(
国
立
史
料
館
寄
託
)
。

(
鴎
)
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
一

O
l
一
八
四
頁
。

七


